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はじめに

本調査は､食品健康影響評価を実施する際の基礎資料とするために､今後食品健康影響

評価が見込まれる､農薬､動物用医薬品､飼料添加物(以下｢農薬等｣という｡)のうち､

平成16年度において調査を実施しなかった農薬等を対象として､国際機関(JMPR､JECFA)

及び外国政府機関(EU､米国､カナダ､豪州､ニュージーランド)における評価結果等最

新の科学情報の収集､整理を行い､その結果を取りまとめたものである｡

具体的には､下記の調査を行った｡

(1)国際機関(JMPR､ JECFA)における評価の動向の把握､評価書等の収集･整理､概

要の翻訳

(2)各外国政府機関の評価､登録､輸入食品の農薬等の残留の規制等の動向､評価書等

の収集･整理､概要の翻訳

①　対象農薬等について､ EU､米国､カナダ､豪州､ NZの政府において評価がなされ

ているかを確認の上､評価がなされている場合にあっては､その評価書を収集･

整理する｡

②　EU､米国､カナダ､豪州､ NZの政府機関の輸入食品-の農薬等の残留についての

規制について調査する｡

(3)評価関連論文の収集､整理､概要の翻訳

対象の農薬等について､論文等最新の情報について､商用データベース等を検索し､

その結果から､特に毒性上の懸念等が示されているものを収集整理する｡

(4)我が国-の主要輸出国における農薬等の使用(又は流通)の状況の調査

調査対象農薬等414物質*のうち､米国､ EU､中国､豪州､カナダ､タイ､ブラジル､

NZ､韓国､フィリピンにおける使用量(又は流通量)の多い農薬等､使用食品の種類等

のデータを収集･整理する｡

辛 :調査対象物質は後述の方法により選択し､食品安全委員会事務局の了解を得た｡
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1.調査の対象物質と方法

1. 1　本調査の対象物質

本調査の対象となる農薬等の母集団は平成17年11月29日の厚生労働大臣告示第499

号において､食品中-の残留に関する暫定基準が設定された農薬等758物質である｡これ

らの物質のうち､平成16年度調査で対象とした物質(226物質)を除く532物質が未調査

の物質であり､今年度の調査対象候補物質となった｡

本調査においては諸外国等における評価書等を収集することとされているため､これら

の物質のうち､我が国でのみ使用実績があると見なされる物質を除くこととした｡これら

の物質を､厚生労働省における検討資料(平成16年8月20日食品中に残留する農薬､動

物用医薬品及び資料添加物の暫定基準第2次案､及び平成17年9月27日食品中に残留す

る農薬､動物用医薬品及び資料添加物の最終案)において参考基準国の欄に下記の記載が

あり､かつ他の国名等の記載がない物質として抽出したところ､このような物質が118物

質あった｡

｢現行｣ :食品衛生法で現在､基準が定められている物質

｢暫定｣ :過去に暫定基準が定められている物質

｢添加物｣ :食品添加物の使用基準が設定されている物質

｢登録｣ :農薬取締法で登録保留基準が設定されている物質

｢薬事｣ :動物用医薬品の承認時に検出もしくは定量限界値が設定されている物質

｢飼安｣ :飼料添加物の指定時に検出もしくは定量限界値が設定されている物質

そこで､ 532物質かららこれらの118物質を除いた414物質(農薬320物質､動物薬155

物質､重複61物質)を､内閣府との合意のもとに､本調査の対象物質とした｡

本調査の対象となる414物質を表1に示す｡なお､今回の調査では､昨年度の調査との

連続性を考えて､物質番号を二次案番号で統一し､二次案にない物質については､告示番

号の最初にkをつけて整理した｡表1にはこの関係も示している｡



表1本調査の対象物質

告 示 二 次 嚢 ■品 目 名 SS ? C A S 番 号 主 な 用 途 農 薬 毒≡一 m m 基 準 Ei )

■6 4 2. 4 - D 2 , 4 -D ( 2 ,4 - D i ch l or o p h en ○x ya c e ti c

a c id )

9 4 - 7 5 - 7 農 薬 ■除 草 剤 1 現 行 ､ c o d e x ､ 米 国 ､ 豪 州 ､ カ ナ ダ ､ E U

l l 8 4 l ク 口 ル フエ ノキ シ 酢 酸 4 - C P A (4 - C h lo ro D h e n o xv - a o e tic 1 2 2 - 8 8 - 3 墓 m a 屋 ヨat S; 三 1 登 録 米 国 カ ナ ダ
1 4 l l D D T D D T (d .d ー 5 0 - 2 9 - 3 農 薬 ■殺 虫 剤 1 現 行 c o d e x 壷 州 カ ナ ダ E U . N Z
1 5 13 E P T C E P T C (S - e th v l 7 5 9 ー9 4 - 4 農 薬 l除 茸 剤 1 現 行 米 国 豪 州
1 6 1 4 M C P A M C P A (4 - c h lo ro - 2 - 3 6 5 3 - 4 8 - 3 農 薬 .除 草 剤 1 現 行 l 登 録 ､ 米 国 豪 州
1 7 1■5 M C P B M C P B (4 - o h lo ro - 2 -

m e th y lp h e n o x y b u ta n o ic a c id)

9 4 - 8 1- 5 農 薬 ●除 草 剤 1 登 録 ､ 米 国 ､ 豪 州

2 2 1 8 ア イ オ キ ン ニ ル IO X Y N IL 1 6 8 9 - 8 3一4 農 薬 ■除 草 剤 1 登 録 ､ 豪 州

2 7

3 0

2 3 ア ザ ベ ロン

ア シ ベ ン ゾ ラ ル ーS - メチ ル

A Z A P E R O N E ー6 4 9 - 18 - 9 ≡詳 M B 鑑 'S i 主 1 薬 事 ､ C o d e x . 豪 州L E U

2 6 A C IB E N Z O LA R - S - M E T H Y L 1 3 5 1 5 8 - 5 4 - 2
∫ 1 行 ′国

3 2

3 5

3 6

2 7

3 0

3 1

ア シ ユ ラ ム

ア セ キ ノシ ル

､ ◆

A S U LA M 3 3 3 7 ー7 ト 1 農 薬 ●除 草 剤 1 登 録 L 米 国 L 壷 州

A C E Q U IN O C Y L 5 7 9 6 0 ー19 - 7 農 薬 ■ダ ニ 駆 除 剤 1 登 録 ､ 現 行 l 米 国

ア セ タ ミプ リド A C E T A M lP R ID 13 5 4 1 0 - 2 0 - 7 m m & 虫 剤 1 全 銀 L 米 国 L 壷 州
3 8 3 3 ア セ フ ェー ト A C E P H A T E 3 0 5 6 0 - 9 - 1 IS I 3 J M M l 1 現 行 ､ カ ナ ダ L E U ､ N Z L 豪 州 L 米 国 C o d e x
3 9 3 4 ア ゾ キ シ ス トロ ビ ン A Z O X Y S T R O B IN 1 3 1 8 6 0 - 3 3 - 8 農 薬 ●殺 菌 剤 1 現 行 ▲登 録 ､ 米 国 ▲豪 州 ､ カナ ダ ､ E U ▲N Z

4 0 3 5 ア トラ ジ ン A T R A Z 】N E 1 9 12 - 2 4 - 9 農 薬 ■除 草 剤 1 登 録 L 米 国 ■L 豪 州 L E U
4 1 3 6 ア ニ ラ ジ ン A M R A Z IN E 1 0 1- 0 5 - 3 農 薬 l殺 菌 剤 1 登 録 ､ 豪 州 L カ ナ ダ
4 4 3 9 ア ビ ラマ イ シ ン A V IL A M Y C 1N 1 10 5 1 - 7 1ー1 動 物 薬 ′ P料 添 加 物 l合 成 抗 菌 剤 1 飼 料 安 全 一重 州

薬 事 米 国 豪 州 カ ナ ダ E U . N Z4 5 4 0 ア ブ ラ マ イ シ ン A P R A M Y C IN 3 7 3 2 1 - 0 9 - 8 三詳m m m ′'M V ¥ 1
4 7 4 1 ア ミトラ ズ A M 】T R A Z 3 3 0 8 9 - 6 1- 1 農 薬 ●ダ ニ 駆 除 剤 ■殺 虫 剤 1 現 行 . C o d e x､ 米 国 L カナ ダ . E LL 壷 州

登 録 L 米 国L 豪 州4 9

5 0

4 3 ア メ トリン A M E T R Y N 8 3 4 - 1 2 - 8 農 薬 ■除 草 剤 1

4 4 モ ン ン ■ン A M O X IC Y L U N (A m o >くic illin 2 6 7 8 7- 7 8 - 0 一九 1 E U N Z
5 1 4 5 -ア ラ ク ロ ■ ル

ア ル ジ 力 ル ブ

A L A C H L O R 1 5 9 7 2 - 6 0 - 8 w m m 妻 主 1 登 録 ､ 現 行 - 米 国 ､ カ ナ ダ

5 5 4 8 A L D IC A R B 1 6 - 0 6 - 3 29 i=a E fl ? - 1 現 行 . C o d e x ､ 米 国 ､ 豪 州 ､ E U

薬 事 L 米 国 L 豪 州 L カ ナ ダ E U . N Z5 9 5 4 ア ン ピ シ リン A M P IC 】L L IN 6 9 - 5 3 - 4 動 物 薬 I抗 生 物 質 1
6 0 5 5 ア ン プ ロ リウ ム A M P R O U U M ー2 1 - 2 5 - 5 動 物 薬 ■合 成 抗 菌 剤 l寄 生 虫 駆 除 1 薬 事 米 国 豪 州 カ ナ ダ
7 0 6 4 イ ソ フ エン ホ ス

､◆ ､

IS O F E N P H O S 2 5 3 1 1ー7 ト ー 農 薬 ■殺 虫 剤 1 現 行 ⊥カナ ダ

7 3 6 7 イ ブ ロ ン オ ン JP R O D IO N E 3 6 7 3 4 - 1 9 - 7 農 薬 ■殺 菌 剤 1 現 行 ､ 米 国 ■､ 豪 州 ､ カ ナ ダ - E U
7 6 7 0

7 5

イ ベ ル メク チ ン

イ マ ザ モ ツ クス ア ン モ ニ ウ ム 塩

V E R M E C T IN 7 0 2 8 8 - 8 6- 7 動 物 薬 ■殺 虫 剤 ー 現 行 ▲米 国 ､ 豪 州. E L L N Z

8 1 IM A Z A M O X - A M M O N IU M 1 14 3 1 1- - 9 ア ン モ ニ ■1 行 ′
8 2 7 6 イ マ ザ リル M A Z A L IL 3 5 5 5 4 - 4 4 - 0. 7 3 7 9 0 - 2 8 - 農 薬 ■殺 菌 剤 1 米 国 ､ 豪 州

8 4 7 8 イ ミ ロ リド IM ID A C L O P R ID 1 0 5 8 2 7 - 7 8- 9. 1 3 8 2 6 1- I 1 C o d e ナ +
8 8 8 2 イ ン ドキ サ 力 ル ブ IN D O X A C A R B 1 7 3 5 8 4 - 4 4 - 6 ､ 14 4 1 7 1】

6 ト 9

農 薬 ●殺 虫 剤 1 0 X▲
登 録 ､ 米 国 ､ 豪 州 ､ N Z ■

8 9 8 ー コ ､ ● ノ P U N 】C O N A Z O L E P 8 3 6 5 7- 1 7 - 4 . 8 3 6 5 7 - 2 2 - 1
Jl 1 行

9 2 8 6 エ チ オ ン E T 川 0 N 5 6 3 - ー2■2 農 薬 Jダ ニ 駆 除 剤 ●殺 虫 剤 1 登 録 ､ C o d e x , 米 国 ､ 豪 州 L カ ナ ダ L E U

登 録 , C o d e x , 米 国 ､ 豪 州 L カナ ダ L E U

登 録 ､ 現 行 - 米 国､ 壷 州

9 5 8 9 工 テ ホ ン E T H E P H O N 1 6 6 7 2 - 8 7 - 0 農 薬 ●成 長 調 整 剤 1
9 6 9 0 エ トキ サ ソ ー ル E T O X A Z O L E 1 5 3 2 3 3 ⊥9 ト 1 農 薬 l殺 虫 剤 1

9 7 9 1 エ トキ シ キ ン E T H O X Y Q U ⅠN 9 1- 5 3 ⊥2 農 薬 ′飼 料 添 加 物 l成 長 調 整 剤 l 1 三 善 <$ m m

9 8 9 2

9 3

9 4

エ トキ ソ ス ル フ 口 ノ

○ ○

E T H O X Y S U L F U R O N 1 2 6 8 0 1- 5 8 - 9 農 薬 ■殺 虫 剤 tダ ニ 駆 除 剤 ■線 I 登 捜 L 豪 州

9 9 エ トハ ヘ - ト E T H O P A B A T E 5 9- 0 6 - 3 動 物 薬 ■合 成 抗 菌 剤 ■寄 生 虫 駆 除 1 薬 事 L 米 国 L 豪 州

1 0 0 エ トフ エン ブ ロ ック ス E T O F E N P R O X 8 0 8 4 4 ー0 7 - 墓 S 3 K 9 :: i 1 登 録 L 現 行 . c o d e x

ー0 2 9 6 エ トプ ロ ホ ス (別 名 エ トプ ロ ッ

プ )

E T H O P R O P H O S (別 名

E T H O P R O P )

13 1 9 4 - 4 8ー4 農 薬 ■殺 虫 剤 1 登 録 ､ 現 行 ､ 米 国 ､ 豪 州



告 示 二次轟 -品 El名 英 名 C A S番号 主な用途 墓m 勤 鞄薬 基準 国

10 3 97■エ トリジアゾール E T R ID IA ZO LE 2593- 15-9 農薬 ■殺 菌剤 1 登録 ､米 国､豪州

104 98 エプリノメクテン E P R N O M EC T IN 1239 97ー26ー2 動物薬 ■寄生 虫駆除 剤 1 現行 ､豪州

107 10 1 エマメクテン安息香 酸 E M A M E C T IN B EN Z O A T E 15556 9- 9 1- 8 墓m …BJlSE iS lJ* : i 1 1 登録 L現行 l米 豪州

108 10 2 エ リスロマイシン E R YT H R O M Y C N 1 4-0 7- 8 動物薬 l抗生物 質 1 薬事 ､米 臥 豪州 ､カナダ､ E U

112 10 6 エンドスルフアン E N D O S U LFA N 1 5-2 9- 7 農 薬 ●殺 虫剤 ■ダニ駆除 剤 1 登録 L COdex .米 国L 壷州 ､カナダ L EU ､ N Z

114 10 8 エンドリン E N D RIN 72-20ー8 農 薬 ■殺 虫剤 ■ダニ駆除剤 ■線 虫駆 1 現 行 ､ C o dex､■E U

1 16 110 エン口プロキサシン E N R O F LO XA C IN 9 3106- 60-6 動 物薬 ■合成抗 菌剤 1 盛 事 L米 国､カナダ､ EU

118 112 オキサジアゾン O X A D A ZO N 19666-3 0ー9 農 薬 ■除草剤 1 登 録 L米国
119 113 オキサジキシル O X A D IX Y L 77732-0 9-3 農 薬 ■殺 菌剤 1 登 録▲米国 L豪州

12 1 115 オキサミル O X A M Y L 2 3ー35- 22-0 農 薬 ●殺 虫剤 ■ダニ駆除剤 ●線虫駆 1 現 行. codex. 米国L 豪州 Lカナダ L EU ▲N Z

124 117 オキシクロザ 二ド O X Y C LO Z A N D E 2 277-92 - 動 物薬 ■寄生 虫駆 除剤 1 薬 事L 豪州 L EU
125 118 オキシテトラサイクリン/ケ口ル

テ トラサ イクリン/テトラサ イクリ

ン(和として )

O X Y T ET R A C Y C LIN E′C H L O RT ET

RA C Y C LIN E/ T ET RA C Y C U N ECas

tota l)

79- 57-2 動 物薬 ●抗生物 質 1 現行､薬事､ C 0dOX､米国､轟州､カナダ､E U■､N Z

130 123 オキソニリツク酸 O X O U N IC A C D 14 698-2 9-4 農 薬/動 物薬 ■合 成抗菌 剤 1 1 登 録L 豪州l EU

135 128 オル トフエニルフェノール 2- P H E N Y LP H E N O L 90- 43ー7 農 薬 ●殺 菌剤 1 添加物 ､■豪州 -カナダ

137 130 オル メトプリム O R M ET O P R M 69 81- 18- 6 動 物薬 ■合成抗菌 剤 ■寄 生虫駆 除 ■ 1 薬 事､ 米国

138 13 1 オ レアンドマイシン O LEA N D O M Y CーN 392 2-90- 5 動 物薬 ■抗 生物質 1 薬 事､ 米国L 豪州

14 0 133 カナマイシン KA N A M Y C N 59- 0 1-8 . 806 3一0 7- 8 動物 薬 ■抗 生物質 1 薬 事､ EU

14 2 135 カルタツプ､ペンスルタップ及 び

チオシウラム

C A R T A P ､ B EN S U LT A P ､

T H O C Y C LA M

152 63-5 3- 3 ､

176 06-3 1ー4■

農薬 ■殺 虫剤 1 登 録､ EU

14 3 136 力ル バリル C A R BA R Y L 63- 25-2 農薬 ■殺 虫剤 ●成 長調整剤 1 現 行..co dex.米 EiL 豪州､ カナダL E U､ N Z

144 137 力ル フエントラゾンエチル C A R FE N T R A Z O N E -E T H Y L 128 639-0 2-ー 農薬 ■除草剤 1 登 録､ 米国､豪 州

14 7 140 力ル ベンダジム､ ベノミル及 びチ

オフアネ- トメチル
C A R B EN D A Z IM ､ B E N O M Y L ､

T H IO P H A N A T E｢ M ET H Y L

C A R B E N D A Z IM 10 605-

2 1- 7､ B E N O M Y L 17 804-

35ー2､ T H IO P H A N A T Eー

M E T H Y L 2356 4-05一8

農薬 ●殺菌剤 ､ 1 登録 ､ co dex､米 国､ 豪州､ カナダ､ E U ､PNZ

14 9 142 力ルポスルフアン C A R B O S U L FA N 552 85- 14- 8 農薬 ■殺 虫剤 1 登録 ▲C odex. 壷州 L E U

151 144 キザ 口ホップエチル Q U IZ A LO FO P - ET H Y L 765 78- 14- 8 農薬 ■除草剤 1 現行 ､登 録､米 国､豪 州､ カナダ､

157 148 キノメチオナー ト C H N O M ET川O N A T 243 9-0ト2 農薬 ●殺 虫剤 ●殺菌剤 ■ダニ 1 現行 ▲豪 州- E U
158 149 キャブタン C A P T A N 133- 06-2 宗m s m 主 1 登録 , co dex>豪 州Lカナダ. E U . N Z

15 9 150 キンク口ラック Q U N C LO RA C 840 87- 0 1-4 農薬 ●除草剤 1 現行 L米 国lカナダ
163 156 グ リホサ■ ト G LY P H O S A T E 107ト83-6 農薬 ●除草剤 1 現行 ..C odex､ 米国L 豪州 ､カナダ EU

164 157 グルホシネ■ト G LU FO S IN A T E 512 76ー47-2､ 5336 9-07- 6 農薬 ■除草剤 1 現行 ､ C odex､ 米国､豪 州 ､カナダ

165 15 8 クレソキシムメチル K R E S O XーM -M E T H Y L 1433 90ー89- 0 農薬 ●殺 菌剤 1 現行 ､登録 ､ C o dex､ 米国 ､豪州 ､カナダ､ E U

166 159 クレトジム C LET H O D IM 99129- 2 1-2 墓ga isa s … 1 現 行 ､ C o dex 米 国 豪 州 カナダ N Z
167 160 クレンブテ ロー ル C LE N B U T ER O L 37148- 27-9 動物薬 ●成長促 進剤 1 薬事 C o dexーE U
168 ー6 1 ク口キサシリン C LO X A C ILLlN 6 1- 72- 3 動物薬 ■抗生物 質 1 薬 事 米国 豪州 E U
170 16 3 ク口サンテル C L O SA N T E L 5 7808- 65-8 動物薬 ■寄生 虫駆除剤 1 現 行 ､豪州

179 16 9 クロフエンテジン C L O FE N T E ZIN E 741 15- 24-5 農 薬 ■殺 虫剤 ■ダニ駆除剤 1 現 行 ､ C o ddex 米 国■豪州 カナダ E U
185 17 6 ク口リダゾン(別名 ビラゾン) C H LO R ID A ZO N (別 名 PY RA Z O N ) 1698一6 0-8 ､ 58 858- 18-7 農 薬 ■除草剤 1 登 録 -米国



告 示 二次 姦 ■品 目名 <-m C A S番号 主な用途 墓w .▲ 勤鞄薬 基 準囲
186 177 クロリムロンエチル C H LO R IM U R O N -ET H Y L 90 982-32 -4 農薬 ●除草剤 1 現 行､■米 国Lカナダ
188 179 ク口ルスル フロン C H LO R S U LFU R 0 N 64 902-72 -3 農薬 ■陰茸剤 1 現行 ▲米 国▲豪 州
192 18 3 ク口ル ビリホス C H LO R P Y R IFO S 29 21- 88- 2 農薬 ■殺虫剤 1 現 行､ C o dex ,米国■､壷州 Lカナダ - EU
193 184 ク口ル ビリホスメチル C H LO R P Y R IFO S- M E T H Y L 55 98- 13- 0 農薬 ■殺虫剤 ■ダ土駆除 1 登 録､ C OdeX 米国 豪州 E U
194 18 5 クロルフエナ ピル C H L O R P H EN A P Y R 1224 53一7 3-0 農薬 ■殺虫剤 ●ダニ駆除剤 1 登録 L現行 l 豪州､ 米国. E U
196 186 ク口ルフエンビンホス C H L O R F EN V IN P H O S 470- 90-6 農薬 ●殺虫剤 ●ダニ駆除剤 1 現行 豪 州 E U
198 18 7 クロルフル アズ ロン C H L O R F LU A Z U R 0 N 7 14 22-67- 8 農薬 ●殺 虫剤 1 現行 ､登録 ､豪 州

199 188 クロルプロファム C H L O R P R O P H A M 10 1- 2 1-3 農薬 ■除草剤 ■成長調整剤 1 現行 豪州 E U
2 03 19 1 ク口ルメコ■ ト C H L O R M E Q U A T 7003- 89- 6 農薬 ■成長調整剤 1 現行 C o dex. 豪州 カナダ E U■
2 05 192 ク口ロタロ二ル C H L O R O T HA LO N IL 1897- 45- 6 農薬 t殺 菌剤 ■除草剤 1 現行 ､ C o dex､ 米国L壷 州Lカナダ, E IL N Z
2 09 194 ゲンタマイシン G E N T A M 】C ⅠN 1403- 66-3 動物薬 ■抗生物 質 1 現行 米 国 カナダ
2 10 195 コリステン C 0 L1S TⅠN 1066- 17- 7 勤鞄薬/飼 料添加 物 ■■抗 生物質■ 1 m m . E u
2 1ー 196 酢酸イソ吉茸 酸タイ口シン A C ET Y L1S 0 ∨A LE R Y LT Y L O SIN 30277 6-68- 7 ? 動物薬 ■抗 生物 質 1 薬事､ E U
2 14 198 サラフ口キサシン S A R A F LO X A C IN 98 105- 99-8 動 物薬 ■合成抗 菌剤 1 現 行l E U
2 15 ー99 サリノマイシン S A L N O M Y C ーN 53003- 10-4 勤 鞄薬/飼 料添加 物 ■抗生 物質 1 飼 料安 全 壷 州 カナダ
2 16 20 1 酸化フエンブタスズ FE N B U T A T IN 0 ×ⅠD E 13356- 08-6 農 薬 ■殺 虫剤 ■ダニ駆 除剤 1 現 行 C odex .米 国l壷 州L E U
2 18 203 ■シアソファミド C Y A ZO FA M ID 120 116- 88-3 農 薬 ■殺 菌剤 ■抗 菌剤 1 現 行 米国
2 19 204 シアナジン C Y A N A Z IN E 2 1725- 46-2 農 薬 ●除草 剤 1 現 行､登 録 ､■豪州

22 1 20 6 ソアフエンチ ウロン D A FE N T H U R 0 N 8 0060-0 9-9 ォ a # i-# - ffi iサ* 1 録 現 行 ■ 州
223 20 8 シアン化水素 H Y D R O G E N C Y A N ID E 74■､90-8 農 薬 ■殺 虫剤 ■殺鼠 剤 1 登 録 現 行 カナダ E U
224 20 9 ジウロン D lU R 0 N 3 30-54ー1 農薬 ■除草剤 1 ■登 録､米 国▲壷州 Lカナダ
226 2 12 ジカンパ DーC A M B A 1918-00- 9 農薬 ●除草剤 1 現 行､米 国▲豪州

227 2 13 ジクラズ リル DーC LA Z U RlL 10 183 1-3 7-2 動物 薬 ■寄 生虫駆 除剤 1 現 行L C Odex ､壷州 -カナダ

230 2 15 ジク口キサシリン D IC LO X A C IL U N 3 116-76- 5 動物薬 ■抗 生物質 1 薬事 ､ E U

23 1 2 16 シクロキシジム C Y C LO X Y D IM 10 1205-0 2-1 墓K H I? 董三 1 現行 ､ C odex

235

237

220 ソク口フル アニド D IC H LO F LU A N lD 0 85-98- 9 農薬 ■殺菌剤 1 現行 L豪 州. E U . N Z

222 ソク口へ二ル D IC H LO B EN IL 1 194 -65- 6 農薬 ●除草剤 1 登録 L米 国､豪 州

240 225 ジクロルプロツプ D IC H LO R P R O P 120- 36-5. 7547- 66-2 農薬 ■除草剤 1 登録 L豪 州L E U

241 226 ジク口ルポス及びナレド D IC H LO R V O S. N A LE D 62- 73一7 - 農薬/動物薬 ■殺 虫剤 1 1 現行 ..C o dex. 米国▲豪州

244 228 ジクワット D IQ U A T dibro m ate 85-0 0-7 農薬 ■除草剤 1 登録 ..C o dex. 米国L壷 州L カナダL EU
24 5 229 ジコホール D 1C 0 F 0 L 1 15- 32-2 農薬 ●殺 虫剤 ■ダニ駆除剤 1 現行 ▲C o dex. 米国L壷 州､ カナダ. E U . N Z
24 7 23ージスルホトン D】S U L FO T O N 298- 04-4 農 薬 ■殺 虫剤 ■ダニ駆 除剤 1 登録 ､ C o dex. 米国一豪 州L カナダ. E U .
24 8 232 ジチアノン D T H A N O N 3 347- 22-6 諾m t m i … 1 登録､ C od ex.壷 州L N Z
24 9 233 ジチオ力ルJくメ■ ト D IT H IO C A R B A M A T ES 4 384- 82-ー 農 垂 l殺 菌剤 ■鳥 忌避剤 ■鼠族忌 1 登 録 C ode x 米 Ei] 豪 州 カナダ E LL N Z
25 1 235 ジニトルミド D IN !T O LM ID E 148-0 1- 6 動 物薬 ●合 成抗菌剤 ■寄生 虫駆除 1 薬 事 米国 豪州 カナダ N Z
25 3 236 ジノカップ D lN O C A P 3 9300- 45-3 農 薬 ●殺 虫剤 ●ダニ駆 除剤 1 登 録､ C ode x.米 国､豪 州

256 238 ソノ丁フフン D N O T E FU R A N 165252- 70-0 農 薬 ●殺 虫剤 1 登 録LJ米国

258 2 40 シハ ロトリン C Y HA LO T H R IN 6 8085- 85-8 農薬 /動物 薬 ■殺 虫剤 1 1 現 行. C ode x､米 国L 豪 州､カナダ- E U

259 24 1 ンヒドロストレプトマインン/スト

レプトマイシン(和 として)

D IH Y D R O S T R E P T O M Y C IN′S T R E P

T O M Y C IN Cas total)

57-9 2ー1 動物 薬 ●抗 生物質 1 現 行､薬 事､ C od ex ､米 国､豪 州､ N Z ■

26 1 24 3 ジフェニル B P H EN Y L 92- 52-4 農薬 ■殺菌剤 1 添 加物 Lカナダ ■
263 24 5 ジフエノコナゾ- ル D IF E N O C O N A Z O L E 119446- 68-3 農亜 ●殺菌剤 ー 現 行L登 録L 米国l 壷州 Lカナダ
264 24 6 ジフエンゾコ■ト D IF EN ZO Q U A T 498 66-8 7- 7 農薬 ■除草剤 ■殺菌剤 1 現 行L 米国
267 24 9 シフルトリン C Y F LU T H R IN 68 359-3 7- 5 農薬′動物薬 ●殺虫剤 1 1 現行 登巌 C odex 米 国 豪州 カナダ E U
269 25 1

25 3

ジフルフエニ力ン D F LU F E N IC A N 83 164-3 3- 4 農薬 ■除草剤 1 現行 ､登録 ､豪 州

271 ■ソフル へン ロン D IF LU B EN Z U R 0 N 353 67-3 8- 5 / l 又 l ー 1 行 C odex
272 25 4 ジフロキサ シン D 肝L O X A C IN 98 10 6- 17- 3 動物薬 ■合成抗 菌剤 1 薬事 ､ E U

273 255 ンプロコナゾ- ル C Y P R O C O NA Z O LE 943 6ト0 6- 5 農薬 ■殺 菌剤 1 現行 L登録 L豪 州
274 256 ソ ロジ二ル C Y P R O D IN IL 12 15 52-6 1- 2 B m -& m $ 1 現行 録 C odex 米国 壷
2 75 257 シベルメトリン C Y P E R M ET H R 1N 523 15-0 7- 8､ 6684 1-24- 5 農薬/動物薬 ■殺 虫剤 1 1 現行 ーC o dex､ 米国､ カナダL 豪州L EU ､ N Z



告 示 二次 嘉 ●品 目名 英 名 C A S番号 主な用途 農 薬 i∋i"jE=P 基準 国

282 264 ジメチ ピン DーM ET H IP IN 5 5290- 64- 7 農薬 ■除草剤 ■成長調 整剤 1 現行 L C O dex* 米国 L豪州

283 265 ジメチ リモール D】M ET H R M O L 522 1- 53一4 農薬 l殺菌剤 1 登録 L壷 州

284 266 ジメテナミド D M ET H EN A M D 8 7674- 68-8 農薬 ●除草剤 1 登録 ､現行 L米 国Lカナダ

285 267 ジメト工- ト DーM ET H O A T E 6 0-5 1- 5 農薬 ■殺虫剤 ■ダニ駆 除剤 1 登録､ C odex､現行､米国､豪州､カナダ､ EU ､ NZ

286 268 ジメトモルフ D M ET H O M O R P H 11048 8一70- 5 農 薬 ■殺 菌剤 1 現行 L登銃 L米 国L藁 州
288 270 シモキサニル C Y M O X A N IL 5 7966- 95ー7 農薬 ■殺 菌剤 1 登録 L現行 L米 国L カナダ

289 27 1 臭素 (臭化メチル) B R O M ID E (M ET H Y L B R O M ID E B R O M 】D E 7726- 95- 6､

M ET H Y L B R O M ID E 74-

8 3-9

農 薬 ■殺 虫剤 1 現行 ､ C o dex､ 米国､ N Z

292 275 シロマジン C Y R O M A Z N E 6 6215- 27-8 農 薬/動 物薬 ■殺 虫剤 1 1 現 行 ､米 国､､豪州 Lカナダl E U

293 276 スピノサ ド S P N O S A D 131929- 60- 7､ 13 19 29-

6 3-0. 168316- 95-8

農 薬 ●殺 虫剤 1 登録 ､1現行 ､ C o dex､ 米国､ 豪州 ､ N Z

294 277 スビラマイシン S P IR A M Y CーN 80 25-8 1-8 動 物薬 ■抗 生物 質 ー現 行l■薬事 ､豪州
296 279 スピロジクロブエン S P IR O D IC L O FE N 14 8477｢ 7 1-8 農 薬 ■ダニ駆 除剤 1 登 録､ 米国
297 280 スペクチノマイシン S P E C T IN O M Y C】N 16 95-7 7-8 動 物薬 ●抗 生物 質 1 現 行l 米国 L豪州 ､カナダ E U

299 282 スル フアキ ノキ サリン S U L FA Q U IN O X A L IN E 59- 40-5 動 物薬 ■合 成抗 菌剤 1 薬 事､ 米国 ､豪州 ､カナダ

3 0ー 284 スルプアク口ルビリダジン S U L FA C H L O R P Y R ID A ZーN E 80- 32-0 動 物薬 t合 成抗菌 剤 ー■薬 事､ 米国 ､カナダ ■

30 2 285 スルフアジアジン S U L FA D ーA Z lN E 68- 35-9 動 物薬 ■合 成抗菌 剤 1 薬 事､豪 州 ､カナダ

30 3 286 スルフアジミジン S U L FA D IM ID IN E (別 名 57- 68- 動物 薬 ■合 成抗菌 剤 1 現 行､ C odex ､米 国､豪 州､カナダ

304 287 スルフアジメトキシン S U L FA D M ET H O X】N E 122- 1- 2 動物 薬 ■合 成抗菌剤 1 薬 事､ 米国 Lカナダ

30 6 289 スルフアチアゾ■ル S U L FA T川A Z O LE 72- 14-0 動物 薬 ●合 成抗菌剤 1 薬 事▲米 国l カナダ

30 7 290 スルファドキシン S U L FA D O X N E 244 7-57- 6 動物 薬 ●合 成抗菌剤 1 薬 事L壷 州 Lカナダ

3 14 2 97 スルプアメトキサゾ■ル S U L FA M E T H O X A Z O L E 723- 46- 6 動物 薬 ■合 成抗菌剤 1 豪 州
32 1 30 4 スルプロホス S U LP R O FO S 3540 0-4 3- 2 農薬 ●殺虫剤 登 録､豪 州

324 30 7 セトキシジム S ET H O X Y D lM 7405 1ー80- 2 農薬 ■除草剤 登録 L現 行､ 米国､ 豪州､ カナダ
326 30 9 セプアゾリン C E FA Z O U N 2595 3｣ 19- 9 動物 桑 l抗 生物質 1 薬事 L E U

32 7 3 10 セフアピリン C E FA P R IN 2 159 3-23- 7 動物 薬 l抗 生物質 1 薬事 ､米 国L 豪州､カナダ E U. N Z

329 3 12 セフア口ニウム C E FA LO N M M 5575ー2 1-3 動物 薬 ●抗生 物質 1 薬事 L豪 州L E U
33 1 3 14 セフキノム C E FQ U IN O M E 8495 7-30- 2 動物 薬 ●抗 生物質 1 薬事 L豪 州. E U . N Z

332 3ー5 セプチオフル C E FT IO FU R 80370 -57- 6 動物薬 ■抗生 物質 1 現行 ､豪 州▲カナダ
333 3 16 セプロキシム C E FU R O X IM E 5526 8- 75- 2 動物薬 ●抗生 物質 1 薬事 L豪 州

334 3 17 ゼラノール Z E RA N O L 2653 8- 44-3 動物薬 ■ホルモン剤 1 現行 L米 国L壷 州
335 3 18 センデユラマイシン S E M D U RA M IC 1N 1133 78-3ト7 動物薬/飼料 添加物 ■抗生物 質 1 飼料安 全 L米国 ▲壷■州
337 32 0 タ一バ シル T E R B A C IL 5902- 5ト2 農薬 ■除草剤 1 現行 ､登録 ､米 国

338 32 1 ダイアジノン D A ZIN O N 333-4 1ー5 農 薬/動物薬 ■殺虫剤 ■ダニ駆 除剤 1 1 現行､登録､ C 0dOX､米国､壷州､カナダ EU NZ
340 32 2 タイ口シン T Y LO S IN 140 1- 69-0 動物薬 ■抗生物 質 1 薬事 L米 国､豪 州Lカナダ E U

34 1 32 3 ダノフロキサ シン D A N O F LO X A C IN 112398- 08- 0 動物薬 ●合成抗 菌剤 1 現行 ､ E U
3 42 324 チアク口プリド T H IA C LO P RID 111988- 49- 9 農 薬 ■殺 虫剤 ■ダニ駆除 剤 ●線 1 ■登録 L米 国､豪 州, (E U )

3 45 32 7 チアベンダソール T H IA B E N D A Z O LE 14 8-79- 8 農 薬/動 物薬 ■殺 菌剤 ●寄生 虫 1 1 登録 ､ C o dex, 米国 壷 州 カナダ E lh N Z

3 46 328 チアムリン T A M U LlN 5 5297- 95-5 農 薬/動 物薬 ■抗 生物 質 1 1 盛 事 L米 国L豪州 Lカナダ E U

3 47 329 チアメトキサ ム T HーA M ET H O X A M 5 37 9ー23-4 農 薬 ■殺 虫剤 1 登 録l 米国 L豪州 カナダ N Z

348 330 チアンフエニコ■ル T H IA M P H E N IC O L 15 318-4 5-3 動 物薬 ■合成抗 菌剤 1 薬 事､ 豪州
350 332 チオベン力ルブ T H IO B E N C A R B 28 249- 77-6 農 薬 ■除草剤 1 現 行､ 米国

354 335 チフェンスルフロンメチル T HーF EN S U LF U R 0 N一M ET H Y L 79 277-2 7-3 農 薬 ●除茸 剤 1 登 録 米国 カナダ
355 336 チルミコシン T ILM IC O S IN 108 050- 54-0 動 物薬 ■抗生物質 1 現 行､ EU
3 56 337 ディル ドリン及びアルドリン D IE LD RIN ､ A LD R IN D IE LD R 1N 60-5 7- 1､

A LD R IN 309-0 0-2

農薬 ■殺 虫剤 +1 現 行､ C odex ､豪 州､カナダ､ E U ､ N Z■



告 示 二吹 薬 ●品 目名 英名 ■ C A S番号 主な用途 m m 動物薬 基 準国

35 7 3 38 デキサ メタゾン D E X A M ET H A S O N E 50 -02- 2 動 物薬 ■ステ ロイド系消 炎剤 1 薬 事､ 豪州､ カナダL EU ､ N Z
359 3 40 デコキネ- ト D E C O Q U INA T E 8 507-8 9-6 動 物薬 l合 成抗菌剤 ■寄生 虫駆 除 ー薬 事L 米国 カナダ
362 34 3 テトラク口ル ビンホス ■ T ET RA C H LO R V IN P H O S 22 248- 79-9 ､ 9 61- ll- 5 蓋M t m 三 m m 主 1 登 抜 米国 豪州 カナダ
363 34 4 テトラコナゾール T ET RA C O N A ZO L E 11228ト77-3 農薬 ●殺菌剤 1 現 行､登 録L 米国一
364 34 5 テトラジホン T ET R A D IF O N 116丁-29-0 農薬 ■ダニ駆 除剤 1 登 臨 米 国 豪州 ■カナダ
365 34 6 テブコナ ゾ- ル T EB U C O N A ZO LE 10 7534-9 6ー3 農薬 ●殺菌剤 ■1 現行､登録､ COdeX 米国 車州 カナダ (EU L N Z
367 34 8 テブフエノジド T EB U F EN O Z ID E 112410-2 3-8 農薬 ■殺虫剤 1 現 行L登 録､ C odex ､米 国 豪州 カナダ
3 69 350 テプラ口キシジム T E P RA LO X Y D IM 14 9979-4 1-9 農薬 ■除草剤 1 現 行l登 録､ 米国一豪州
370 35 1 テフル トリン T E F LU T H RーN 79 538-32 -2 農薬 ■殺虫剤 1 現 行▲登 録､カナダ
37 1 352 テフルベンズロン T E F LU B EN Z U R 0 N 83 12ー■18一0 農薬′動物薬 ■殺虫剤 1 1 現行 登録 カナダ E U
3 74 355 デルタメトリン及び トラロメトリン D E LT A M E T H R IN､ T RA L0 M E T H R 1N 529 18-63- 5､ 528 20-00ー5

6684 1- 25-6

農薬/動物薬 ■ 1 ー現行 ､ C o dex､ 米国 ､豪州 ､ E U

3 77 358 テルプホス T E R B U F0 S 130 71-79- 9 農薬 ■殺 虫剤 ●線虫駆 除剤 1 現行 C o dex 豪州 (E U )
3 78 359 ドキシサ イクリン D 0 X Y C Y C L1N E 564- 25-0 動物薬 ●抗生物 質 1 * * . E U
3 80 36 1 ドラメクテン D O RA M E C T IN 117 70 4-2 5- 3 動物薬 ■寄生虫駆 除剤 ■殺 虫剤 1 薬事 C o dex 米国 豪州 E U . N Z
3 82 363 トリアジメノ■ル T R IA D】M E N 0 L 552 19-65- 3 農薬 ■殺 菌剤 1 現行 L作残 ､ C odex､ 米国 L豪州 . E U . N Z
3 83 364 トリアジメホン T R IA D IM E FO N 43 12 -43ー3 m ▼Ea 主 1 作残 ､ C o dexs 米国 豪州 EU
38 5 366 トリアゾホス T R IA Z O P H O S 240 17-47- 8 農薬 ■殺 虫剤 ●ダニ駆 除剤 ■線 虫駆 1 現行 C o dex. E U
3 87 368 トリクラベンダゾ■ル T R IC U ､B E N D A ZO L E 68786 -66- 3 動物薬 ■寄 生虫駆 除剤 1 現行 豪州 N Z
3 89 370 トリク口ルホン T R 1C H L 0 R F0 N 52-68 -6 農 薬/動 物薬 ■殺 虫剤■ 1 1 現行 登録 米 国 豪 州
39 6 377 トリフルミゾ■ ル T R IF LU M 】Z O LE 68694- ll- 1､ 9938 7- 89-0 農 薬 ■殺 菌剤 1 現行､ 米国
39 8

39 9

379 ト■Jフルラリン T R 1F LU RA LIN ー582- 09-8 農 薬■■除草 剤 1 現 行､ 豪州

380 トリフ口キンストロビン T R F LO X Y S T R O B IN 1415 17- 2 1- 7 宗 m sm 三 1 登 録. C o d ex ､米国 L豪州 (E U )
402 383 トリベヌロンメチル T R IB E N U R 0 NーM E T H Y L 101200- 48一0 農 薬 ●除草 剤 1 現 行L 米国 ､豪州 Lカナダ
404 385 トリホリン T R IFO R】N E 2 6644- 46-2 . 3 7273- 84-0 買 =:=【;･iesi三 1 登 録 .C odex 米 国 壷 州 E U . N Z
40 5 387 トリメトプリム ー T R】M ET H O P R IM 7 38-70- 5 動 物薬 ●合 成抗菌剤 1 薬 事L壷 州 Lカナダ､ EU
2 12 3 92 酢 酸 トレンボ ロン T R E N B O LO N E aGetat○ 1016ト34ー9 動物 薬 ■ホルモン剤 1 現 行l壷 州
409 3 93 ナイカルバ ジン N IC A R B A ZIN 3 30-95- 0 動物 薬 ●合 成抗菌剤 ●寄生 虫駆除 1 現 行l1壷 州 L N Z

4 11 3 95 ナフシリン N A F CルLlN 14 7-52⊥4 三ヨ^ ttfftE S ′掌 1 薬 事L E U

42 1 40 2 二 臭化エチレン ET H Y LE N E D IB R 0 M 1D E (E D B) 10 6-93-4 農薬 ■線虫駆 除剤 ■ 1 E U
425 40 6 ニトロキシニール N汀R OX Y N IL ( N汀R OX I N H■) 16 89-89- 0 動物薬 ●寄生 虫駆除剤 1 薬事 豪 州 EU . N Z
428 40 9 ネオマイシン N E O M Y C IN 1404 -04- 2 動物薬 ■抗生 物質 1 現行 l豪 州. E U . N Z

4 3 1 4 12 ノハ ルロン N O V A L U R 0 N ー16 714-4 6-6 墓 m x n :逗 1 現行 ､米 Ei]
4 32 4ー3 ノボビオシン N 0 V O B IO C IN 303- 8 1- 1 動物薬 ■抗生 物質 1 薬事 ､米 国､豪 州､カナダ､ E U

4 35 4 16 ノルプロキサ シン N O R FLO X A C IN 7045 8-96- 7 動物薬 ●合成抗 菌剤 1 ■薬事 L豪 州

4 36 4 17 バージニアマイシン V R G N A M Y C IN 1 100 6-76- 1 動物薬/飼料 添加 物 ■抗 生物質 1 飼料安 全 米国 豪州
4 40 420 パウロプトラゾ■ル P A C L O B U T R A ZO L 7673 8-62-0 農薬 ■成長調整剤 ー 現行 L登録 L豪 州
44 2 422 Jくミドチオン V A M ID O T H一〇N 2275- 23-2 農 薬 l殺 虫剤 ●ダニ駆 除剤 1 現行 豪州 E U
44 3 423 パラコー ト P A RA Q U A T 19 10- 42-5 農 薬 ■除草 剤 1 登録 C o dex 米 国 豪 州 EU
444 424 パラチオン P A RA T H IO N 56-3 8- 2 農 薬 ■殺 虫剤 一ダニ駆 除剤 1 現行 l米国■Lカナダ ､ EU

445 4 25 ハ ブチオンメチル P A RA T H 10 N ｢ M ET H Y L 2 98-0 0- 0 農 薬 ■殺 虫剤 1 現 行､ 豪州▲v E U . N Z
44 7

452

4 26

4 30
パ ルネムリン V A LN E M U U N 1013 12- 92-9 動 物薬 ■抗 生物質 ■ 1 m m . Eu
ハ ロスルフロンメチル H A LO S U L FU R O N M ET H Y L 100 784-20 -1 農 薬 ■除草剤 1 現 行l 米国 ､豪州

453 4 31 ハ 口フジノン H A L 0 FU G 1N 0 N E 5 5837-2 0-2 動 物薬′飼料 添加物 ■寄生 虫駆除 1 飼 料安全 ､米 国一豪 州､カナダ▲E U
456 43 4 ビオ レスメトリン B IO R E S M ET H RーN 2 8434-0 1-7 ､ 1045 3-54-0 農薬 ■殺虫剤 1 現 行､ 豪州

457 43 5 ピクロラム P 】C L O R A M 19 18-02- 1 農薬 ■除草剤 1 現 行l 米国､ 豪州 Lカナダ
458 43 6 ビコザマイシン B IC O Z A M Y C IN 38 129-3 7-2 動物 薬/飼料 添加物 ●抗生物 質 1 薬 事L飼 料安全

46 1 43 9 ビテルタノ■ル B IT E RT A N O L 55 179-3 1-2 . 70 585-3 6-3 農薬 ■殺菌剤 1 現 行. C odex .豪州L E U



告 示 二次 秦 -晶 E]名 英 名 C A S番号 主な用途 農薬 勤 鞄薬 基準 国
466 44 3 ビフエナゼ- ト B FE N A Z A T E 1498 77-4 1- 8 農薬 ■ダニ駆 除剤 1 現行 C o dex 壷州
467 44 4 ビフエントリン 8ーFE N T H R IN 8265 7-04- 3 農薬 I殺虫剤 ■ダニ駆 除剤 1 現行 登 録 C odex 米国 豪州 E U
469 44 6 ピベ ロ二ルブトキシド P IP E R Q N Y L B U T O X ID E 5 1-0 3-6 農薬/動物薬 ■殺虫剤 相 1 1■添加 物､ C O D E x､ 米国､ 豪州､カナダ､ N Z

472 449 ピメトロジン P Y M E T R O Z N E 1233 12-89- 0 岩JB SS r 主 1 現行 登録 米匪 壷 州
474 45 1 ビラウロホス P Y R A C LO FO S 7745 8- 01-6 農薬 ■殺 虫剤 1 現行 登録 豪 州
478 455 ピラフルフエンエチル P Y R A FLU FE N ET H Y L 129630- 19- 9 農薬 ■除草剤 1 現行 登録 米 国
479 456 ピランテル P Y R A NT EL ､ P Y RA N T E L 156 86⊥83- 6. 動物薬 ■寄生 虫駆除剤 1 薬事 米 国 カナダ
48 1 458 ピリダペン P Y R D A B E N 9 6489ー7卜3 農 薬 ●殺 虫剤 ■ダニ駆除剤 1 現 行 米 BE- カナダ
483 460 ピリデート P Y R D A T E 5 5512- 33-9 農 薬 ■除草 剤 1 現 行 登録 米 国 豪 州 E U
485 462 ビリプロキシフエン P Y R P R O X Y FE N 9 5737- 68- 1 農 薬 ■殺■虫剤 1 登録 現行 C o dex 米国 豪州
486 463 ピリミ力ルプ P 1R 1M IC A R B 2 3103-9 8-2 ≡ xa *v3 i- 三一 1 現 行 C o dex.豪 州 E U
488 465 ピリミホスメチル P IR IM IP H O S -M E T H Y L 29 232-9 3-7 農 薬 ■殺 虫剤 ●ダニ駆除 1 現 行 C od ex 米 国 豪 州 E U . N Z
489 466 ピリメタニル P Y R IM E T H A N IL 53日2-2 8一0 農 薬 ●殺 菌剤 1 現 行 登録 米国 豪州 ■
49 1 469 ピレトリン P Y R ET H R lN S 800 3-34- 7 農 薬 ■殺 虫剤 ■ダニ駆 除剤 1 ､ ､

現 行 米Ei]
496 473 フアモキサ ドン FA M O X A D O N E 13 1807- 57-3 m m m 三■ 1 現 行 登 録 C o dex 米国 カナダ E U
497 474 フイプロニル F P R O N IL 120 068- 37-3 農薬 ■殺 虫剤 1 現 行 C odex 米 国 豪 州
4 99 476 フエナ リモル FE N A RIM O L 60 68-8 8- 9 1 E 3 E M 主■ 1 現 行 C odex 米 国 E U
50 0 4 77 フエニ トロチオン FE N T R O T H IO N 122- 14- 5 農薬 /動物 薬 ●殺 虫剤 1 1 登 録 現 行 豪州 EU
50 1 4 78 フエノキサプロップエチル FE N O X A P R O P -ET H Y L 6644ト23- 4 農薬 ●除草剤 1 現 行 登 録 米国 壷州 カナダ
50 6 4 83 フエノブ力ルブ FE N O B U C A R B 3766ー8 1- 2 g i g 棚 r′Eサ va -; 三■ 1 1 現 行 薬 事
5 10 4 88 フエンチオン F E N T H O N 55-3 8-9 農薬 ■殺虫剤 1 現 行 C odex 米国 哀 州
5 13 49 1 フエンバ レレ■ト F E N V A LE RA T E 5 163 0-58- 1 農薬′動物薬 ●殺 虫剤 ■ダニ駆除剤 1 1 ∴

現 行 C odex 米国 豪 州 E U
5 14 49 2 フエンピロキシメー ト F E N P Y R O XーM A T E 1340 98-6 1- 6 農薬 ■殺虫剤 ●ダニ駆 除剤 1 現行 C odex 米国
5 15 49 3 フエンブコナゾ■ ル F E N B U C O N A Z O L E 1143 69-43- 6 農薬 ■殺菌剤 1 登録 C odex 米国 豪州 カナダ
5 7 49 5 フエンプロパ トリン F E N P R 0 P A T H R 1N 395 15一4ト8. 6425 7-84- 7 農薬 ●ダニ駆 除剤 1殺 虫剤 ー 現行 登録 C odex 米国
5 19 49 7 フエンヘキサミド F EN H EX A M ID 1268 33- 7- 8 農薬 ■殺 菌剤 1 登録 ､米 国 豪 州 カナダ
520 49 8 フエンメデイファム P H EN M ED ーP H A M 13684- 63-4 s E S il 誌 1 登録 米 国 豪 州
522 50 1 ブタフエナシル B U T A FE N A C IL 13460 5- 64- 4 墓-:* :,芸主 1 登録 米 国 壷 州
528 50 6 ブプロフエジン B U P R O FE Z JN 6932 7ー76一0 農 薬 ●殺 虫剤 ●ダニ駆除 剤 1 登録 C o dex 米国 豪州
531 50 9 プラジクアンテル P R A Z IQ U A N T E L 55268- 74- 1 動 物薬 ■寄生 虫駆除剤 1 薬事 ､豪州 カナダ E U
532 5 10 フラチオ力ルブ FU RA T H IO C A R B 6 5907- 30-4 農 薬 ■殺 虫剤 1 章魚 豪州 E U
533 5 11 フラボフオスフが ノポール F LA V O P H O S P H O LIP O L (別名 11015-3 7-5 動 物薬/飼料添加 物 ●抗 1 飼 料安 全 量州
539 5 17 フル アジナム FL U A Z IN A M 79 622-5 9-6 農 薬 ●殺 菌剤 1 現 行 登録 豪州
540 518 フル アジホップ FL UA Z IFO P 69 335-9 1-7 ヨE a n?* =* = 1 現 行 登録 米国 豪 州 カナダ
546 525 フル ジオキソニル FL U D O X O N IL 3 34ト86- 藁m E tm 主 1 現 行 登録 C od ex 米 国 豪 州 カナダ
54 7 526 フル シトリネ■ ト FL U C Y T H RIN A T E 70 124-7 7-5 農薬 ■殺 虫剤 1 現 行 豪州 カナダ EU
54 8 5 27 フル シラソール FLU SILA Z O L E 855 09- 19-■9 農薬 ■殺 菌剤 1 現 行 C odex カナダ
550 52 9 フルチアセットメチル FLU T H IA C ET - M ET H Y L 117 337- 19-6 農薬 ●除草剤 1 登 鐘 米国
55 1 53 0 フル トラ二ル FLU T O L A N IL 663 32-96- 5 農薬 ■殺菌剤 1 現 行 登 録 C odex 米国 豪州
553 53 2 フルニキシン FLU N X IN 386 77-85- 9 動物 薬 t合成 抗菌剤 1 薬事 米国 カナダ E U
554 53 3 フルバ リネ- ト F LU V A LーN A T E 6940 9-94- 5 農薬/動物薬 ●殺 虫剤 ■ダニ駆 除剤 1 ー現行 豪 州
559 53 7 フルベンダソー ル F LU B E N D A Z O LE 3 143 0- 15- 6 動物薬 ●寄生 虫駆 除剤 1 現行 C odex. EU . N Z
560 53 8 フルミオ キサ ジン F LU M IO X A ZIN 1033 61-09- 7. 14 1490- 農薬 ●除草剤 1 現行 登録 米国 豪 州
562 54 0 フルメキン F LU M E Q UⅠN E 4283 5- 25- 6 薬事 ､動物 薬 ■合 成抗菌剤 1 C o dex. EU
564 54 2 フルメトリン F LU M E T H RIN 69770- 45-2 農薬/動物薬 ■殺虫剤 1 1 登録 C odex 豪州 E U
567 54 5 プレドニゾロン P R E D N IS O LO N E 50-24- 8 動物薬 ■ステロイド系消 炎剤 1 薬事 E U
568 54 6 プロクロラズ P R O C H LO R A Z 6774 7- 09-5 農薬 ■殺 菌剤 1 現行 C o dex 豪州 E U
569 54 7 プロシミドン P R O C Y M ID O N E 32809- 16-8 農薬 ■殺 菌剤 1 現行 登録 C odex 豪州 E LL N Z
576 55 1 プロパ 二ル P R O P A N lL 709-9 8-8 農薬 ●除草剤 ■ 1 登録 米 国 豪 州
5 79 553 プロパルギ ツト P R O P A R G IT E. B P P S 2 3ー2-3 5-8 農薬 ■ダニ駆除剤 1 登録 C o dex. 米臥 豪州 Lカナダ. EU . N Z



告 示

580

二次藁

554

l品 目名

プロピコナゾール

英 名 C A S番号 主 な用途 農 薬 きsM m 基 準国
P R O PーC O N A Z O L E 6 0207- 90- 1 農薬■■殺菌剤 1 現 行. C odex ､米 国■L豪 州､カナダ E U

58 1 555 プロピザ ミド P R O P Y Z A M ID E 2 3950- 58-5 農 薬 ■除草 剤 1 登 録L 米国 ､豪州 ▲カナダ､ EU . N Z
58 2

583

558

559
プロフエノホス

､◆

P R O F E N O FO S 4 1198-0 8-7 農亜 ■殺虫剤 ■ダニ駆 除剤 1 畳 鉄. C odx .米国 ､豪州､ E U

口ヘキサン ン力ルンウム P R O H EX A D IO N E- C A LC ⅠU M 127277- 53-6 ォm j¥: 言説三 三 1 現 行 録 米国 EU
584

587

5 60

56 3

プロペタンホス

プロポキスル (プロポ クスル )
P R O P E TA M P H O S 3 1218-8 3一4 毒M w m m VE j 1 薬 事▲壷 州

P R O P O X U R 1ー4- 26-ー / 1 1 EU
588 56 4 ブロマシル B R O M A C IL 3 4- 40- 9 芸li:!ffl s 董芸 1 登録 L米 国L壷 州
590

594

56 7

57 1

プロメトリン P R O M ET R Y N 728 7- 19- 6 農薬 ■除草剤 1 登録 ､米 国L豪 州

プロモプロピレー ト B R O M O P R O P Y U ､T E ー8 181-80- 1 農薬 lダニ駆除剤 ー 登録 C odex. 豪州 Lカナダ▲EU . N Z
598 574 フ口ルフエニコール FL O R FE N IC O L 732 31-34- 2 動物薬 ■合成 抗菌剤 1 薬事 L米 国▲豪 州L カナダ. E U . N Z
600 576 ヘキサコナゾ■ル H EX A C O N A ZO LE 799 83-7ト4 農薬 l殺菌剤 1 現行 ､登録 l E U

603 579 ヘキンチア､ ツクス H EX Y T H IA Z O X 7858 7一05- 0 農薬 ■殺 虫剤 ● 二 匹陰剤 1 現行 録 米 国
6日 586 ベルメトリン P E R M ET H RIN 5264 5-53- 1､ 547 74 -45-

7▲5 1877-74- 8

農薬′動 物薬 I殺 虫剤 1 1 現行 ､ C o dex､ 米国､ 豪州､ カナダ､ EU

612 587 へンコナゾ- ル

ペンジルアデニン又 はベンジル

l7 ミノブりン
〇 ､◆

P E N C O N A Z O L E 6624 6-88- 6 墓3M K S亘 主 1 現行 . C o dex- E U

6 14 589 B EN Z Y LA D EN IN ECB E N Z Y LA M IN O

P R IN )

6-B EN Z Y L A D E N IN E 12 14-

39-7
農 薬 ●除草 剤 ■成 長調整剤 1 登録 ､豪州

6 15 590 へンンル へこンリン

■

B E N Z Y LP E NIC IL U N 113- 98-4 (potassium salt

)

動 物薬 ■抗 生物質 1 現行､ 米国 ､豪州 ､カナダ､ E U

6 16 59 1 ヘンスリド B E N S U u D E 74 1- 58-2 農 薬 ●除草 剤 1 登録､■米国 ､壷州

6 17 592

595

へンスル フロンメチル B E N S U LF U R 0 NーM ET H Y L 8 3055- 99一6 農 薬 ■除草 剤 1 登 録､ 米国

62 1 へン ル B E N D O C A R B 2 278ト23-3 l**K i& fxa i 1 現 行, C ode x､ 豪州

現 行_ C ode x*米 国L壱 州L カナダ62 2 596 ベンタゾン B E N T A Z O N E 2 505 7- 89-0 農 薬 ●除m sn 1
62 3 597

598

ペンデイメタリン P E N D IM ET H A LIN 4 048 7- 42- 農 薬 ●除草 剤 1 現 行l その 他､ 米国一豪州

624 へンフフ ル B E N F U R A C A R B 8 2560- 54- 1 - 又 1 録 EU
626 60 0 ホキシム P H O X M 14 816- 18-3 農薬 /動物薬 ■殺 虫剤 1 1 現 行 C odex . E U
627 60 1 ホサ ロン P H O S A LO N E 23 10- 17- 0 農薬 ■殺虫剤 ■ダニ駆 除剤 1 登 録 現 行 C odex 米 国 カナダ E U
632 60 5 ホ スメット P H O S M E T 73 2- 1ト6 農薬 ■殺虫剤 ■ダニ駆 除剤 1 登 録. C odex 米 国 豪州 カナダ E U. N Z
633

638

639

60 6

60 9

ホセテル FO S E T Y L 15 845-6 6-6 宗一蝣:ォK *臼 ; 1 現行 l登 録L 米国､J壷州

ホルクロル フエ二ユロン FO R C H LO R FE N U RO N 68 157-60- 8 農薬 ■成長調 整剤 1 登録 ､ 米国

6 10 ホルヘット FO L P ET 133- 07-3 農薬 ■殺菌剤 1 現行 ▲C odex､ 米国 一カナダ N Z
644

646

6 14 マラチオン

◆- 4*I*
M A LA T H 10 N 12 1- 75-5 農薬 ●殺虫剤 ●ダニ駆除剤 1 現行 L米 国L豪 州▲E U . N Z

6ー6 マレイン酸 ヒドフジド M A L E】C H Y D RA Z】D E 123- 33- U ー007 1- 13-3 墓 l=p ii0 f"= 主 ■≒頚三is 1 現行 L E U
6 47 6 17 ミクロブタ二ル M Y C LO B U TA N IL 886 71ー89- 0 薬 ■殺 虫剤 1 現行 C o dex 米国 カナダ EU
64 9 6 19

625

ミル べメクチン M 1LB E M E C T IN M ILB E M EC T IN B 5 1596- 農薬 ●ダニ駆 除剤 ■殺虫剤 ー 登録 ▲N Z

6 57 メソミル 及びチオ ンカルブ M E T H O M Y L ､ T H IO D ーC A R B M ET H O M Y L 16752- 77- 5､

T H IO D IC A R B 59 669-26- 0

農 薬 ■殺 虫剤 ■ダニ駆除 1 登録 ､ C O dex⊥米 国､豪 州 ､カナダ､ E U ､ N Z

66 2 629 メタミドホス M E T H A M D O P H O S 1026 5- 92-6 農 薬 一殺 虫剤 ■ダニ駆除剤 1 現 行 ､ C ode x.壷 州L E U ､ N Z

664 63 1 メタフキンル及びメフエノキサ ム M E T A LA X Y L ､ M E FE N O X A M M ET A LA X Y L 5 7837- 19-

1､ M E F E N O X A M 70630-

17-0

農 薬 ■殺 菌剤 1 登 録 ､ C ode x､米 国､豪 州､カナダ､ E U ､ N Z

666 632

6 33

6 37

6 39

メチダチオン

メチル イソチオシアネ- l＼ ダゾ

M E T HーD A T川0 N 950-3 7- 8 農 薬 ●殺 虫剤 ●ダニ駆 除剤 1 登 録､ C ode x.米 国l豪 州Lカナダ, E U . N Z

667 M ET H Y L IS O T H IO C Y A N A T E. M ET H Y L 農薬 ■線 虫駆 除剤 ■殺 虫剤 ■陰茸 1 ■登 録L 米国 L豪州

67 1 メトキンフエノンド M ET H O X Y F EN O Z ID E 16 1050- 58-4 農薬 ■殺 虫剤 1 登 録. C odex ､米 国L豪 州､ N Z

674 メトスル フロンメチル M ET S U LF U R O N - M ET H Y L 74 223-6 4-6 農薬 ■除草剤 1 現 行▲米国､ 豪州 Lカナダ
675 64 0 メトプレン M ET H O P R E N E 40 596-6 9-8, 4 120 5-06-

5 . 65 733- 16- 6. 65733-

農薬 ●殺 虫剤 I 現 行､ C odex ､米 国､豪州

677 64 2 メトラクロー ル M ET O L A C H LO R 5 1218-4 5ー2 農薬 ■除草剤 1 ■現 行L登 録､ 米国L 壷州 ､カナダ

678

680

64 3 メトリブジン M ET RIB U Z IN 2 10 87-64- 9 蓋 sffl K 薫三 1 現 行⊥米 国､豪 州

64 5 メピコー トク口リド M EP IQ UA T -C H L O R ID E 243 07-2 6- 4 農薬 ■成長調 整剤 1 登 録L 米国L 豪州､ N Z -
686 65 1 モキシデクテン M O X ID E C T IN 113 507-0 6-5 動物 薬■■寄生 虫駆除剤 1 現行 ､ 米国■L豪 州､ E U



告 示 二次 薬 ■品 E}J名 英 名 C A S番号 主 な用途 農薬 三∋¥m s 基準 国

688 65 3 モノクロトホス M O N O C R O T O P H O S 6923 -22ー4 宗 ォB 2 S ? … 1 登録 Lカナダ､ E U
690 654 モランテノレ M O R A N T E L 205 74-50- 9 動物薬 /飼料 添加物 ■寄生 虫駆除 1 飼料 安全 L米 国 壷州 カナダ

693 65 7 うサ ロシド LA SA LO C ID 1 105 4-70- 9 動物薬 /飼料 添加物 ●抗生物 質 1 飼料 安全 ､米国 豪州 カナダ N Z
695 6 60 リ二ユロン LIN U R O N 330- 55-2 悲 [?* = 主 1 登録 現 行 米国 豪州
699 6 64 リン化水素 H Y D R O G E N P H O S P H ID E 7803- 51ー2 農薬 ■殺虫剤 ■殺鼠剤 1 登録 C odex 米国 壷州 E U. N Z
702 6 66 ルフエヌロン LU FE N U R 0 N 1030 55-07- 8 農薬 ●殺虫剤 ■ダニ駆 除剤 1 現行 豪 州

704 66 7 レJくミソール L EV A M IS O LE 1476 9ー73-4 動物薬 ●寄生 虫駆 除剤 1 現行 米 国 豪州 カナダ E U ..N Z
175 329 -1 クロチア二ジン ■ C L O T Hー'A N ID IN (o r C LO T IA NーD IN ) 2 108 80-92- 5 農薬 ●殺虫剤 1 現行 ､豪 州

2 k002 1■トジクロ口-2,2ービス(4■工チ 1 ,1-DICHLORO -2,2-BIS(4- 72-5 6- 0 諾INB ffl 三 1 E U
4 k004 2- 1-ナフチル)アセタミド 2■(トN A P H T H Y U A C ET A M ID E 8 6-86- 2 農薬 ■成 長調 整剤 1 米 国

10 kO 10 4■アミノピリジン 4 -A M lN O P Y R ID IN E 5 04-24- 5 農薬 ■鳥瓶忌 避剤 1 米 国
12 kO12 5■プロピルスルホニル- 1H -ベ

ンズイミダゾ- ルー2-アミン

5-(P R 0 P Y LS U LP H O NY U ■トH -

B E N ZIM ID A ZO L E-

動物薬 ■寄生 虫駆除剤 1 現行 ､ C o dex､ 豪州

18 kO 13 O D E O D B (1,2-d ich lo robenze ne) 9 5｢50- 1 動物薬 ●消毒薬 1 豪州
20 k020 T C M T B T C M T B (2-(thiocyano m ethylthio) 2 1564ー17-0 農 薬 ■殺 菌剤 1 米 国､豪 州
■31 kO3 1一アジムスルフロン A Z】M S U LFU R 0 N 120162- 55-2 農 薬 ■殺 虫剤 1 現行 ､ E U
4 6 kO46 アポパル シン A V O P A R C IN 3 7332- 99-3 動 物薬 -抗生物 質 1 壷州
5 3 kO 53 アラマイト A R A M ∫T E 14 0-57- 8 農 薬 ■ダニ駆 除剤 1 EU
69 kO 69 イソシンコメロン酸 二プ ロピル D P R O P Y L

S O C N C H O M E R O N A T E

13 6-45- 8 動 物薬 ■殺 虫剤 米国

122 k 12 2 オキサベ トリ二ル O X A B ET R IN IL 74 782-2 3-3 岩 m m m z ′ニ■三 1 豪州
146 M 4 6 力ルペタミド C A R B ET A M D E 194 08-4 6-9 ､ 69 80- 18-3 農 薬 ■陰茸 剤 1 豪 州
153 k 15 3 キタサマイシン K T A SA M Y C IN 13 92-2 1- 8 動 物薬 ■抗 生物質 1 豪 州 ■
154 k 15 4 キナルホス Q U N A L P H O S 135 93-0 3-8 農薬 ■殺 虫剤 ■ダニ駆 除剤 1 現 行L E U
17 1 k 171 クロ■ジナホップ酸 C LO D IN A FO P A C ID 1ー44 20- 56-3 農薬 ■除草 剤 1 豪 州
174 k 17 4 クロゾリネ- ト C H L O Z O L NA T E 843 32-8 6- 5 農薬 ■殺菌剤 1 E U
195 k 19 5 ク口ルフエンソン C H L O R FE N S O N 80- 33- 農薬 ●ダニ駆 除剤 1 E U
197 k 19 7 ク口ルブファム C H L O R B U F A M ー96 7- 6- 4 農薬 ●除草剤 1 E U
204 k204 ■ク口口クスロン C H LO R O X U R 0 N 1982- 47-4 農薬 ■除草剤 1 E U
206 k20 6 クロロペンジレート C H LO RO B EN Z LA T E 5 10- 15-6 農薬 ■ダニ駆 除剤 1 現 行l E U
208 k20 8 ケトプロフエン K ET O P R O FE N 2207 1- 15一4 動物 薬 ●非ステロイド性 消炎剤 1 豪 州

20 1 k2 10 ク口ルベンシド C H LO R B EN SID E 103- 17-3 農薬 ■ダニ駆 除剤 1 E U
225 k22 5 ジオキサチオン D O X A T 川0 N 78-3 4-2 m m m 主 1 EU
229 k22 9 シクロエート C Y C LO A T E 1134- 23-2 農薬 ■除草剤 1 米 国
232 k23 2 ジクロトホス D IC R O T O P H O S 14 - 66-2 農薬 ●殺 虫剤 ■ダニ駆 除剤 1 米 国
242 k242 ジク口ルミド D IC H L0 R M 1D 37764- 25-3 墓m m m たs m i 1 米 国 ■

252 k252 シニドンエチル C 1N ID 0 N - ET H Y L 農 14289 1- 20- 1 m m & 莫主 1 EU
255 k255 ジノセブ D IN O S EB 88-85- 7 岩?m ¥& 蓑主 1 EU
2 57 k257 ジノテル ブ D N O T E R B 14 20-0 7ー1 農 薬 I除草剤 1 EU
3 39 k339 ダイアレ■ト D卜A LL ､T E 2303- 16-4 農 薬 ●除草剤 ーEU
35 1 k35 チオメトン T H O M ET O N 6 40- 15- 3 農 薬 ●殺 虫剤 ●ダニ駆除剤 1 現 行 豪州

393 k393 トリネキサパックエチル T RーN EX A P A C -E T H Y L 9 5266-4 0-3 宗 na s S 話 am 三 1 豪州
4 12 k4 12 ナブタラム NA P T A L A M 132-66- 1 農 薬 .除草剤 1 米国､ 壷州

4 13 k4 13 ナフタロホス N A P H T H A LO P H O S 14 9ト4 1-4 ! ｣ ｣ ｣｣ 三 1 豪州
4 18 k4 18 二塩化エチレン E T H Y L EN E D IC H LO RID E 10 7-06- 2 農 薬 ●殺 虫剤 1 豪州､ E U

43 7 k4 37 バ ■バン B A R B A N 10ト27- 9 宗一sa llsU a-主 1 E U
44 9 k44 9 パ ルベンダゾ- ル P A R B E N D A Z O LE 142 55-8 7-9 農 薬 ■殺 虫剤 1 豪 州
46 5 k46 5 ピノキサ デン P IN O X A D E N 243 973- 20-8 農薬 ■除草 射 1 米 国L 豪州
494 k49 4 ピンドン P N D O N E 83- 26- 農薬 ■殺鼠剤 1 N Z
526 k52 6 ブト白キシジム B U T R O X Y D M 138 164- 12-2 農薬 ●除草剤 1 豪 州



告示 二次轟 ■品 目名 英 名 C A S番 号 主な用 途 農薬 動物 薬 基準 国

5 58 k558 フルプロバネ■ ト F LU P R O P A N A T E 756-0 9-2 農薬 ●除草 1 豪州

5 72 k572 プロデイプアコウム B R O D IFA C O U M 56073- 10-0 農 薬 ●殺鼠 斉 1 豪州 ､ N Z

5 73 k573 プロパ キザホップ P R O P A Q U IZ A F O P 11 147 9-05- 1 農 薬 ■除草 斉 1 壷州

5 75 k575 プロパ ジン P R 0 P A Z1N E 139-4 0-2 農 薬1■除草 斉 1 米匿 ､豪州
59 2 k592 プ ロモクロロメタン B R O M O C H L O R O M ET H A N E 124-4 8ー1 農 薬 l焼蒸 斉 1 豪州

59 6 k596 プロモホスエチル B RO M O P H O S -ET H Y L 4 824- 78一6 農 薬 ■殺 虫 1 EU
60 8 k608 ペ ノキススラム P E N O X S U LA M 2197ー4-96- 2 農 薬 ■除草 剤 1 米国
6 10 k610 ペプレ■ ト P E B U LA T E 11 14- 7ト2 農 薬 ■除草 斉A ー 米国l 豪州

6 18 k618 ベンゾ力イン B E N Z O C A IN E 94 -09- 7 動 物薬 ●麻 酔薬 ー壷州
62 8 k628 ボスカリド B O S C A L】D 18842 5- 85｢6 農 薬 ■殺 菌斉 1■ 現 行 l豪州
63 5 k635 ホラムスルフロン FO RA M S U LFU R O N 173 15 9- 57-4 農 薬 ■除草 1 カナダ
640 k640 ホルモチオン FO R M O T H IO N 2 540- 82-1 農 薬 ●殺 虫 1 EU
652 k 652 メカルバム M E C A R B A M 25 95- 54- 2 農 薬 ■殺 虫剤 ●ダニ駆 除剤 ー EU
653 k 653 メコプロップ M E C O P R O P 70 85- 19-0 ､ 93- 65-2 農 薬 ■除草斉 1 豪 州
660 k 660 メタゾ■ル M ET H A Z O LE 20 354- 26- 1 農薬 ■除草斉 1 豪 州
673 k6 73 メトスラム M ET O S U LA M 13 9528- 85- 1 農薬 ●除草斉 1 壷 州
689 k6 89 モノ.J二ユロン M O N O LIN U R 0 N 1746-8 1- 2 農薬 ■除草剤 1 E U
69 1 k69 1 ライド口マイシン LA ID LO M Y C IN La id lo m v cin､ P otassium 動 物薬 ■抗 生物質 1 その他 ､米 国■
70 1 k70 1 リ■ンデン(γ- B H C ) LIN DA N E (g am m a- B H C ) 58- 89-9 r f O ' . m . ー C odex .米国 L豪州 Lカナダ､ E U ､ N Z
703 k70 3 レスメトリン R ES M ET H R N 10 453-8 6-8 農薬 ■殺虫剤 1 E U
707 k70 7 ウルフアリン W A R F A R IN 8ト8ト2 農薬/動物薬 ■殺鼠剤 ■血液凝 固

ォns na i
1 1 N Z

708 k70 8 2 . 6 - ジイソプロピルナフタレン 2.6- 24 157-8 1- 農薬 ■成長調 整剤 1 米 国
709 k70 9 N-(2ーエチルへキシルト8.9.10-トリノルポルンN - (2- ethylhexyl)- 8.9.10- 113- 48-4 農薬 ■共力却 1 米 国
710 k7 10 アミノビラリド A M IN O P Y R A LJD ー50 114ー71-9 農薬 ●除草斉 1
7 1 1 k7 1 スピロメシフエン S P】R O M ES IFE N 1484 76-3 0-6､ 2835 94-90-

1

農薬 ■殺虫斉 1 米 国

7ー2 k7 2 ツラスロマイシン T U U Tゝ H R 0 M Y C 1N 2 17 500-9 6- 4 動物薬 ■抗生物 質 1 米 国▲E U
7 28 k728 ク口ロトルロン C H L O R O T O LU R 0 N 1554 5-48- 9 墓*m m s 主 1
7 29 k729 1,2-ジプロモ●3-クロ口プロパン 一.2- D∫B R O M Oー3■ 96- 2-8 芸 isM K a iJ 主 1
7 30 k730 1.2-ジプロモエタン 1-2｢ D IB RO M O ET H A N E ー06- 93-4 農 薬 .殺 菌斉 1
7 31 k73 1 1,2-ジクロ口プロパン 1.2- D IC H LO R O P RO P A N E 78-8 7-5 農薬 ■殺 菌斉 1
73 2 k732 1,3-ジクロ口プロペン(D - D ) 1▼3 -D IC H LO R O PR OP E NE 542- 75-6 , 100 61-02- 6,

1006 1-01-5

農薬 ■殺 菌剤 1

73 3 k733 フエノプロップ FE N O P R O P 93-72ー1 岩E sn e ss 主 1
734 k734 イソプロツロン S O P R O T U R 0 N 34 123- 59-6 農 薬 ■除草 剤 1
73 5 k735 ペンタクロ口フエノ■ル P E N T A C H L O R O P H E N O L 87-86- 5 農 薬 ■殺 菌斉 1
73 6 k736 テルプチラジン T E R B U T H Y LA Z 1N E 59ー5■4ト3 農 薬 ■除草 斉 1
73 7 k737 力ンタキサンテン C A N T H A X A N T川N 5 14-7 8- 3 飼 料添加 物 ●色素剤 1
738 k 738 D C P D C IP (B is(2- ohloro- 1- 108一60- 1 農 薬 ●殺 虫舟 1
739 k 739 エチオフエン力ルブ ET H】O FE N C A R B 2 9973- 13-5 謙 ミl-M ::近 1
740 k 740 エトリム ホス ET R M FO S 3 8260- 54-7 農 薬 -殺虫剤 ー
74 1 k74 ジエトフエン力ルブ D IE T H O F EN C A R B 8 7130-20 -9 農薬 ■殺菌斉 1
742 k74 2 トルク口ホスメチル T O L C LO FO S - M ET H Y L 5 7018-04 -9 sm t m i 呈 1
743 k74 3 トルフエンビラド T O L FE N P Y RA D 129558- 76-5 m 亡蝣I'*:: 主■ 1
744 k74 4 ピリフエノックス PY R F EN O X 8 8283-4 1-4 農薬 ●殺菌舟 1
745 k74 5 プロチオホス P R O T川O F O S 34 643-46 -4 農薬 ●殺■虫剤 1
746 k746 メプロニル M EP R O N IL 55 814-4ト0 農亜 l殺菌剤 1
74 7 k747 レナシル LE N A C m 2 164-08一一 農薬 ■陰茸剤 1
74 8 k748 エチプロー ル E T川P R O LE 18 1587一0ト9 農薬 【殺虫剤 1
749 k749 オキ サジクロメホン O X A Z C LO M EF O N E 53 197一14-9 農薬 ■除草剤 1

m



告 示 二 次案 ●品 目名 英名 C A S番 号 主な用途 農薬 ー?M & 基準 国

75 0 k750 力ルプロパミド C A R P R O P A M ID (K T U 36 16 ) 10 4030- 54- 8 農薬 ■殺菌剤 1
75 1 k75 1 クミル ロン C U M Y LU R 0 N 9 9485一76-4 農薬 ■除草剤 1
75 2 k752 ジクロメジン D lC LO M EZ IN E 6 2865-3 6-5 墓i tt a e 主 1
75 3 k753 テレフタル酸銅 C O P P E R T E LE P H T H A LA T E 2 8758-ー0●3 岩m m m 呈 1

754 k754 トリクラミド T R IC H LA M ID E 70 193-2 1-4 農薬 ■殺 菌剤 ー
75 5 k755 ■トリシクラゾ■ル T R C Y C LA Z O L E 4 1814- 78-2 農薬 ■殺 菌剤 1
75 6 k756 ピリダリル P Y R】D A LY L 17910ト81-6 農 薬 ■殺 虫剤 1
75 7 k757 フラメトピル FU RA M ET P Y R 12 3572- 88-3 農 薬 ●殺 菌剤 1
75 8 k758 モりネ- ト M O L N A T E 22 12-67 -1 農薬 l陰茸割 1

〓



1. 2　調査の方法

1. 2. 1　評価書の入手および翻訳

JMPR､ JECFAおよび米国､カナダ､ EU､豪州､ニュージーランド(以下､ NZと記載)

について､それぞれのウェブサイトより本調査の対象農薬等のADIおよび/または毒性評

価について記載のある文書を入手した｡

各機関等について文書の検索を行ったウェブサイトのアドレスは下記の通りである｡

JMPR : http ://www.inchein. org/pages/jmpr.html

�"　JECFA : http:〟www.uichem.org/pages/jecfa.html

･米国(農薬) : http://www.epa.gov/pesticides/

: h伏p ://cfpub.epa.gov/oppref/rereg/status.cfm?show=rereg

: http :〟docket.epa.gov/edkpub血dex.jsp

: http ://www. gpoaccess. gov/fr/index.html

･米国(動物薬) : http://www.fda.gov/cvm作Ol/foidocs.htin

: http ://www.fda.gov/cvm,作Ol/ea｣印.htm

･カナダ(農薬) : http:〝www.pmra-arla.gc.ca血glish/pubs/pubs-e.html

･カナダ(動物薬) : h叩‥//www.hc-sc.gc.ca/vetdrugs-medsvet/index_e.html

EU (農薬) :

http : //europa. eu. in t/c omm/fo od/p lant/p rotec tion/evalu ation/exi st_s ub s_rep_en. htm

EU (動物薬) : http:〟www.emea.eu.intAndex/indexvl.htm

･豪州(農薬および動物薬) : http://www.apvma.gov.au/chemrev/chemrev.shtml

NZ (農薬および動物薬) : http://www.nzfsa.govt.nz/acvm/index.htm

昨年度の調査においては､各国の担当部局に対し､評価書の入手可能性について問い合

わせを行った｡問い合わせによりウェブサイトのアドレスを紹介してもらった事例はあっ

たが､新たに評価書を入手することはできなかったため､本年度の調査においては､各国

担当部局-の問い合わせは行わなかった｡
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国際機関および主要5ヶ国について評価書が入手できた物質の数は表2の通りである｡

JMPR

JECFA

米国

豪州

加国

EU

NZ

全体

表2　評価書の入手できた物質数

Rw.

52

218

21

27

raw

O

322

従って､ 414のうちの322､すなわち､全体の78%の物質について評価の情報が得られ

たことになる｡

以上の情報入手状況を表3に示した｡得られた評価書等は評価書集に､各機関および国

ごとに整理して収録した｡

また､得られた評価書等のうち､ ADIおよびその根拠となる毒性情報について記載のあ

るものについて､該当部分を翻訳し､報告書第二分冊に各機関および国毎に整理して収録

した｡

なお､以下の12の物質については､農薬としての評価書は得られなかったが､一般化学

品としての評価書が得られた｡これらの評価書は評価書集(参考)に収録した｡

二次番号 品目名 二次番号 品目名

15 M C PA 4 83 クエノブカルブ

96 エ トプ ロホス K 0 18 O D B

10 8 エン ドリン K 3 39 ダイア レー ト

304 スルプ ロホス K 49 4 ピン ドン

345 テ トラジホン K 73 0 1,2 -ジプ ロモ プ ロパ ン

366 トリアゾホス K 73 1 1,2 -ジクロロプ ロパ ン

ォ



表3　評価書の入手状況

告 示 二 次 案 .品 目 名 英 名 C A S 番 号 農 薬 動 物 薬 J M P R J E C F A 米 国 豪 州 加 国 E U N Z
6 4 2- 4●D 2ー4 - D( 2 , 4- D i ch l o ro p h en o x y ac e ti c

a c id )

9 4 - 7 5 - 7 1 蝣

■ ■ H
l l 8 4■クロル フエノキ シ 酢 酸 4 - C P A (4 - C h lo ro p h e n o x y - a c e tic 1 2 2ー8 8 - 3 1

1 4 l l D D T D D T (d ,d - 5 0 - 2 9 - 3 1 - ■
1 5 1 3 E P T C E P T C S - e th V● 7 5 9 - 9 4 - 4 1

1 6 1 4 M C P A M C P A (4 - c h lo ro - 2 - m e th y lp h e n o xy

a c e t ic a c id )

3 6 5 3 - 4 8 - 3 1

1 7 1 5 M C P B M C P B (4 - c h lo r0 - 2 - m e th v lD h e n o xv 9 4 - 8 1- 5 1

2 2 1 8 ア イオ キ シ 二 ル O X Y N m 1 6 8 9 - 8 3 - 4 1
2 7 2 3 ア ザ ペ ロン A Z A P E R O N E 1 6 4 9 - 1 8ー9 1 ∫ 一一
3 0 2 6 ア シベ ンゾ ラル 一S 一メチ ル A C IB E N Z O L A R - S - M E T H Y L 1 3 5 1 5 8 - 5 4ー2 1
3 2 2 7 ア シユラム A S U LA M 3 3 3 7 - 7 1 - 1 1
3 5 3 0 アセ キ ノシ ル A C E Q ∪IN O C Y L 5 7 9 6 0 - 1 9ー7 1
3 6 3 1 アセ タミブ リド A C E T A M P R ID 1 3 5 4 10 - 2 0 - 7 1
3 8 3 3 アセ フェー ト A C E P H A T E 3 0 5 6 0 - 1 9 - 1 1 ■l ■ ■■
3 9 3 4 アゾキ シス トロビン A Z 0 X Y S T R O B IN 13 1 8 6 0 - 3 3 - 8 1 ■
4 0 3 5 ア トラ ジン A T R A Z N E 9 1 2 - 2 4 - 9 1 ■i 蝣[蝣 -■ 'ii
4 1 3 6 ア ニラ ジン A N IR A Z IN E 1 0 1- 0 5ー3 1
4 4 3 9 ア ビラマ イシン A V lL A M Y C IN 1 10 5 1 - 7 1- 1 ■1

4 5 4 0 ア ブフマ イソン A P R A M Y C IN 3 7 3 2 1一0 9 - 8 1 ■t
4 7 4 1 ア ミトラズ A M IT R A Z 3 3 0 8 9 - 6 1- 1 1 ■; lJi ･ 1
4 9 4 3 ア メトリン A M E T R Y N 8 3 4 - 1 2ー8 1 m ^ H i i

5 0

5 1

5 5

4 4 ア モキ シシ リン

ア ラクロー ル

ア ル ジ 力ル ブ

A M O X IC Y L U N (A m o X ic illin ) 2 6 7 8 7 - 7 8ー0 1

4 5 A L A C H L O R 1 5 9 7 2 - 6 0 - 8 1

4 8 A L D ーC A R B 1 6 - 0 6 - 3 1
5 9 5 4 ア ンピシ リン A M P IC IL L lN 6 9 - 5 3ー4 1
6 0 5 5 ア ンプ ロリウ ム

イソフ工ンホ ス

A M P R O Lル M 1 2 1ー2 5 - 5 1

7 0 6 4 IS O F E N P H O S 2 5 3 1- 7 1 - 1 1 �", ll ■
7 3 6 7 イプ ロジオ ン

イベ ル メクテ ン

IP R O D IO N E 3 6 7 3 4 - 9 - 7 1 Ⅶ ■■

7 6 70 ⅠV E R M E C T IN 70 2 8 8 - 8 6 - 7 1

8 1 7 5 イマザ モ ツクス アンモ ニ ウム 塩 ■IM A Z A M O X - A M M O N IU M 1 14 3 1ト 3 2 - 9 (ア ンモニ ウ

ム 塩 は C A S な し)

1

蝣il

8 2 7 6 イマサ リル M A Z A LJ L 3 5 5 5 4ー4 4 - 0 ､ 7 3 7 9 0 - 2 8 -

0

1 -

8 4 7 8 イミダ クロブ リド IM ID A C L O P R ID 10 5 8 2 7ー7 8【9､ 1 3 8 2 6 1-

4 1- 3

1

蝣il
8 8 8 2 イン ドキサ 力ル ブ IN D O X A C A R B 17 3 5 8 4 - 4 4ー6 ､ 14 4 1 7 卜

6 1- 9

1

8 9 8 3 ウニ コナ ゾ - ル P U N C O N A Z O L E P 8 3 6 5 7 - 1 7 - 4 ､ 8 3 6 5 7 - 2 2 - 1 1

9 2 8 6

8 9

エ チオ ノ

エ テホ ン

E T 川 0 N 5 6 3 - 1 2ー2 1

9 5 E T H E P H O N 1 6 6 7 2- 8 7 - 0 1
9 6 9 0 エ トキ サ ゾ■ ル

エ トキ シキ ン

E T O X A Z O L E 1 5 3 2 3 3 - 9 1- 1 1

9 7 9 1 E T H O X Y Q U lN 9 - 5 3 - 2 1 �"蝣
9 8

9 9

9 2

9 3

エ トキ シス ル フ ロン E T H O X Y S U L F U R 0 N 1 2 6 8 0 1 - 5 8 - 9 1

工 トハ へ - ト

エ トフエンフ ロックス

E T H O P A B A T E 5 9 - 0 6 - 3 1

10 0 9 4 E T O F E N P R O X 8 0 8 4 4 - 0 7 - 1 1



1 0 2 9 6 工 トプ ロホ ス (別 名 エ トプ ロッ

プ )

E T H O P R O P H O S (別 名

E T H O P R O P

1 3 1 9 4 - 4 8一4 1

1 0 3 9 7 エ トリジア ゾ● ル E T R D A Z O L E 2 5 9 3 - 1 5 - 9 1 II
1 0 4 9 8 エ フ リノメクチ ン E P R N O M E C T N 1 2 3 9 9 7- 2 6 - 2 1 蝣" " " T il

一
10 7 1 0 1 エ マメクテ ン安 息 香 酸 E M A M E C T IN B E N Z O A T E 1 5 5 5 6 9- 9 1- 8 1 1 lil ｢■i■

10 8 10 2 エ リス ロマイシ ン E R Y T H R O M Y C IN 1 1 4 - 0 7ー8 1 :"' """ " "ill

1 1 2 ー0 6 エ ンドス ル フアン E N D O S U L F A N 1 5 - 2 9ー7 1 u ■
11 4 10 8 エ ンドリン E N D RーN 7 2 - 2 0 - 8 1

1 1 6 1 10 エ ンロフロキ サ シン E N R O F L O X A C IN 9 3 1 0 6 - 6 0 - 6 1 t ■
11 8 1 1 2 オ キ サ ジ アゾ ン O X A D A Z O N 1 9 6 6 6 - 3 0 - 9 1 ■r1ー

11 9 1 1 3 オ キ サ ジ キ シル 0 X A D X Y L 7 7 7 3 2 - 0 9 - 3 1

1 2 1 1 1 5 オ キ サ ミル 0 X A M Y L 2 3 1 3 5 - 2 2ー0 1 IS
1 2 4 1 1 7 オ キ シク ロザ ニ ド O X Y C L O Z A N D E 2 2 7 7 - 9 2一1 1 : n il

1 2 5 1 1 8 オ キ シテ トラサ イクリン/ クロル テ O X Y T E T R A C Y C L IN E / C H L O R T E T R 7 9 - 5 7 - 2 1 ■■ ■ n
1 3 0 12 3 オ キ ソ二 リツク酸 0 X 0 L IN C A C D 14 6 9 8 - 2 9 - 4 1 1 n ■
13 5 12 8 オ ル トフエ二 ル フエノ■ ル 2-P H E N Y L P H E N O L 9 0ー43 - 7 1 il ■
13 7 13 0 オ ル メトプ リム ■ O R M E T O P R IM 6 9 8 1一18 - 6 1 M
1 3 8 13 1 オ レアン ドマ イシン O LE A N D O M Y C N 3 9 2 2ー90 - 5 1

1 4 0 13 3 カナ マイシ ン KA N A M Y C IN 5 9 - 0 1 - 8 ､ 8 0 6 3 - 0 7- 8 1 rl H
1 4 2 1 3 5 カ ル タツプ ､ ペ ン スル タップ 及 び C A R T A P ､ B E N S ∪LT A P ､ 1 5 2 6 3 - 5 3 - 3 ､ 1 -■
14 3 1 3 6 力ル バ リル C A R B A R Y L 6 3 - 2 5ー2 1 一一 ■t :" 蝣蝣 111

1 4 4 1 3 7 力ル フエン トラゾ ンエチ ル C A R F E N T R A Z O N E - E T H Y L 1 2 8 6 3 9 - 0 2 - 1

■■
14 7 1 4 0 力ル ベ ンダ ジム ､ ベ ノミル 及 び チ

オ フアネ■ トメチ ル

C A R B E N D A Z IM ､ B E N O M Y L ､

T H O P H A N A T E - M E T H Y L

C A R B E N D A Z M 10 6 0 5 - 2 1 -

7､ B E N O M Y L 1 7 8 0 4 - 3 5ー

1 "

1 4 9 1 4 2 力ル ボ ス ル フアン C A R B O S U L F A N 5 5 2 8 5 - 1 4 - 8 1 II
1 5 1 1 4 4 キ ザ ロホ ップ エチ ル Q U Z A L O F O P t E T H Y L 7 6 5 78 - 1 4 - 8 1 I
1 5 7 1 4 8 キ ノメテ オ ナ ■ ト C H N O M E T H IO N A T 2 4 3 9一0 1 - 2 1 "
1 5 8 1 4 9 キ ャブ タン C A P T A N 1 3 3ー0 6 - 2 1 ｢ 1

M
1 5 9 1 5 0 キ ン クロラック 0 ∪ⅠN C L O R A C 8 4 0 8 7 - 0 1- 4 1

~ "'~i il

1 6 3 1 5 6 グ リホ サ ー ト G LY P H O S A T E 1 0 7 1一83ー6 1 i, ■
16 4 1 5 7 ゲ ル ホシ ネ - ト G L U F O S N A T E 5 1 2 7 6 - 4 7 - 2､ 5 3 3 6 9 - 0 7ー6 1 ■i

1 6 5 1 5 8 クレ ソキ シ ム メチル K R E S O X M - M E T H Y L 1 4 3 3 9 0 ー89 - 0 1 ■ u
1 6 6 1 5 9 クレ トジム C LE T H O D IM 9 9 1 2 9 - 2 1 - 2 1

1 6 7 1 6 0 クレン ブテ ロ■ ル C LE N B U T E R O L 3 7 1 4 8 - 2 7ー9 1 ./1
Hl

1 6 8 1 6 1 クロキ サ シ リン C LO X A C IL L IN 6 1- 7 2 - 3 1

1 7 0 1 6 3 クロサ ン テル C LO S A N T E L 5 7 8 0 8 - 6 5 - 8 1

1 7 9 16 9 ク口フエンテ ジン C LO F E N T E Z N E 7 4 1 1 5一24ー5 1 ､iF1

18 5 17 6 クロリダ ゾン (別 名 ビラゾン) C H L O R ID A Z O N (別 名 P Y R A Z O N ) 16 9 8 - 6 0 - 8､ 5 8 8 5 8 - 1 8ー7 1

18 6 17 7 ク口 リム ロンエチ ル C H L O R M U R 0 N ーET H Y L 9 0 9 8 2 - 3 2 - 4 1 ■
18 8 1 7 9 クロル ス ル フ ロン C H L O R S U L F U R O N 6 4 9 0 2ー72 - 3 1 ■
19 2 1 8 3 クロル ビ リホ ス C H L O R P Y R F O S 2 9 2 1ー88 - 2 1 ■ I-
1 9 3 1 8 4 クロル ビ リホ スメチ ル C H L O R P Y R IF O S - M E T H Y L 5 5 9 8 - 1 3一0 1 ■■
19 4 1 8 5 クロル フエナ ピ ル

､ 小､

C H L O R P H E N A P Y R 1 2 2 4 5 3 - 7 3 - 0 1

1 9 6 1 8 6 ロル フエノ ヒノ′､ス C H L O R F E N V IN P H O S 4 7 0ー90 - 6 1 II
1 9 8 1 8 7 ウ口ル フル ア ズ ロン C H L O R F L U A Z U R 0 N 7 4 2 2 - 6 7- 8 1

19 9 18 8 ク口ル プ ロファム C H L O R P R O P H A M 1 0 1ー21 - 3 1 II H
2 0 3 19 1 クロル メコ■ ト C H L O R M E Q ∪A T 7 0 0 3ー89 - 6 1 il
2 0 5 1 9 2 クロロタロ二 ル C H L O R O T H A L O N IL 1 8 9 7ー45 - 6 1 ■-
2 0 9 1 9 4 ゲ ンタマ イシン G E N T A M IC IN 1 4 0 3 - 6 6ー3 1 f
2 1 0 1 9 5 コリス テ ン C O L IS T N 1 0 6 6 - 7 - 7 1

2 1 1 1 9 6 酢 酸 イソ吉 辛 酸 タイ ロシン A C E T Y LJ S O V A L E R Y L T Y L O S IN 3 0 2 7 7 6 - 3 - 7 ? 1

1
5



2 1 4 1 9 8 サ ラフ ロキ サ シ ン S A R A F L O X A C 1N 9 8 10 5 - 9 9 - 8 1

2 1 5 1 9 9 サ リノマ イシ ン S A L IN O M Y C IN 5 3 0 0 3 - 0ー4 1

2 1 6 2 0 1 酸 化 フエンブ タス ズ F E N B ∪T A T IN 0 X lD E 3 3 5 6 - 0 8 - 6 1

2 1 8 2 0 3 シ アゾ フアミド C Y A Z O F A M D 1 2 0 1 1 6 - 8 8 - 3 1

2 1 9 2 0 4 シ アナ ジ ン C Y A N A Z IN E 2 1 7 2 5 - 4 6 - 2 1
2 2 1 2 0 6 ジア フエンチ ウ ロン D ーA F E N T H ルR 0 N 8 0 0 6 0 - 0 9ー9 1

2 2 3 2 0 8 シア ン 化 水 素 H Y D R O G E N C Y A N ID E 7 4ー90 - 8 1

2 2 4 2 0 9 ジ ウ ロン D lU R 0 N 3 3 0 - 5 4ー1 1

2 2 6 2 1 2 ジカン パ D C A M B A 9 8 - 0 0 - 9 1

2 2 7 2 1 3 ジ クラズ リル D tC L A Z U R lL 10 1 8 3 1- 3 7 - 2 1 1,
2 3 0 2 1 5 ジク ロキ サ シ リン D lC L 0 X A C IL L IN 3 1 1 6 - 7 6- 5 1

2 3 1 2 1 6 シク ロキ シジム C YC L O X Y D M 10 1 2 0 5 - 0 2 - 1
2 3 5 2 2 0 ジク ロフル ア二 ド D IC H L 0 F L U A N ID 10 8 5 - 9 8 - 9 1

2 3 7 2 2 2 ジク ロベ 二 ル D C H L O B E N IL 1 1 9 4 - 6 5 - 6 1

2 4 0 2 2 5 ジク ロル プ ロップ D IC H L O R P R O P 12 0 - 3 6 - 5 ､ 7 5 4 7 - 6 6 - 2 1

2 4 1 2 2 6 ンクロル ボ ス及 びナ レド D IC H L O R V 0 S ､ N A L E D 6 2一73 - 7 ､ 1 1
2 4 4 2 2 8 ジクワ ット D lQ ∪A T d ib ro m a te 8 5 - 0 0 - 7 1
2 4 5 2 2 9 ジコホ■ ル D C O F O L 1 15 - 3 2 - 2 1

2 4 7 2 3 1 ジス ル ホ トン D lS U L F O T O N 2 9 8 - 0 4 - 4 1
2 4 8 2 3 2 ジチア ノン D lT 川A N O N 3 3 4 7- 2 2 - 6 1

2 4 9 2 3 3 ジチオ 力ル ′くメ. ト D rT 川O C A R B A M A T E S 4 3 8 4ー82 - 1 1
2 5 1 2 3 5 ジ 二 トル ミド D ⅠM T O L M ーD E 1 4 8 - 0 1 - 6 1

2 5 3 2 3 6 ン ノカップ D ーN O C A P 3 9 3 0 0 - 4 5 - 3 1

2 5 6 2 3 8 ジ ノテフラン D JN 0 T E F U R A N 6 5 2 5 2 - 7 0ー0 1

2 5 8 2 4 0 ン ハ ロトリン C Y H A L O T H R N 6 8 0 8 5- 8 5一8 1 1
2 5 9 2 4 1 ジ ヒドロス トレプ トマ イシン/ ス ト

レプ ト マ イシ ン (和 として)

D IH Y D R O S T R E P T O M Y C IN / S T R E P

T O M Y C IN (a s to ta l

5 7 - 9 2ー1 1

2 6 1 2 4 3 ジ フェニ ル B P H E N Y L 9 2 - 5 2ー4 1 1ー
2 6 3 2 4 5 ジ フエノコナ ゾー ル D IF E N O C O N A Z O L E 1 1 9 4 4 6 - 6 8 - 3 1

2 6 4 2 4 6 ジフエン ゾコー ト D FE N Z O O U A T 4 9 8 6 6 - 8 7ー7 1

2 6 7 2 4 9 ンフル トリン C Y F L U T H R IN ､ 6 8 3 5 9 - 3 7ー5 1 1
2 6 9 2 5 1 ジフル フエ二 力ン D lF L U F E N IC A N 8 3 6 4 - 3 3 - 4 1

2 7 1 2 5 3 ンフル へ ン ズ ロン D lF L U B E N Z U R 0 N 3 5 3 6 7 - 3 8 - 5 1 1
2 7 2 2 5 4 ジフロキ サ シン D IF L O X A C IN 9 8 10 6ー17 - 3 1
2 7 3 2 5 5 シフ ロコナ ゾー ル C Y P R O C O N A Z O L E 9 4 3 6 1 - 0 6 - 5 1

2 7 4 2 5 6 シプ ロジニ ル C Y P R 0 D IN 1L 1 2 1 5 5 2 - 6 1 - 2 1

2 7 5 2 5 7 ンヘ ル メトリン C Y P E R M E T H R IN 5 2 3 1 5一0 7 - 8､ 6 6 8 4 1 - 2 4 - 5 1 1 ,A- ｢ ◆ lJ
2 8 2 2 6 4 ジ メチ ピン D IM E T 川P lN 5 5 2 9 0ー64 - 7 1

2 8 3 2 6 5 ジ メチ リモ一 ル

､◆ 一 ､ 〇

D M E T 川R IM O L 5 2 2 - 5 3 - 4 1

2 8 4 2 6 6 ン メ丁ナ ミド D IM E T H E N A M ID 8 7 6 7 4 - 6 8ー8 1 ､
2 8 5 2 6 7 ジ メトエ ー ト D JM E T H O A T E 6 0 - 5 1 - 5 1

2 8 6 2 6 8 ジ メトモ ル フ D M E T H O M O R P H 1 1 0 4 8 8 - 7 0 - 5 1
2 8 8 2 7 0 シ モキ サ 二 ル C Y M O X A N IL 5 7 9 6 6- 9 5 - 7 1

2 8 9 2 7 1 臭 素 (臭 化 メチ ル ) B R O M ID E (M E T H Y L B R O M ID E ) B R O M ID E 7 7 2 6 - 9 5 - 6 ､

M E T H Y L B R O M ID E 7 4 - 8 3一

1

2 9 2 2 7 5 シ ロマジ ン C Y R O M A Z N E 6 6 2 15 - 2 7 - 8 1 1

2 9 3 2 7 6 ス ピノサ ド S P IN O S A D 1 3 1 9 2 9 - 6 0 - 7 ､ 1 3 19 2 9 - 1
2 9 4 2 7 7 ス ビラマ イシ ン S P R A M Y C IN 80 2 5 - 8 ー8 1

2 9 6 2 7 9 ス ピロンク ロフエン S P R O D IC L O F E N 14 8 4 7 7ー7 ト 8 1

2 9 7 2 8 0 スペ クチ ノマイシン S P E C T IN O M Y C IN 1 6 9 5 - 7 7 - 8 1 [ ■ l■ ' "蝣* 1J､
2 9 9 2 8 2 スル フアキ ノキ サ リン S U L F A Q ∪lN 0 X A L IN E 5 9- 4 0 - 5 1 ^ ^ 蝣 1

1
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3 0 1 2 8 4 スル プアクロル ビリダ ジ ン S U L F A C H L 0 R P Y R 1D A Z IN E 8 0▼32 - 0 1

3 0 2 2 8 5 ス ル フアジア ジン S U L F A D IA Z IN E 6 8 - 3 5- 9 1

3 0 3 2 8 6 ス ル フアジ ミジ ン S U L F A D IM 1D IN E (別 名 57 - 6 8- 1 1
3 0 4 2 8 7 ス ル フアジ メトキ シン S U L F A D JM E T H O X IN E 1 2 2ー11- 2 1
3 0 6 2 8 9 ス ル フアチ アゾ- ル S U L F A T H IA Z O L E 72 - 4 - 0 1

3 0 7 2 9 0 ス ル ファドキ シ ン S U L F A D O X IN E 2 4 4 7 - 5 7 - 6 1
3 1 4 2 9 7 ス ル フアメトキ サ ゾ■ ル S U L F A M E T H O X A Z O L E 7 2 3 - 4 6 - 6 1
3 2 1 3 0 4 ス ル プ ロホ ス S U L P R O F O S 3 5 4 0 0ー4 3 - 2

3 2 4 3 0 7 セ トキ シジ ム S ET H O X Y D IM 7 4 0 5 1ー80 - 2

3 2 6 3 0 9 セフアゾリン C E F A Z O LJ N 2 5 9 5 3ー19 - 9 1
3 2 7 3 10 セフアピリン C E F A P R N 2 15 9 3 - 2 3一7 1

3 2 9 3 12 セプア口ニ ウム C E F A L O N IU M 5 5 7 5 - 2 - 3 1 /
3 3 1 3 14 セフキ ノム C E F Q U N O M E 8 4 9 5 7 - 3 0 - 2 1
3 3 2 3 1 5 セフチオ フル C E F T O F ∪R 8 0 3 7 0 - 5 7- 6 1 /
3 3 3 3 1 6 セプ ロキ シ ム C E F U R 0 ×ⅠM E 5 5 2 6 8 - 7 5ー2 1
3 3 4 3 1 7 ゼ ラノ■ ル Z E R A N O L 2 6 5 3 8 - 4 4 - 3 1 ､
3 3 5 3 18 セ ンデ ユラマ イシ ン S E M D U R A M IC IN 1 1 3 3 7 8 - 3 1- 7 1

3 3 7 3 2 0 タ■ バ シ ル T E R B A C IL 5 9 0 2ー5ト 2 1
3 3 8 3 2 1 ダ イアジ ノン D A ZーN 0 N 3 3 3 - 4 1 - 5 1 1
3 4 0 3 2 2 タイロシン T Y L O S N 14 0 1- 6 9 - 0 1 lー ノ
34 1 3 2 3 ダ ノフロキ サ シ ン D A N O F L O X A C IN 1 1 2 3 9 8 - 0 8 - 0 1 lL ノー
34 2

3 4 5

3 2 4 チ アクロプ リド

〇､ ●

T H ーA C L O P R ID 1 1 9 8 8一49ー9 1

3 2 7 チア ヘ ノ ､ - ル T H IA B E N D A Z O L E 14 8 - 7 9 - 8 1 1

3 4 6 3 2 8 チア ム リン TIA M U L lN 5 5 2 9 7 - 9 5 - 5 1 1
3 4 7 3 2 9 チア メトキサ ム T H IA M E T H O X A M 15 3 7 1 9 - 2 3 - 4 1 i "" 'in

3 4 8 3 3 0 チア ンフエ二 コ■ ル T H IA M P H E N IC O L 1 5 3 1 8 - 4 5- 3 1 L 蝣 il ■ ■■

3 50 3 3 2 チオ ベ ン力ル ブ T H O B E N C A R B 2 8 2 4 9 - 7 7- 6 1
3 5 4 3 3 5 チ フェン スル フ ロンメチ ル T 川 FE N S U L F U R O N - M E T H Y L 7 9 2 7 7 - 2 7ー3 1
3 5 5 3 3 6 テ ル ミコシン T LM C O S IN 1 0 8 0 5 0 - 5 4 ー0 1 ′r
3 5 6 3 3 7 デ ィル ドリン及 び ア ル ドリン D ⅠE L D R ーN､ A L D R IN D ⅠE L D R IN 6 0 - 5 7ー1､ 1
3 5 7 3 3 8 デ キ サ メタゾ ン D EX A M E T H A S O N E 5 0一02 - 2 1
3 5 9 3 4 0 デ コキ ネ ー ト D EC O Q U IN A T E 1 8 5 0 7- 8 9 - 6 1
3 6 2 3 4 3 テ トラク ロル ビンホ ス T E T R A C H L O R V IN P H O S 2 2 2 4 8ー79 - 9 ､ 9 6 1- 1 1一5 1
3 6 3 3 4 4 テ トラコナ ゾ- ル T E T R A C O N A Z O L E 1 1 2 2 8 1 - 7 7ー3 1

3 6 4

3 6 5

3 4 5

3 4 6

テ トラジ ホン

テ ブコナ ゾ■ ル

T E T R A D IF O N 1 1 6 - 2 9 - 0 1

T E B U C O N A Z O L E 10 7 5 3 4 - 9 6 - 3 1
3 6 7 3 4 8 テ ブフエノジ ド T E B U F E N O Z ID E 1 1 2 4 10 - 2 3ー8 1 ■
36 9 3 5 0 テ プラロキ シ ジム T E P R A L O X Y D IM 14 9 9 7 9 - 4 1 - 9 1
3 7 0 3 5 1 テフル トリン T E F L U T H R IN 7 9 5 3 8 - 3 2ー2 1

3 7 1

3 74

3 5 2

3 5 5

丁フル へ ン ズ ロン

デ ル タメトリン 及 び トラ ロメトリン

T E F L U B E N Z U R 0 N 8 3 1 2 1 - 1 8 - 0 1 1

D E L T A M E T H R IN ､ T R A L O M E T H R IN 5 2 9 1 8 - 6 3- 5､ 5 2 8 2 0 - 0 0 - 5 1 1

3 7 7 3 5 8 テ ル ブ ホ ス T E R B U F 0 S 13 0 7 1 - 7 9ー9 1
3 7 8 3 5 9 ドキ シサ イクリン D O X Y C Y C L IN E 5 6 4ー25 - 0 1
3 8 0 3 6 1 ドラ メクテ ン D O R A M E C T IN 1 7 7 0 4 - 2 5一3 1
3 8 2 3 6 3 トリア ジ メノー ル T R A D IM E N O L 5 5 2 1 9ー65 - 3 1

3 8 3 3 6 4 トリア ジ メホン T R A D IM E F O N 4 3 1 2 1 - 4 3ー3 1
3 8 5

3 8 7

3 8 9

3 6 6

3 6 8

3 7 0

トリア ゾホ ス

リクラベ ンダ ゾ● ル

T R A Z O P H O S 2 4 0 1 7 - 4 7ー8 1

ト T R IC L A B E N D A Z O L E 6 8 7 8 6 ー66 - 3 1

■ ロル ′､ノ T R C H L O R F O N 5 2 - 6 8 - 6 1 1
3 9 6 3 7 7 トリプル ミゾ■ ル T R IF L U M IZ O L E 6 8 6 9 4 - 1 卜 1､ 9 9 3 8 7 - 8 9 - 0 1 ip'

3 9 8 3 7 9 トリフル ラリン T R IF L U R A L IN 1 5 8 2 - 0 9 - 8 1
3 9 9 3 8 0 トリフ口キ シ ストロビン T R IF L O X Y S T R O B IN 14 15 1 7 - 2 1ー7 1

ー
｣



4 0 2 3 8 3 トリベ ヌ ロン メチル T R IB E N U R O N - M E†H Y L 0 2 0 0 - 4 8 - 0 1 'J1

4 0 4 3 8 5 トリホ リン T R F O R N E 2 6 6 4 4 - 4 6 - 2 ､ 3 7 2 7 3ー84 - 0 1

4 0 5 3 8 7 トリメトプリム T R M E T H O P R IM 7 3 8ー70 - 5 1

2 1 2 3 9 2 酢 酸 トレンボ ロン T R E N B O L O N E a c e ta te 1 0 16 1 - 3 4ー9 1

4 0 9 3 9 3 ナ イカル バ ジン N C A R B A Z 1N 3 3 0 - 9 5一0 1

4 1 1 3 9 5 ナ フシ リン N A F C L L lN 1 4 7 - 5 2 - 4 1
㌔

4 2 1 4 0 2 二 臭 化 エ チ レン E T H Y L E N E D IB R O M ID E (E D B ) (別 10 6 - 9 3一4 1

4 2 5 4 0 6 ニ トロキ シニ ー ル N IT R O X Y N IL (N 汀R O X IN IL ) 1 6 8 9 - 8 9ー0 1

4 2 8 4 0 9 ネ オ マ イシ ン N EO M Y C IN 1 4 0 4一0 4 - 2 1

4 3 1 4 1 2 ノバ ル ロン N 0 V A L U R 0 N 1 1 6 7 14 - 4 6 - 6 1

4 3 2 4 1 3 ノボ ビオ シ ン N 0 ∨O B IO C IN 3 0 3 - 8 1- 1 1 ｢ jj - ifll ■Pうー

4 3 5 4 1 6 ノル フ ロキ サ シン N O R F L O X A C IN 7 0 4 5 8 - 9 6ー7 1

4 3 6 4 1 7 バ ー ジニア マ イシン ∨ R G N ーA M Y C IN 1 1 0 0 6 - 7 6 - 1 1

4 4 0 4 2 0 バ クロブ トラゾ■ ル P A C L 0 B U T R A Z O L 7 6 7 3 8ー62 - 0 1

4 4 2 4 2 2 バ ミドチオ ン ∨A M ID O T H IO N 2 2 7 5 - 2 3- 2 1

4 4 3 4 2 3 パ ラコー ト P A R A Q U A T 1 9 1 0 - 4 2ー5 1

4 4 4 4 2 4 パ ラチ オ ン P A R A T H O N 5 6ー38 - 2 1

4 4 5 4 2 5 パ ラチ オ ンメチ ル P A R A T 川O N - M E T H Y L 2 9 8 - 0 0 - 0 ■■1 1;■ " "ill

4 4 7 4 2 6 バ ル ネム リン ∨A LN E M U L lN 0 3 1 2 - 9 2 - 9 1

4 5 2 4 3 0 ハ ロス ル フ ロン メチ ル H A L O S U L F U R O N M E T H Y L 1 0 0 78 4 - 2 0 - 1

4 5 3 4 3 1 ハ 口フジ ノン H A L O F U G N O N E 5 5 8 3 7 - 2 0 - 2 1 ■/

4 5 6 4 34 ビオ レス メトリン B O R E S M E T H R IN 2 8 4 3 4ー0 1 - 7 ､ 1 0 4 5 3- 5 4 - 0 1

4 5 7 4 3 5 ピクロラム P IC L O R A M 1 9 1 8 - 0 2 - 1 1

4 5 8 4 3 6 ビコザ マ イシン B IC O Z A M Y C IN 3 8 1 2 9 - 3 7一2 1

4 6 1 4 3 9 ビテル タノ● ル B IT E R T A N O L 5 5 1 7 9 - 3 1ー2､ 7 0 5 8 5ー36 - 3 1

4 6 6 4 4 3 ビフエナ ゼ ● ト B IF E N A Z A T E 1 4 9 8 7 7 - 4 1 - 8 1

4 6 7 4 4 4 ビフエン トリン B ーF E N T H R IN 8 2 6 5 7 - 0 4 - 3 1 " ''I: !

4 6 9 4 4 6 ピベ ロニ ル ブ トキ シ ド P IP E R O N Y L B U T 0 X ーD E 5 1- 0 3 - 6 1 1

4 7 2 4 4 9 ピメトロジン P Y M E T R O Z N E 2 3 3 2 - 8 9 - 0 1 t.

4 7 4 4 5 1 ビラクロホ ス P Y R A C L O F O S 7 7 4 5 8ー0 1- 6 1

4 7 8 4 5 5 ピラフル フエンエチ ル P Y R A F L U F E N E T H Y L 1 2 9 6 3 0 - 9ー9 1

4 7 9 4 5 6 ピランテ ル P Y R A N T E L ､

P Y R A N T E L T A R T R A T E

P Y R A N T E L 15 6 8 6ー83 - 6 ､

P Y R A N T E L T A R T R A T E

3 3 4 0 1 - 9 4 - 4

1

4 8 1 4 5 8 ピリダ ベン PY R ID A B E N 9 6 4 8 9 - 7 ー3 1

4 8 3 4 6 0 ピリデ ー ト P Y R D A T E 5 5 5 1 2 - 3 3 - 9 1

4 8 5 4 6 2 ピリプ ロキ シフエン P Y R P R O X Y F E N 9 5 7 3 7 - 6 8 - 1 1

4 8 6 4 6 3 ピ リミ力ル ブ P IR IM IC A R B 2 3 0 3一98 - 2 1

4 8 8 4 6 5 ピ リミホ ス メチ ル P IR IM P H O S ーM E T H Y L 2 9 2 3 2ー93一7 1 - " " 1 :1

4 8 9 4 6 6 ピ リメタ二 ル P Y R M E T H A N IL 5 3 1 12ー28 - 0 1

4 9 1 4 6 9 ピ レトリン P Y R E T H R IN S 8 0 0 3 - 3 4 - 7 1

4 9 6 4 7 3 フアモ キ サ ドン F A M O X A D O N E 1 3 1 8 0 7ー57 - 3 1

4 9 7 4 7 4 フイプ ロ二 ル FIP R O N L 1 2 0 0 6 8 - 3 7 - 3 1 蝣"蝣"il

4 9 9 4 7 6 フエナ リモ ル F EN A R IM O L 6 0 6 8 - 8 8ー9 1

5 0 0 4 7 7 フエニ トロチ オ ン F EN IT R O T 川0 N 1 2 2 - 14 - 5 1 1

5 0 1 4 7 8 フエノキ サ プ ロップ エチ ル F EN O X A P R O P - E T H Y L 6 6 4 4 1- 2 3 - 4 1

5 0 6 4 8 3 フエノブ力ル ブ F EN O B U C A R B 3 7 6 6 - 8 1ー2 1 1

5 10 4 8 8 フエンチ オ ン F EN T H IO N 5 5 - 3 8 - 9 1 '蝣蝣蝣 <)

5 1 3 4 9 1 フエン バ レレー ト F EN V A L E R A T E 5 6 3 0 - 5 8 - 1 1 1
5 14 4 9 2 フエンピ ロキ シメ■ ト F EN P Y R O X IM A T E 1 3 4 0 9 8 - 6 1 - 6 1

5 1 5 4 9 3 フエンブコナ ゾ● ル F EN B U C O N A Z O L E 1 1 4 3 6 9ー43一6 1 ■■｢ 訂

5 1 7 4 9 5 フエンプ ロパ トリン F EN P R O P A T H R IN 3 9 5 1 5 - 4 1 - 8 ､ 6 4 2 5 7 - 8 4 - 7 1

1
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5 1 9 4 9 7 フエンベ キ サ ミド F EN H E X A M D 1 2 6 8 3 3 - 1 7 - 8 1

5 2 0 4 9 8 フエンメデ イファム P H E N M E D P H A M 1 3 6 8 4ー63 - 4 1 ｢ l l

5 2 2 5 0 1 ブ タフエナ シル B U T A F E N A C IL 1 3 4 6 0 5 - 6 4 - 4 1 ｢ l :i

5 2 8 5 0 6 ブプ ロフエジ ン B U P R O F E Z IN 6 9 3 2 7⊥76 - 0 1

5 3 1 5 0 9 プラジ クア ンテ ル P R A Z IQ U A N T E L 5 5 2 6 8 - 7 4 - 1 1

5 3 2 5 1 0 フラチ オ 力ル ブ FU R A T H IO C A R B 6 5 90 7 - 3 0ー4 1

5 3 3 5 1 1 フラボ フオスフ* リボ l ル FL A V O P H O S P H O L IP O L (別 名 1 10 1 5ー3 7ー5 1

5 3 9 5 1 7 フル ア ジナ ム FL U A Z N A M 7 9 6 2 2ー5 9 - 6 1

5 4 0 5 1 8 フル ア ジホ ップ FL U A Z F O P 6 9 3 3 5ー9 1 - 7 1

5 4 6 5 2 5 フル ジオ キ ソニ ル FL U D IO X O N IL 1 3 1 3 4 ー86ー1 1 ｢ ､

5 4 7 5 2 6 フル シ トリネ ■ ト FL U C Y T H R IN A T E 7 0 2 4 - 7 7 - 5 1

5 4 8 5 2 7 フル シラゾ 一 ル FL U S L A Z O L E 8 5 5 0 9 - 9ー9 1

5 50 5 2 9 フル チ アセ ットメチ ル FL U T H A C E T - M E T H Y L 1 17 3 3 7 - 1 9 - 6 1

5 5 1 5 30 フル トラ二 ル FL U T 0 L A N ル 66 3 3 2ー96 - 5 1

5 5 3 5 3 2 フル 二 キ シン FL U N IX IN 3 8 6 7 7ー85ー9 1 ｢ i;

5 5 4 5 3 3 フル バ リネ- ト FL U V A L IN A T E 6 9 4 0 9ー94 - 5 1 1 ! "' :]J

5 5 9 5 3 7 フ ル ベ ンダ ゾ● ル FLU B E N D A Z O L E 3 1 4 3 0 - 1 5 - 6 1

5 6 0 5 3 8 フル ミオ キ サ ジ ン F L∪M O X A Z IN 1 0 3 3 6 1 - 0 9ー7 ､ 1 4 14 9 0 ｣

5 0 - 8

1

5 6 2 5 4 0 フル メキ ン F LU M E Q U lN E 4 2 8 3 5一25ー6 1

5 6 4 5 4 2 フル メトリン F LU M E T H R N 6 9 7 7 0 - 4 5ー2 1 1 TJJ

5 6 7 5 4 5 プ レドニゾ ロン P R E D N S O L O N E 5 0 - 2 4 - 8 1

5 6 8 5 4 6 プ ロク口ラズ P R O C H L O R A Z 6 7 7 4 7- 0 9 - 5 1 ■
5 6 9 5 4 7 プ ロシミドン P R O C Y M D O N E 3 2 8 0 9 - 1 6 - 8 1

5 7 6 5 5 1 プ ロパ ニ ル P R O P A N IL 70 9 - 9 8ー8 1 ｢ il

5 7 9 5 5 3 プロパ ル ギ ツト P R O P A R G IT E ､ B P P S 2 3 1 2 - 3 5 - 8 1

5 8 0 5 5 4 プ ロピコナ ゾー ル P R O P IC O N A Z O L E 6 0 2 0 7 - 9 0】1 1 ｢ R

5 8 1 5 5 5 プ ロピザ ミド P R O P Y Z A M ID E 2 3 9 5 0 - 5 8 - 5 1 千

5 8 2 5 5 8 プ ロフエノホ ス P R O F E N O F O S 4 1 1 9 8ー0 8 - 7 1 P i-

5 8 3 5 5 9 プ ロヘ キ サ ジオ ンカ ル シ ウム 塩 P R O H E X A D IO N E - C A L C IU M 12 7 2 7 7- 5 3 - 6 1 う■
5 8 4 5 6 0 プ ロペ タンホ ス P R O P E T A M P H O S 3 1 2 1 8 - 8 3 - 4 1 ■-
5 8 7 5 6 3 プ ロポ キ スル (プ ロポ クス ル ) P R O P O X U R 1 14 - 2 6 - 1 1 ■■■■■■■■■Ⅳ-

5 8 8 5 6 4 ブ ロマシ ル B R O M A C IL 3 4 - 4 0 - 9 1

5 9 0 5 6 7 プ ロメトリン P R O M E T R Y N 7 2 8 7 - 19ー6 1 - -
5 9 4 5 7 1 プ ロモプ ロピ レー ト B R O M O P R O P Y LA T E 18 1 8 1ー80 - 1 ｢ :" ~H

5 9 8 5 7 4 フロル フエ二 コー ル FL O R F E N IC O L 7 3 2 3 1 - 3 4ー2 1

6 0 0 5 7 6 ヘ キ サ コナ ゾ【 ル H EX A C O N A Z O L E 7 9 9 8 3 - 7 1ー4 1

6 0 3 5 7 9 ヘ キ シテ ア ゾツクス H EX Y T H A Z O X 7 8 5 8 7 - 0 5- 0 1 ■■■■■■■- "
6 1 1 5 8 6 ベ ル メトリン P ER M E T H R IN 5 2 6 4 5 - 5 3- 1 ､ 5 4 7 7 4ー45 -

7. 5 1 R 7 7一74 - fi

1 1

6 12 5 8 7 ペ ンコナ ゾ ー ル P EN C O N A Z O L E 6 6 2 4 6ー 8- 6 1

6 14 5 8 9 ベ ン ジル ア デ ニ ン又 は ベ ンジル

7 …ノ ブ りン

B EN Z Y LA D E N IN E B E N Z Y L A M IN O P

R IN

6 - B E N Z Y L A D E N IN E 1 2 14 -

3 9ー7

1

6 1 5 5 9 0 ベ ン ジル ペニ シ リン B EN Z Y L P E N IC IL L IN 1 1 3一98 - 4 (o o ta s s iu m sa lt 1

6 16 5 9 1 ペ ンス リド B EN S U L ID E 7 4 - 5 8ー2 ■ 1

6 17 5 9 2 ペ ンスル フ ロンメチ ル B EN S U L F U R 0 N ーM E T H Y L 8 3 0 5 5- 9 9 - 6 1
6 2 1 5 9 5 ベ ン ダイオ 力ル ブ B EN D IO C A R B 2 2 7 8 1- 2 3 - 3 1

6 2 2 5 9 6 ベ ン タゾン B EN T A Z O N E 2 5 0 5 7- 8 9ー0 1
6 2 3 5 9 7 ペ ン デイメ9 リン P E N D M E T H A L IN 4 0 4 8 7ー42ー1 1

6 2 4 5 9 8 ベ ンフラ力ル ブ

ホ キ シム

B E N F U R A C A R B 8 2 5 6 0ー54ー1 1

6 2 6 6 0 0 P H O X M 14 8 16 - 1 8 - 3 1 .1
6 2 7 60 1 ホ サ ロン P H O S A L O N E 2 3 1 0 - 1 7ー0 1

1
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6 3 2 6 0 5 ホス メット P H O S M E T 7 3 2 - l l - 6 1 r 'ii

6 3 3 6 0 6 ホ セ テ ル FO S E T Y L 1 5 8 4 5 - 6 6 - 6 1

6 3 8 6 0 9 ホ ル ク口ル フエニ ユロン FO R C H L O R F E N U R 0 N 6 8 15 7 - 6 0 - 8 1

6 3 9 6 1 0 ホ ル ペット FO L P E T 1 3 3 - 0 7ー3 1

6 4 4 6 14 マ ラチオ ン M A L A T 川0 N 1 2 1- 7 5ー5 1 V

6 4 6 6 1 6 マレイン酸 ヒドラジ ド M A L E C H Y D R A Z 1D E 1 2 3 - 3 3 - 1 ､ 10 0 7 1- 1 3 - 3 1 r " il:

6 4 7 6 1 7 ミクロブタニ ル M Y C L O B U T A N L 8 8 6 7 1- 8 9 - 0 1 : v ¥

6 4 9 6 1 9 ミル ベ メクチ ン M m B E M E C T ⅠN M L B E M E C T N B 5 15 9 6 - 1

6 5 7 6 2 5 メソミル 及 び チ オ ジ力ル ブ M ET H O M Y L ､ T H 10 D 1C A R B M E T H O M Y L 1 6 7 5 2 - 7 7 - 5 ､

T H IO D C A R S 5 9 6 6 9 - 2 6 - 0

1

6 6 2 6 2 9 メタミドホ ス M ET H A M 】D O P H O S 1 0 2 6 5 - 9 2ー6 1

6 6 4 6 3 1 メタラキ シル 及 び メフエノキ サ ム M ET A L A X Y L ､ M E F E N O X A M M E T A L A X Y L 5 78 3 7 - 1 9ー1 ､ 1

6 6 6 6 3 2 メチ ダチ オ ン M E T H D A T H IO N 9 5 0 - 3 7- 8 1 iI｢

6 6 7 6 3 3 メチ ル イソチ オシ ア ネー ト､ ダ ゾ

メット

M ET H Y L 1S 0 T H I0 C Y A N A T E ､

D A Z O M E T

M E T H Y L

IS O T H O C Y A N A T E 5 5 6 -

6 1 - 6 ▲D A Z O M E T 5 3 3 - 74 ■

1

6 7 1 6 3 7 メトキ シフエノジ ド M E T H O X Y F E N O Z ID E 6 1 0 5 0 - 5 8ー4 1 iJ

6 74 6 3 9 メトス ル フ ロンメチ ル M E T S ∪L F U R O N - M E T H Y L 7 4 2 2 3ー64 - 6 1

6 7 5 6 4 0 メトプ レン M E T H O P R E N E 4 0 5 9 6 - 6 9 - 8 ､ 4 12 0 5 - 0 6 - 5 ､

6 5 7 3 3 - 1 6 - 6. 6 5 7 3 3 - 1 7 - 7

1 ■■■■■■■- -

6 7 7 6 4 2 メトラク ロ■ ル M E T O L A C H L O R 5 1 2 8 - 4 5 - 2 1

6 7 8 6 4 3 メトリブジ ン M E T R B U Z lN 2 1 0 8 7ー6 4 - 9 1

6 80 6 4 5 メピコー トクロリド M E P IQ U A T - C H L O R ID E 2 4 3 0 7 - 2 6 - 4 1

6 8 6 6 5 1 モ キシ デ クテン M O X D E C T N 1 1 3 5 0 7ー06 - 5 1 Il l

6 8 8 6 5 3 モ ノクロトホ ス M O N O C R O T O P H O S 6 9 2 3ー22ー4 1

6 9 0 6 54 モランテ ル M O R A N T E L 2 0 5 7 4 - 5 0 - 9 1

6 9 3 6 5 7 ラサ ロシ ド LA S A L O C D 1 10 5 4ー70 - 9 1

6 9 5 6 6 0 リ二 ユロン LlN U R 0 N 3 3 0 - 5 5 - 2 1

6 9 9 6 6 4 リン化 水 素 H Y D R O G E N P H O S P H ID E

(P H O S P H IN E

7 8 0 3 - 5 1- 2 ′1

7 0 2 6 6 6 ル フエヌロン LU F E N U R 0 N 0 3 0 5 5一0 7 - 8 1

7 0 4 6 6 7 レ′くミゾ- ル LE V A M IS O L E 4 7 6 9 - 7 3 - 4 1 ■■■■■■■■■■■■■■■■ ･ ‥

17 5 3 2 9ー1 クロチア ニ ジン C L O T H IA N ID IN (o ｢ C L O T IA N ID IN ) 2 10 8 8 0 - 9 2 - 5 1

2 k 0 0 2 1 , トジクロ口■2 ー2 ●ビス( 4 ■エチ 1,1 - D l C H L O R 0 - 2 . 2 - B 1 S C 4 - 7 2 - 5 6 - 0 1

4 k 0 0 4 2 - (1 lナ フテ ル )ア セ タミド 2-0 - N A P H T H Y L A C E T A M 1D E 8 6 - 8 6 - 2 1

10 k O 10 4 - アミノピ リジ ン 4 -A M IN O P Y R 】D N E 5 0 4 - 2 4 - 5 1

12 k 0 12 5■プ ロピル ス ル ホ 二 ル 一1H ●ベ ン 5-(P R 0 P Y L S U L P H O N Y L )- 1 - H - 1
1 8 k O 1 8 0 D B O D B (1 ,2一dic h lo ro b e n z e n e ) 9 5 - 5 0 - 1 1

2 0 k 0 2 0 T C M T B T C M T B (2 - (t h io c V a n o m et h y lth io ) 2 15 6 4 - 1 7 - 0 1

3 1 kO 3 ア ジム ス ル フ ロン A Z M S U L F U R 0 N 1 2 0 1 6 2 - 5 5 - 2 1

4 6 k O 4 6 ア ポ パ ル シン A V O P A R C IN 3 7 3 3 2 - 9 9 - 3 1 蝣'II I

5 3 k O 5 3 ア ラマイ ト A R A M IT E 1 4 0ー57 - 8 1

6 9 k O 6 9 イソシ ンコメロン酸 二 プ ロピル D IP R O P Y L

IS O C IN C H O M E R O N A T E

1 3 6 - 4 5ー8

1 2 2 k 1 2 2 オ キ サ ベ トリ二 ル O X A B E T R IN IL 7 4 7 8 2 - 2 3ー3 1

14 6 k 14 6 力ル ベタミド C A R B E T A M ∫D E 1 9 4 0 8 - 4 6 - 9 ､ 6 9 8 0 - 1 8 - 3 1

1 5 3 k 1 5 3 キ タサ マ イシ ン K IT A S A M Y C N 1 3 9 2 - 2 - 8 1

ー54 k 15 4 キ ナ ル ホ ス Q U lN A L P H O S 1 3 5 9 3 - 0 3 - 8 1

17 1 k 1 7 1 クロジナ ホ ップ 酸 C LO D N A F O P A C ID 1 1 4 4 2 0 - 5 6ー3 1

1 7 4 k 74 クロゾ リネ■ ト C H L 0 Z 0 L IN A T E 8 4 3 3 2 - 8 6一5 1

1 9 5 k 19 5 クロル フエン ソン C H L O R F E N S O N 8 0 - 3 3 - 1 - "" IP

h
i



1 9 7 M 9 7 クロル ブファム C H L O R B U F A M 19 6 7 - 1 6 - 4 1

2 0 1 k 2 0 1 クロル ベ ンシ ド C H L O R B E N S ID E 1 0 3ー17一3 1 L U

2 0 4 k 2 0 4 クロ ロクス ロン C H L O R O X ∪R 0 N 1 9 8 2 - 4 7 - 4 1

2 0 6 k 2 0 6 クロ ロベ ンジ レー ト C H L O R O B E N Z L A T E 5 10ー15 - 6 1 lll

2 0 8 k 2 0 8 ケ トプ ロフ工ン KE T O P R O F E N 2 2 0 7 1ー15 - 4 1

2 2 5 k 2 2 5 ジ オ キ サ チ オン D l0 X A T 川0 N 7 8 - 34 - 2 1

2 2 9 k 2 2 9 シ ク ロエー ト C Y C L O A T E 1 1 3 4ー23 - 2 1

2 3 2 k 2 3 2 ジ ク ロトホス D C R O T O P H O S 1 4 1ー66一2 1

2 4 2 k Z 4 2 ジ ク 口ル ミド D C H L O R M D 3 7 7 6 4ー25一3 1 lT弓

25 2 k 2 5 2 シ 二 ドンエチ ル C N ID O N t E T H Y L 1 4 2 8 9 1 - 2 0 - 1 1

2 5 5 k 2 5 5 ジ ノセ ブ D IN O S E B 8 8 - 8 5- 7 1

2 5 7 k 2 5 7 ジ ノテ ル ブ D IN O T E R B 1 4 2 0一0 7一1 1

3 3 9 k 3 3 9 ダ イア レ■ ト D トA L L A T E 2 3 0 3 - 6 - 4 1

3 5 1 k 3 5 1 チ オ メトン T H O M E T O N 6 4 0 - 1 5ー3 1

3 9 3 k 3 9 3 トリネ キ サ パ ックエチ ル T R N E X A P A C - E T H Y L 9 5 2 6 6ー40 - 3 1 蝣 ill

4 ー2 k 4 1 2 ナ ブ タラム N A P T A L A M 3 2 - 6 6ー1 1

4 ー3 k 4 1 3 ナ フタロホス N A P H T H A L O P H O S 4 9 ー4 1 - 4 1

4 1 8 k 4 1 8 二 塩 化 エ チ レン E T H Y L E N E D C H L O R ID E 0 7 - 0 6 - 2 1

4 4 9 k 4 2 9 パ ル ベ ンダ ゾ■ ル P A R B E N D A Z O L E 1 4 2 5 5 - 8 7ー9 1

4 3 7 k 4 3 7 ハ - バ ン B A R B A N 10 1 - 2 7 - 9 1

4 6 5 k 4 6 5 ピノキ サ デ ン P N O X A D E N 2 4 3 9 73 ー20 - 8 1

4 94 k 4 9 4 ピン ドン P N D O N E 8 3- 2 6ー1 1

5 2 6 k 5 2 6 ブ トロキ シ ジム B U T R O X Y D IM 1 3 8 1 6 4 - 1 2ー2 1

5 5 8 k 5 5 8 フル プ ロバ ネ 一 ト F LU P R O P A N A T E 7 5 6 - 0 9 - 2 1

5 72 k 5 72 プ ロデイプアコウ ム B R O D F A C O U M 5 6 0 7 3 - 1 0 - 0 1

5 7 3 k 5 7 3 プ ロパ キ ザ ホップ P R O P A Q U IZ A F O P 1 1 1 4 7 9 - 0 5 - 1 1

5 7 5 k 5 7 5 プ ロパ ジ ン P R O P A Z IN E 13 9 - 4 0 - 2 1

5 9 2 k 5 9 2 プ ロモク 口ロメタン B R O M O C H L O R O M E T H A N E 12 4 - 4 8 - 1 1

5 9 6 k 5 9 6 プ ロモホ スエ チ ル B R O M O P H O S▼ET H Y L 4 8 2 4ー7 8 - 6 1

6 0 8 k 6 0 8 ペ ノキ スス ラム P E N O X S U L A M 2 19 7 4 - 9 6一2 1

6 10 k 6 10 ペプ レ一 ト P E B ∪LA T E 1 1 4 - 7 1ー2 1

6 18 k 6 8 ベ ンゾ力 イン B E N Z O C A N E 9 4 - 0 9 - 7 1

6 2 8 k 6 2 8 ボ ス カリド B O S C A L D 18 8 4 2 5 - 8 5 - 6 1 ill

6 3 5 k 6 3 5 ホラ ム スル フ ロン FO R A M S U L F U R 0 N 1 7 3 5 9ー5 7 - 4 1

6 4 0 k 6 4 0 ホ ル モチ オ ン FO R M O T H IO N 2 5 4 0 - 8 2 - 1

6 5 2 k 6 5 2 メカル バ ム M EC A R B A M 2 5 9 5 - 5 4 - 2 1

6 5 3 k 6 5 3 メコプ ロップ M EC O P R O P 7 0 8 5 - 1 9ー0､ 9 3 - 6 5 - 2 1

6 60 k 6 6 0 メタゾ ■ ル M ET H A Z O L E 2 0 3 5 4 - 2 6 - 1 1

6 73 k 6 7 3 メトスラム M ET O S U L A M 1 3 9 5 2 8ー85 - 1 1

6 8 9 k 6 8 9 モ ノリ二 ユロン M O N O L N U R 0 N 1 7 4 6】81 - 2 1

6 9 1 k 6 9 1 ライドロマ イシン LA D L O M Y C IN L a id lo m y c in ､ P ot a s s iu m

Sa トt 8 4 7 9 9 - 0 2ー0

1

70 1 k 70 1 リン デ ン ( γ- B H C ) L IN D A N E (g a m m a - B H C ) 5 8ー89 - 9 1

70 3 k 70 3 レス メトリン R E S M E T H R IN 0 4 5 3 - 8 6 - 8 1
70 7 k 70 7 ワ ル プアリン W A R F A R IN 8 1ー8 1- 2 1 1

7 0 8 k 70 8 2 ー6 ■ジイソプロピルナブタレン 2,6- 2 4 1 5 7 - 8 1 - 1 1

7 0 9 k 70 9 N -(2-エチルへキシル)ー6.9,10ートリノルポルン

ー5■工ン一2.3 ->加しホ■キシイミト-

N - (2 - e t hy lh e x y l)- 8▲9,10一

tnn o r b o r n- 5 - e n e - 2, 3 -

d ic a rb o x im id ≧̀ rF N T 8 18 4 1

1 1 3 - 4 8 - 4 1

7 1 0 k 7 1 0 アミノビラ リド A M N O P Y R A L ID 15 0 1 14ー71 - 9 1

7 1 1 k 7 1 スピ ロメシフエン S P R O M E S IF E N 14 8 4 7 6 - 3 0 - 6､ 2 8 3 5 9 4 - 9 0一

1

1

2
1



7 1 2 k 7 1 2 ツ ラス 口マイシン T U L A T H R O M Y C N 2 7 5 0 0 - 9 6 - 4 1

7 2 8 k 7 2 8 ク口ロトル ロン C H L O R O T O L U R 0 N 1 5 54 5 - 4 8 - 9 1

7 2 9 k 7 2 9 1. 2 -ジプ ロモー3ークロロプロパ ン 1.2 - D IB R O M 0 - 3 - 9 6一12 - 8 1

7 3 0 k 7 3 0 1, 2 -ジプ ロモ エタン 1,2 ーD IB R O M O E T H A N E 1 0 6 - 9 3 - 4 1

7 3 1 k 7 3 1 1, 2 -ジクロ口プロパン 1,2 - D IC H L O R O P R O P A N E 7 8ー87 - 5 1

7 3 2 k 7 3 2 1, 3 -ジク口口プロペ ン (D - D ) 1,3 - D IC H L O R O P R O P E N E 5 4 2 - 7 5ー6 ､ 10 0 6 1ー0 2一6 ､

1 0 0 6 1 - 0 1 - 5

1

7 3 3 k 7 3 3 フエノプロップ FE N O P R O P 9 3 - 7 2 - 1 1

7 3 4 k 7 3 4 イソプ ロツ ロン S O P R O T U R 0 N 3 4 12 3 - 5 9 - 6 1

7 3 5 k 7 3 5 ペ ンタクロロフェノー ル P E N T A C H L O R O P H E N O L 8 7 - 8 6 - 5 1 1,｣

7 3 6 k 7 3 6 テ ルプチ ラジン T ER B U T H Y L A Z IN E 5 9 15一4 1- 3 1

7 3 7 k 7 3 7 力ン タキ サ ン テン C A N T H A X A N T H N 5 1 4 - 7 8 - 3 1

7 3 8 k 7 3 8 D C P D C IP B is 2ーch lo r0 - 1- 1 0 8 - 6 0 - 1

7 3 9 k 7 3 9 エ チオ フエン力 ル ブ E T H IO F E N C A R B 2 9 9 7 3 - 3ー5 1

7 4 0 k 7 4 0 工 トリム ホ ス E T R M F O S 3 8 2 6 0 - 5 4 - 7 1 ∴ ili

7 4 1 k 7 4 ジ エ トフエン力ル ブ D IE T H O F E N C A R B 8 7 1 3 0 - 2 0 - 9 1

7 4 2 k 7 4 2 トル クロホ スメチ ル T 0 L C L O F O S - M E T H Y L 5 7 0 8 - 0 4 - 9 1

7 4 3 k 7 4 3 トル フエンビラ ド T O L F E N P Y R A D 1 2 9 5 5 8 -7 6 - 5 1

7 4 4 k 7 4 4 ピ リフエノックス P Y R F E N O X 8 8 2 8 3 - 4 1 - 4 1

7 4 5 k 7 4 5 プ ロチオ ホ ス P R 0 丁川O F O S 3 4 6 4 3 - 4 6 - 4 1

7 4 6 k 7 4 6 メプ ロ二 ル M E P R O N L 5 5 8 1 4 - 4 1 - 0 1

7 4 7 k 7 4 7 レナ シ ル L EN A C IL 2 1 6 4 - 0 8 - 1 1

7 4 8 k 7 4 8 エチ プ ロ● ル E T H P R O L E 8 5 8 7 - 0 ー9 1

7 4 9 k 7 4 9 オ キ サ ジ クロメホ ン 0 ×A Z C L O M E F O N E 1 5 3 1 9 7 - 1 4ー9 1

7 5 0 k 7 5 0 力ル プ ロパ ミド C A R P R O P A M ID (K T U 3 6 1 6 10 4 0 3 0 - 5 4 - 8 1

7 5 1 k 7 5 1 クミル ロン C U M Y L U R 0 N 9 9 4 8 5 - 7 6 - 4 1

7 5 2 k 7 5 2 ジ クロメジン D ⅠC L O M E Z IN E 6 2 8 6 5 - 3 6ー5 1

7 5 3 k 7 5 3 テ レフタル 酸 銅 C O P P E R T E L E P H T H A L A T E 2 8 7 5 8 - 1 0 - 3 1

7 5 4 k 7 5 4 トリクラミド T R IC H L A M ID E 7 0 1 9 3 - 2 1ー4 1

7 5 5 k 7 5 5 トリシクラゾ- ル T R IC Y C L A 2 0 L E 4 1 8 1 4 - 7 8 - 2 1

7 5 6 k 7 5 6 ピリダ リル P Y R ID A L Y L 7 9 1 0 1- 8 1ー6 1

7 5 7 k 7 5 7 フ ラメトピル F U R A M E T P Y R 1 2 3 5 7 2 - 8 8ー3 1

7 5 8 k 7 5 8 モ リネ ■ ト M O U N A T E 2 2 1 2ー6 7- 1 1

2
2



1. 2. 2　各国における規制状況に関する情報の収集

米国､カナダ､ EU､豪州､ NZにおける農薬および動物薬の評価､登録､輸入食品の残

留に関する規制等の動向を､各国の担当部局のホームページにより調査した｡

調査対象機関およびそのホームページのアドレスを下記に示す｡

･米国(農薬) : http:〟www.epa.gov/pesticides/

･米国(動物薬) : http://www.fda.gov/cvm/default.html

･カナダ(農薬) : h叩://www.pmra-arla.gc.ca/english/index-e.html

･カナダ(動物薬) : http:〟www.hc-sc.gc.caノvetdnユgs-medsvet血dex e.html

EU (農薬) : http ://europa.eu.int/comm/food/plant/protection/index_en.htm

EU (動物薬) : http://www.emea.eu.int/index/indexvl.htm

･豪州(農薬および動物薬) : http://www.apvma.gov.au/

NZ (農薬および動物薬) : http://www.nzfsa.govt.nz/acvm/index.htm

1. 2. 3　わが国-の主要輸出国における農薬等の使用状況に関する情報の収集

我が国-の農産物の主要輸出国､上位10ヶ国を対象として､本調査対象農薬等の使用状

況および使用食品の種類等､ MRLの設定状況等を調査した｡

上位10ヶ国とは､具体的には米国､ EU､中国､豪州､カナダ､タイ､ブラジル､ NZ､

韓国､フィリピンである.情報収集はインターネットにより､行った｡また､平成16.年度

の調査において入手した情報も活用した｡

1. 2. 4　評価関連論文の収集整理

米国国立医学図書館(National Library of Medicine)が提供しているPubMedデータベー

スにおいて､各農薬等の名称およびCAS番号を用いて､下記の検索式により1985年以降

の毒性(疫学的研究､発がん性､慢性毒性､生殖毒性､発生毒性､催奇形性､神経毒性､

免疫毒性､亜慢性毒性)関係の論文を検索した｡

農薬に関する検索式:

("物質名" OR "CAS番号") AND 1985:2005【dp】 AND English【la】 AND Tox【sb】 AND (human* OR rat

OR rats OR mouse OR mice OR hamster* OR pig OR rodent* OR rabbit* OR dog OR dogs OR

marmoset* OR monkey*) AND (epidemiolog* OR carcinogen* OR chronic* OR reproduct* OR
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development* OR teratogen* OR neurotoxic* OR inununotoxic* OR subchronic)

動物薬に関する検索式:

(…物質名M OR …CAS番号") AND 1985:2005[dp] AND Englishfla] AND Tox【sb] AND (human* OR rat

OR rats OR mouse OR mice OR hamster* OR pig OR rodent* OR rabbit* OR dog OR dogs OR

marmoset* OR monkey* OR horse* OR cow OR cows OR goat OR goats OR sheep) AND

(epidemiolog* OR carcinogen* OR ch∫onic* OR reproduct* OR development* OR teratogen* OR

neurotoxic* OR lmmunotoxic* OR subchronic)

文献検索によりヒットした文献のうち､評価書において評価されていないと考えられる

重要な文献(発がん性が報告されているもの等)について原文を収集した｡検索の方法､

ヒット件数､収集した重要論文､検索結果は文献検索および入手論文集に収録した｡

1. 2. 5　サマリーシートの作成

入手できた評価書等､および各国における規制および使用状況の調査､評価関連論文の

収集整理から得られた情報を個票にまとめた｡個票は規制関連情報をまとめたものと､評

価書情報をまとめたものの2種類を作成した｡

(1)規制関連情報をまとめたサマリーシートの作成

規制関連情報をまとめたサマリーシートには､下記の情報を記載した｡

①物質特定情報

物質番号(曹定基準案における番号)

品目名(日本語名)

英名(厚生労働省による英名およびその他の英名)

CAS番号

主な用途(厚生労働省の記載に基づく)

②諸外国における登録の有無

主要5ヶ国(EU､米国､加国､豪州､ NZ)およびその他の主要輸出国(中国､タイ､

ブラジル､韓国､フィリピン)における登録の有無を記載

③残留基準設定対象食品

主要5ヶ国以外の主要輸出国(中国､タイ､ブラジル､韓国､フィリピン)における残
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留基準設定対象食品を情報の得られた範囲で記載した｡なお､食品の種類は厚生労働省の

記載に準じて､下記のように分類した｡

米(玄米)

小麦

とうもろこし

上記以外の穀類

大豆

上記以外の豆類

ばれいしょ

上記以外のいも類

アブラナ科野菜

きく科野菜

ゆり科野菜

せり科野菜

なす科野菜

うり科野菜

きのこ類

上記以外の野菜

みかん

りんご

なし

ぶどう

上記以外の果実

綿実

上記以外のオイルシード

ナッツ類

陸棲ほ乳類の筋肉

陸棲は乳類の脂肪

陸棲ほ乳類の肝臓

陸棲ほ乳類の腎臓
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陸棲は乳類のその他の内臓等

陸棲は乳類の乳

家禽の筋肉

家禽の脂肪

家禽の肝臓

家禽の腎臓

家禽のその他の内臓等

家禽の卵

家禽の卵(卵黄)

魚類

甲殻類

魚介類

その他の動物

蜂蜜

主要5ヶ国等(Codex､ EU､米国､加国､豪州､ NZ)での設定状況は厚生労働省の資料

に詳細な記載があるため､設定の有無のみを記載するに止めた｡

④使用情報

調査を行った10ヶ国における当該農薬等の使用に関する情報を情報が入手できた範囲

内で記載した｡

⑤各国における規制調査および評価関連文献の収集整理において､具体的な懸念事項が明

らかになった場合には､その内容を記載した｡

⑥評価書の有無

当該農薬等に関する評価書が得られているかどうかをJMPR､ JECFA､ EU､米国､加国､

豪州､ NZについて記載した｡

(2)評価書情報をまとめたサマリーシート

評価書情報をまとめたサマリーシートには､下記の事項を記載した0

①物質特定情報

関連情報をまとめた個票に同じ｡

②規制評価機関名
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③評価書の名称

④ADIの評価結果

AかⅠの値およびNOAEL､安全係数を記載した｡

⑤試験実績の有無

下記の試験項目について､試験実施実績の有無を､暴露経路(経口､その他)､使用動物

(ラット､マウス､その他)を含めて整理した｡

･急性毒性(単回投与試験)

･短期毒性(28日未満の反復投与試験)

･中期毒性(365日未満の反復投与試験)

･長期毒性(365日以上の反復投与試験)

･発がん性

･生殖･発生毒性

･神経毒性

･遺伝毒性

･その他

⑥ADIの根拠

ADIの根拠となった試験について記載した報文名を記載した｡

上記のようにして作成したサマリーシートは､物質ごとに整理して報告書第二分冊に収

録した｡ ′

1. 2. 6　各国における農薬等の規制および使用に関する情報の整理

上記の｢1. 1. 2｣および｢1. 2. 3｣において収集した各国における規制および

使用に関する情報を､国別に情報がえら得た範囲で下記の項目に整理し､報告書第一分冊

にまとめた｡

農薬等の登録に係る規制(法的根拠､毒性評価等)の概要

農薬等の登録状況

農薬等の残留基準の設定状況

輸入食品の農薬等の残留の規制等の動向(本項目は主要5ヶ国のみ)

･残留が認められている農薬等のリストの有無､リスト物質数

･リスト化の手続き､特に輸出者に対する要求データ項目
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･輸入時検査の状況

農薬等の使用状況

･使用量の多い農薬等､

･使用食品の種類等

懸念事項
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2.各国における農薬等の規制および使用の概要

2. 1　米国

2. 1. 1　農薬

(1)米国における農薬に対する規制の概要

登録の概要

米国では農薬の販売､流通等は環境保護庁(Environmental Protection Agency, EPA)が所

管する連邦殺虫剤殺菌剤殺鼠剤法(Federal Insecticide, Fungicide, and Rodenticide Act,

F『RA)の下で規制されている｡同法の下では､農薬は病害虫の防除や植物の生長調節お

よび防除に用いられるものとされており､従って農業用の農薬のみでなく､衛生害虫の防

除に用いられるものも含まれている1｡

同法第3条は､農薬を米国内で販売･流通させる場合､事前に登録を受けるべきことを

規定している1｡米国において登録されている農薬に関する情報はEPAのウェブページか

ら調べることができる｡ (http://www.epa.gov/opppmsdl/PPISdata/index.html)(また､カリフ

ォルニア州EPAのウェブページ(http://www.cdpr.ca.gov/dprdatabase.htm)ではデータベー

スを提供している｡

米国における新規の農薬の登録､あるいは既存の農薬の新規用途を登録するのに先だっ

て､ EPAは､その農薬をラベル表示に従って使用した場合に､ヒトの健康を害することが

なく､環境に対して不当な有害影響を与えないことを確認しなければならない｡そのため

に､ EPAは登録に先立って多くの試験を要求することになっている10

食用作物に使用される農薬の登録に際しては､ヒトの健康に対する潜在的な有害性を評

価する目的で多数の試験が要求されている｡現在､食用作物に使用される農薬に対して要

求されている毒性試験データを表4に示す2｡

農薬登録に際するデータの要求項目を規定している連邦規則集(Code of Federal

Regulations,CFR)の40CFRPart 158 ｢登録のためのデータ要求｣によると､既に登録され

ている農薬に対しては､遡及的なデータの要求は行われないことになっている｡ただし､

現在の登録を維持するためにEPAにより追加データが要求される場合､登録者が登録の条

件を変える場合､あるいは再登録'(後述)が行われる場合には､この限りではない3｡
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表4　食用作物用農薬に対する毒性試験データ要求項目

日は条件付き要求項目

試 験 項 目 注

急性経口毒性 (ラット) 気体および高揮発性物質では不要

急性経皮毒性 気体および高揮発性物質､ 及び皮膚腐食性あるいは pH 2 未満ある

いは 11.5 超の物質では不要

急性吸入毒性 (ラット) 製品に吸入されうる物質が含まれる､ あるいは使用条件下でその

ような物質を生じる場合に必要

- 次眼刺激性 (ウサギ) 皮膚腐食性あるいは pH 2 未満あるいは 11.5 超の物質では不要

一次皮膚刺激性 気体および高揮発性物質､ 及び皮膚腐食性あるいは pH 2 未満ある

いは 11.5 超の物質では不要

皮膚感作用性 使用条件下で繰 り返し暴露が起こらない場合を除き必要

急性遅発性神経毒性 (メンドリ) 有機 リン化合物であるか､ 代謝あるいは分解産物がアセチルコリ

ンエステラーゼ阻害を起こすか､ あるいは遅発性神経毒性を引き

起こす物質に構造的に似ている場合に必要

90 日混餌試験 (2 種 ‥■審歯類およ 経口暴露を生じる､ あるいは生涯の一部期間の暴露しか生じない

び非番菌類) が､ 暴露の大きさ､ 頻度､ 期間がかなりになる場合に必要

r21 日経皮試験】 経皮暴露を生じる､ あるいは皮膚接触が意図せずにおこり頻度や

期間が短い､ あるいは 90 日経皮試験が要求されない場合に必要

[90 日経皮試験】 意図した皮膚暴露が起こるかあるいは長期の皮膚暴露を生じ､ 90

日の混餌試験が要求されない､ あるいは代謝物が毒性をもち､ 代

謝が経皮暴露と経口暴露で異なる場合に要求される

【90 日吸入試験 (ラット) 】 毒性を生じる濃度で繰 り返し吸入暴露が起こりうる場合に必要

[90 日神経毒性試験 (メンドリ) 】 急性遅発性試験で神経障害､ 神経毒性を示す､ あるいはそのよう

場物質に構造的に極めて類似している場合に必要

【90 日神経毒性試験 (ほ乳類) 1 急性経口､ 経皮 ､ 吸入試験で神経障害あるいは神経毒性を示した

場合に必要

慢性混餌試験 (2 種 :窟歯類および

非番歯類)

発がん性試験と併合することもできる○

発がん性試験 (2 種 ‥ラットおよび 慢性混餌試験と併合することもできる○有効成分またはその代謝

マウスが望ましい) 物/ 分解物が既知の発がん物質と構造的に類似している､ あるい

は変異原性を示す､ あるいは亜慢性試験で新生物につながりうる

組織変化を生じる場合 ;使用パターンからみてトレランスの設定

が必要な場合 ;使用により生涯のかなりの部分で暴露を生じる場

合に必要

催奇形性試験 (2 種) 食用の場合､ あるいは非食用であつても出産適齢期の女性にかな

りの暴露を生じうる場合に必要

生殖試験 (2 世代) 食用の場合､ あるいは非食用であつても生涯のある期間における

暴露量､ 頻度､ 期間がかなりになる場合に必要

遺伝子突然変異試験

染色体構造異常試験

その他の遺伝子毒性影響試験
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なお､米国では農薬の登録の際に要求される毒性試験項目の見直しを行っており､ 2005

年3月11日に改定案を官報に公示した4｡改定提案によると､ラットを用いた急性神経毒

性試験が付加されており､催奇形性試験は出生前発生毒性試験と名称を変えている｡ 2006

年3月末現在､毒性試験項目改定に関する最終規則はまだ官報に公示されていない｡

亘萱垂

1988年､ FIFRAの大規模な改正が行われ､ 1984年11月までに登録された農薬について

は､その健康および環境に対する安全性の見直しを行うことが規定された｡ 1988年当時､

該当する農薬は1150物質存在したが､ EPAは類似の農薬をまとめ､ 600のグループ(EPA

ではcaseと呼んでいる)に分類した｡これらの物質のうち､殆どの食用作物用の農薬を含

む194のグループ(有効成分にして350物質)については､ 2000年の時点で見直しは終了

していた5｡しかし､作業はまだ継続中である｡

残留基準

EPAは連邦食品医薬品化粧品法(Federal Food, Drug and Cosmetic Act, FFDCA)の下に､

食品に使用されるすべての農薬に対して残留基準(tolerance)を設定する､あるいは残留

基準設定義務から除外することとなっている｡残留基準とは人の食品および動物の飼料に

用いられる農産物(commodity)中あるいは上に許容される農薬残留物の最大レベル

(maximum residue level, MRL)である6.

米国における農薬の残留基準(あるいは残留基準設定義務からの除外)は連邦規則集の

40 CFRPart 180 subpartCに記載されている.また､残留基準設定義務からの除外は40 CFR

180 subpartD7に記載されている.

残留基準の見直し

1996年､食品品質保護法(Food Quality Protection Act, FQPA)によりFIFRAおよびFFDCA

が改正された｡ FIFRAの改定では､農薬の定期的な見直し等が規定された｡また､ FFDCA

の改正では､農薬の残留基準について､ FQPAに規定された新たな｢安全(safe)｣の基準

を満たすことが要求されるようになった｡また､この新たな安全基準に従って､ 2006年ま

でにすべての残留基準を見直すこととなった8｡

ここで､上記の安全基準では､ EPA長官は､予測される食事からのすべての暴露および
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信頼できるすべてのその他の暴露を含め､残留農薬に対する全暴露から害が生じないとい

う正当な確かさがあると判定することが求められている｡また､この判定に際しては､上

述の､食事以外からの暴露(労働暴露は除く)を含む全暴露の他に､幼児や子供の暴露､

共通毒性メカニズムを持つ農薬-の累積暴露についても考慮することとされている8｡

EPAは現在､古い農薬の見直しと残留基準の見直しの2つの作業を同時に進めている｡

EPAは農薬の各有効成分毎に安全性に関連するデータのレビューを行い､再登録が妥当か

どうかの評価を行っている｡この評価結果を示した文書は再登録適格文書(Reregistration

EligibilityDocument, RED)と呼ばれており､リスク評価の結論を要約し､新たな安全基準

のもとで登録を継続するために必要となるリスク低減措置の概要について記している9｡

一方､ FQPAは前述のように同じ毒性メカニズムを持つ農薬については累積的なリスク

評価を行うことを要求している｡そのため､累積的リスク評価が必要である農薬(例えば

有機リン農薬)については､ EPAは個別の農薬について､ REDのかわりに､まず､暫定再

登録適格文書(Interim Reregistration Eligibility Document, IRED)を作成しているoこのIRED

を作成して公表することにより､ EPAが累積的な暴露に基づいて最終的なREDを作成す

る前に､登録者によるリスク低減措置(例えば特定用途を自主的にキャンセルする等)を

促すこととなる､という利点がある9｡

一方､残留基準の見直しについては､ EPAにより残留基準の変更が不要であると判断さ

れた場合､ TRED (Tolerance Reassessment Eligibility Document)が作成される｡一方､変更

が必要である場合は､結果は官報公示の形で公表される｡現時点ではEPAはTREDを､

REDを作成する必要のない農薬(①1984年以降に登録された農薬､ ②FAQPが1996年8

月3日に発効するよりも前にREDが作成されていた農薬､ ③米国では登録がないが､輸入

食品のために残由基準が設定されている農薬)に対して作成している9｡

EPAは1997年8月4日､残留基準の見直しスケジュールを官報に公示した】0｡これによ

ると､米国ではFAQPの発効当時9728の残留基準等(残留基準: 8190､残留基準設定義務

からの除外:712)が設定されていた　EPAは1999年8月までに33% (3210)､ 2002年8

月までに66% (6420)､ 2006年8月までに100% (9728)の見直しを終了する予定としてい

る｡

また､ EPAは見直しが必要な有効成分および不活性成分を3つのグループにわけ､グル

ープ1から優先的に見直しを行うとしている｡グループ1には､ ①有機リン､カーバメー

ト､有機塩素農薬､ ②発がん性の分類でBlおよびB2 (probablehumancarcinogen)および
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C (possible human carcinogen)に分類されている物質であり､発がん強度の定量的な評価

が行われたもの､ ③有害性の高い不活性成分､ ④既存のデータに基づく推定で暴露がRfD

(referencedose,ADIと同じ概念の指標)を超えると考えられる農薬等の､リスクが高いと

考えられる農薬が含まれている｡また､このグループには､再評価の優先順位が高いもの､

残留基準を廃止するものも含まれている｡グループ2にはグループ1に含まれないC分類

の発がん物質(possible human carcinogen)および再評価が必要な残りの農薬すべてが含ま

れる｡グループ3には生物農薬や不時性成分が含まれる">　2002年8月2日の時点での有

機リン､カーバメート､有機塩素､発がん性分類B, Cの農薬の残留基準の再評価の状況

を表5､ 6､ 7､ 8に示す11｡

EPAは現在､農薬の再評価および残留基準の再評価作業を精力的に続けている｡ EPAは

2002年8月までに6420 (6416?)の見直しを終了することを目標としていたが､ 2004年の

時点で6493の見直しが終了しているという12｡

農薬のADI情報

米国において登録されている農薬のADI (EPAではADIと同じ概念の指標である参照用

量Reference Dose (RfD)を使用している)および蘭連する毒性評価情報は､基本的には､

その農薬が登録されたときの評価書および再登録あるいは残留基準の見直しの際の評価書

に記載されている｡従って､データベースのようなものはない｡しかし､ 1997年の時点で

EPAが農薬のRfD等のデータをまとめたものを､EPAが資金援助しているNational Pesticide

Information Center (NPIC)がウェブ上に公開している(http://npic.orst.edu/tracking.htm) ｡こ

の情報は平成16年度報告書の第-分冊別添に収載してある｡
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表5　有機リン農薬の再評価の状況11

OP Tolerance Reassessment Status

き丁01eranees葦Reassessed 善Raised萱Sam貞芳しower善Revoke STBD

AC左PHATE 103301 40 25 0 22 0 3 0
Å乙肘PHOSMETHYL 058001 8ー 52 0 17 0 35 0

BENSUUDE 009801 6 1 0 0 0 1 0
LJ牡JUKAFGS SS88 ■1 +1 0 1 0 0 0

LMLUKtIHUXifPHOS 1290U6 8 8 0 8 0 0 0

CHLQ肝YRIFQS 059101 109 71 0 56 0 15 0
CHLORPYRIFOSMETHYL 059102 36 21 0 21 0 0 0
UHLOR】HOPHOS 111B1J 1 1 0 0 0 1 0
uJU肘 HUS U3b5U1 20 2{) 0 16 0 4 0
DAUFOR 102501 23 23 0 0 0 23 0
U■A∠muN LB7H0 104 57 0 39 0 18 0

uIじHLUKVOS UB40U1 29 3 0 0 0 3 0

�"1!HKォサ]｣![ォゞ 035201 2 ■1 0 0 0 1 0
OMEIHQATE 035001 69 12 0 ー2 0 0 0
DKJXA HON U1780 18 18 0 0 0 18 0
0SUU-010N U32501 60 53 0 28 0 25 0
ETHK〕N 馳 01 54 50 0 0 0 50 0
ヒlHL㈹ r} 041101 26 15 0 4 0 ll 0
=卜ヒ一､tA朋I1FH0S 1UU8U1 53 25 0 ー8 0 7 0

托N汀ROTH民⊃N 105901 I 0 0 0 0 0 0
トヒN HO 4 U5330 16 16 0 0 0 16 0
トUNUトUS (月1701 35 35 0 0 0 35 0
LSU卜tJMPHUS HSW 24 ■ 24 0 0 0 24 0
≡iMAlATHON 05770 146 22 0 0 0 22 0
糊ヒIHAM LXJPHL払 101201 15 2 0 0 0 2 0
MヒHUA HKJN 1UU3U1 49 30 0 7 0 23 0
METHYLPARATHIOIト● 063601 6 5 0 0 0 5 0
⊥MヒVNFHUS O15日ul 54 47 ' 0 8 0 39 0

=r瓶JNUUKUtU棚 ほ雌,Ol 7 7 0 0 0 7 0
NALbD UM 401 62 27 0 5 0 22 0

OXVDEMETONMETHYL(ODM) 058702 70 58 0 51 0 7 0
1}jもKA HKJN U57501 100 68 0 0 0 68 0
PHuト的-ヒ 肪7201 50 44 0 12 0 32 0
PHoa礼0NE 【沿7701 43 42 0 7 0 35 0
FHUSMヒl 059201 43 27 0 21 0 5 0
PHOSH-t用MUUN 01620 16 16 0 0 0 16 0
HKIMIH川〕SMヒFHYL 108102 39 31 0 21 0 10 0

PROFENQFOS 111401 23 22 0 13 0 9 0
iPKUHヒt用机FHUS 1ー360 2 2 0 2 0 0 0
SULPはUトUと; 1ー1601 27 27 0 0 0 27 0
¶…MER｣GS 05900 1 1 0 0 0 1 0
FヒKbU卜US 105001 14 10 0 10 0 0 0
EヒKAU-LUKVNHHOS 肪3701 27 27 0 ll 0 16 0

TRBUFOSP EFー 074801 12 ll 0 10 0 1 0
IKKJHLuや■し刑 t方790 69 69 0 ■3 0 66 0
tola! 1691 1127 0 424 0 703 0
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表6　カーバメート農薬の再評価の状況11

Carbamate Tolerance Reassessment Status

だTolerances 芳Reasse≡架d 誉Raised SSam a 誉Lq〝er 善Revoke ぎrBD

ALDICARB 098301 48 17 0 16 0 1 0

ASULAM 106901 I 1 1 0 0 0 0

BENDIOCARB 105201 2 0 0 0 0 0 0

C/叶蝣iBARYL Uobォ01 150 15 0 3 0 12 0

LAK上iUhUKAN uaubut 63 24 0 15 0 9 0

C拙.ORPROPHAM 0183G1 45 45 13 0 I 31 0

OESMEDIPHAM 10480ー 2 0 0 8 0 0 0
←U拘MヒlFU肌Ih HYDROCHLURIDE (月730ー 12 1 0 8 0 1 0

h1ヒlHU LAKB 10U50ー 7 7 0 0 0 7■ 0
M ETH〇MYL (刃0301 80 80 1 65 4 7 3

UXAMYL 103玖51 30 4 0 O 0 4 0

rHヒNMヒU HHW IH87U1 4 0 0 8 0 0 0

7Jt屯JHHAM 04760ー 34 34 0 0 0 34 0
THI0D1CARB 114SOl 5 5 0 2 2 1 0

IHKJHH棚 1ヒMb HYL 1020U1 66 66 0 65 0 1 0

IKIMヒIHAQ職 102400 4 4 0 0 0 4 0
Total 545 333 15 166 ア 112 3

表7　有機塩素農薬の再評価の状況11

Organochlorine Tolerance Reassessment Status

だT0terancesだR亀aSSess&d SRased岩Same 発Lower伽 火e STBD
DICOFOL Q105Q1 50 50 7 ll 31 1 0
ENDOSULFAN 079401 80 80 30 25 9 18 0
しNDANE 0こや0O1 44 44 a 0 0 44 0
.klヒHOXYしHLUK 034OU1 79 79 0 0 0 79 0

oaf 253 253 37 36 40 140 0
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表8　発がん性農薬の再評価の状況(1) "

Carcinogen Tolerance Reassessment Status

卓丁0】erances きR邑assessed きRaised芳Same きLower軸 帽耶 D
ACETALDEHYDE 202300 2 2 0 0 0 2 0
ACETAM IDE 129051 13 0 0 0 0 0 0

ACETO CHLQR 121601 12 0■ 0 0 0 0 0
sv'Tg;ー●l- tたJU5U1 38 38 6 27 0 5 0
AM HW 10620ー 29 10 0 6■ 0 4 0
ATRAZINE {溶,0803 so 16 0 7 0 9 0
BENOMYL 099101 104 104 0 0 0 104 0
tiLトヒN L川刊N lこと此 5 1 1 0 1 0 0 a
BKUMACJL 01Z3Q1 2 2 0 2 0■ 0 0
BRO MOXVNL 035301 90 90 62 8 15 5 0

LAUOUYLIC ACID U12501 6 5 0 5 0 0 0

LAP AH JL OS1701 21 ■18 0 0 0 18▼ ○
UAF AN 081301 66 66 ○ 6 47 7 0

CHINOMETH1ONATE (Ox㈱ {追4101 22 22 0 0 0 22 0
UHLUKO HALOM L UB1叫1 38 38 0 37 0 0 I

CHLUトくIHALUIMfcTHYL DCPA U7S7U1 38 0 0 0 0 0 0
CLOFENTEZiNE 125501 30 30 1 29 0 0 0
じYANAZMヒ inniPii ll 0 0 0 0 0 0
OICHLOHヒNIL IK7401 14 14 2 1 3 7 I

DICLOFOR ,E THYL 110902 8 8 0 4 0 4 a

UEFヒNOCONAZOLE 1idiSS47 23 23 0 23 0 0 a
DIMh IHIHIN 2U7SKX) 17 0 0 0 8 0 0
UIFKUIト一YLI6OU NLHUーL.1ヒRUNATfc 桝7∠U1 16 0 0 0 0 0 0

ETHALFLURAUN 113101 27 27 0 9 0 18 0
tlHYLkNヒUMIJヒ 042301 4 0 D 0 0 0 0
ヒINIU的∠ULb∈Ierrazols L旧4701 38 30 2 4 1 22 1

FENT別HYDRO泊DEfTPTH) 083601 16 16 10 3 0 3 0

i-LUUMヒIUKUN Ui55U3 3 2 0 0 0 2 0
トULKb t乃1601 10 10 1 5 4 0 0
←UMkSAHニN l23》UZ 1 0 0 0 0 0 0
FORMALDEHYDE 043QOl 22 22 0 0 0 22 0
HヒXY HWZOX 12BS49 2 ■ 2 0 2 0 0 0
HYUKAMヒHYLNUN 11糾U1 4■ 4 4 0 0 0 0
旧AZ凡tL 111901 33 33 13 8 4 8 0
LP川UU ONfc ŵ 蝣ぴUー 73 73 ll 43 10 9 a
LAU UトヒN 128SB8 2 0 0 0 0 0 0
UNUKON 035508 55 55 2 15 2 17 0
MAN∝正EB 014BQ4 44 0 0 0 0 0 0
MANヒti 0145U5 42 2 0 0 0 2 0
朋ヒlLトぴ､H 014S0ー 10 8 0 0 0 8 0
METOLACHLDR 108801 85 85 21 20 7 19 18
糊UUNA ヒ 041402 2 0 0 0 0 0 0
◆m iiw w ; 105BUt 64 64 5 58 0 1 0

OCTYLBICYCILOHEFTENE D1CARBOXIMID∈壬MGK-264〉 057001 8 0 0 0 0 0■ 0
OKY仇■lN 104201 14 0 0 0 0 0 0
UXAU1AdJN 1U9UU1 32 32 0 ー6 0 16 0
UXALMXYL 1267Ut ■14 14 0 0 0 14 0
QX､作1UORFEN 111601 54 54 1 32 19 0 2
rJヒNU MヒIHAUN 1US5U1 25 25 1 21 0 2 I
PEN-AじHLUHL別日川UUヒM t U56S0,> 14 0 0 0 0 0 O
PERMETU RIN 10970ー 83 0■ 0 0 8 0 0
糾ENYLP脹N0L 064103 23 0 0 0 0 0 0
nnヒHUNー｣-ゴu ux uヒ 087601 69 0 0 0 0 0 a
FKOIJYMILW Nfc 12yU44 ■1

0 0 0 0 0 0
R O PACHLOR 019101 34 34 10 9 0 13 2
PROPARCヨTE 03760ー 5g 59 1 39 1 18 0
SSHS≠H '!l W U》Uti 4■ 0 0 0 0 0 0
hkuhr;o仙 ヒ 1Z21U1 58 7 0 6 0 1 0

PROPYLENEOX】DE 012501 41 0 0 0 0 0 0
�">r*iォ▼M 1U170ー 47 47 5 39 1 1 I
auw¥∠tNヒ t朋 U7 65 3 0 0 + 8 3 0

SODIUM AQFLUORFEN 1 4402 2ー 16 0 ー5 0 1 0
Tebuconazole 128897 17 17 0 15 0 2 0
ーヒKtSU lKYN OBU》13 9 9 0 0 0 9 0
IHU UYANUMblHYLIHKJBENZOTH IAZQUヒITCIもHt" �"XESft 27 3 0 0 0 3 0

TR1AD1M EF0N 109901 46 5 0 0 0 5 0
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表8　発がん性農薬の再評価の状況(2) li

Carcinogen Tolerance Reassessment Status

±Tolerances 章Reassessed # Raised 士Same 誉LCF牌r 紬 ke STBD

TRIADIMEi拭)L 127201 42 1 0 0 0 1 0

TRIAU ATE 078802 12 12 5 3 0 4 0

TRIBENURONMETHYl 128887 8 0 0 0 0 0 0

INUIト†1ANヒ lZ39U1 3 0 0 0 0 0 0

IK トLUHHUN U3S101 40 s 0 0 0 5■ 0

V胴CLOZOUN 113201 15 15 0 15 0■ 0 0

Totiti 2008 1278 16g 533 133 416 27

(2)農薬の使用量

農薬の使用量を把握することは難しい｡販売量でみるか､施用面積でみるか､あるいは

施用率でみるかで､結果は異なってくる｡特定の作物に対して集中的に用いられる農薬も

ある｡また､同一国内の同一作物であっても地域により使用する農薬が異なることもあり

うる｡

農薬の使用量に関する問い合わせに対しては､ EPAからは回答が得られなかったため､

さらにウェブ上で情報を調べたところ､少し古いが､ 1997年時点における米国における農

薬の使用量と対象作物､地理的分布を解析したデータを米国地質調査所(US Geological

survey,USGS)が作成していることが明らかになった13｡本調査では約220の農薬について

調査が行われている｡本調査の対象農薬に関するデータは､平成16年度報告書の第-分冊

別添に収載した｡なお､カリフォルニア州については､州における農薬の使用量と対象作

物が､農薬に関するまとめ､対象作物に関するまとめとして､作成されている｡この情報

はウェブサイト(http://www.cdpr.ca.gov/docs/rpur/purO4rep/04_pur.htm)からダウンロードで

きる｡
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(3)輸入トレランス

逸室

EPAは2000年6月1日､輸入トレランスに関する手引きを官報に公示した14｡米国では､

残留基準を超えて農薬が残留している食品や､残留基準が設定されていない､あるいは設

定が除外されていない農薬が残留している食品を販売･輸入することはできない｡残留基

準は通常､農薬の登録時に設定されるが､米国で登録のない農薬についても､残留基準の

設定を求める人からの請願があった場合､ EPAは残留基準を設定する｡このような残留基

準は輸入トレランスと呼ばれている｡この場合､ EPAは残留基準設定に必要なデータを請

願者に求めることになる｡残留基準は､前述のようにFQPAの安全基準に従って設定され

ることになっており､国内に登録がある場合と､輸入品の場合とで異ならない｡

現在､ EPAは農薬の再登録および残留基準の見直しを進めており､これに伴って､残留

基準が取り消しになる場合がある｡このような場合についても､ EPAにデータを提出して

残留基準の設定を請願することができる｡

データ要求

輸入トレランスの設定に必要なデータは基本的に国内登録の場合と同様である｡ただし､

毒性データについては､殆どの急性試験および経皮､吸入経路の試験は要求されない｡残

留データについては､野外試験データ､加工データ､動物残留データ(飼料の場合)が要

求されるが､野外試験の回数は米国での消費量に対する割合に応じて軽減されている｡

官報に公示されたデータ要求項目に関する表を表9-表13に示す｡

表9　輸入トレランスのための製品データ要求項目14

G uide か博NO▲ Study Title A ppl加地n to Im p珊 T olerances TestS ubstance l

830.1550 product Identity N o- P roductSpecific Requirem ent N 'A

830. 600

S30.1620
830.1650 Descriptio n ofM anufacturing Pr∝eSS Y es TG A

830.1670 D b CUS軸 n on Form ation ロ‖m purities Yes- A gency is e甲eC叫 concerned w ith

im puntes of tox払logical concam (e.g .
d oxins. HC B: nilr払am ines)

TGA

S3G. 700 P relim inary Analysb Y es TGA I

次頁に続く
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表9　輸入トレランスのための製品データ要求項目(続き) 14

G U de ln e N o . s tud* T in e A ppd cd b n to I岬 t T d en r 施 Te st S u te tarr e <

83 D .17 5 D C 打l…Ed L Irrt te rわーProd u ct S p ecin e 叫 胞 ■帽rt N 瓶

E3 D.1武一0 E n la c e一問 nt An a 紳ca r舶 m i- prod u ct革旧d陀 叫 Ire m a rt N 'A

BヨD戯 2 c a n - Y es T G A

良ヨD戯 急 FTiys b a l封由 Y由 TG A

S 3 0 .S 30 4 0 止J Y es T G A I

艮3 D .7 2O G 舶 Una P a rt Y ea T G A

B 30. 72 20 B a lin g P rt n l Y es T G A

8 3D. 73Q D 蝪ens ly Y e s T G A I

配D . 7 64 D
B 3D. 78S D " ,'alfi i a ⊃lud llly Y 払 T G 九l o r P A l

8 3D. 79S 0 V b P⊃i FT essu ie Y ES T G A ロr P A l

B 3D .7 3 7 D D 臨 出血蝪n O o nslan t Y E ; T G ft l0 1 P A I

8】D.7 5BD
朗D .7郷
83 D.7至汀D 地 no l'舶 ler R a rUlfa n 加 Ufc te rt Y es P A

B3D .70 0D P H Y 鑑 T G A

B 3D JS3 13 馳 U ll吋 Y ES T G A

配D戯 14 Q a d allH iK e d ud tQ n M >- 阿d ld 印 申 nC 叫 佃in ert N 肌

即D戯 15 F lam tru O l叫 川ト Pm d Lrt S p ed llc 軸 [帽m art N ,'A

830 .63 16 E q )地 H illy 恥 打出Ld 司⊃ed 馳 叫 JIra nian N 肌

8 3D JB 3 17 馳 田野 S la H lly N o- P ro d i.d S P既暮rIC 叫 ■帽m art N 肌

8 3D JB 3 1S M & d b l吋 仙ト pro du ct s p ectn c 馳 叫 胞rm rL N 肌

8 30農芸28 C 佃 on e ra is 由 itsa cs N o - P ro d u ct Sp ed n c Fte q jlre m e rt N 机

8 コDJS3 21 a m 虻かle B re s to dra n W ゴl明色 帖ト 打d LJゴS p ed n c 叫 Ira tre rt N 肌

8 3D .71 G0 visctE ty 仙ト 打出LJi 申 ed fl c R so jIib it℃Tt N 帆

田 D.7 Q E0 u w v ta m ∋A b知巾加 r心- P ro d血 S p &a n c R e q u lre ire frt N 娩

'TGAI = 1aehrt田I grade鑑l胞III?'由tent; R以= pure active Ingrsdlmi

表10　輸入トレランスのための毒性データ項目14

白Ju白.r皆Refere nce N un -
旭 ■

S tudy T ib A pp l臨 u e b -叩 a tTel白ト■
ar℃白

Fco tra le N um ber

B7D.llQD A rt一点ora lIcpdct吋■｣ヨt Y白S

即m l;犯D A cute derm al1c舶 iy N o 1, 2

67m 1:氾B A cute h旭b bOfltCXd叫 ←rat N O 1一2

gTD24QD A cu e野B■川EatDon- rattil N o 1, 2

S7D 2 8コD A ctis d erm a m t地口n N o 1, 2

P D二2030 S kinssnst血 lm N o 1●2

野/D ^ IQD SD-D町 O re H QM dり｣ ro dsrt Y es

870 ,31ED 9D-D野 O re m 由 rt lv- ra n-ra 由rt Y臨

ST0 3諾ⅠD 21-0野 由[m alim k吟 M t】 2

次頁に続く
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表10　輸入トレランスのための毒性データ項目(続き) 14

G u H e lr■∋■=』reーe n【s N u n t
tF

如 v T tla A 押1ヒヨHe to I叩 crt ra Er.

8 ■ー=】∋
R ⊃Dh コ旭 H u n te r

87 0 3 2 E D 苧D -ロ野 a srm a lt弧 出噛 N 0 2

s ro a a庄 g D .ロsry inn a latio n- イ虞 N O 2

8 T0 2 7 8 D D 細 叩 m a nb 相加cily s lu 吋 Y由

S7 O J 60 0 M U tトG 釧白ra tio n R甲 旧dJd im Y es

ET D 4 1 Q D C h ro rt c T o xic吋 Y e s

【汀0.4 20 D C a rd r呼 r-d 吋 stu dy Y e s

E 70 A 三E】D C o irtjlrt由 c lrno n b ta x出師 rd n【勾EfllC吋 Y毎5

【汀0. B 1⊂旧toB r a′詔15 M 山顎jan H ty Y昌益 3

E 7 0 jsa :コD N a ur血 rc te ly 跳 e r1咽 ぬ触 ry Y毎5

S rO .7 20 0 C a m p 訂lio n a nlrra は ヨー叫 N o 4

F T D .7 4 8 S rJ由Eb d 臨m a id ph arn ta ca lcn et臨 Y毎5

E 70 .7良コD D e rm a p e na ba llm N □ 2

''Study used laigslyto dstemilne appropriate hazard statBmaris required on US. oasilcWe product latels.1 Stucfy relteds a --ils orexposure Jdsnnal or Inhalation) not expected (a be applcatte to dlEtary SKposire, the onlyld be relevant to us cfllzeris ila Imported roodsTeecls.3An lntlal tullar,'or me rdlc.iirtj three tests must tie oordudsd: (1) Arrtss assay is. tvpm-u&int}, Q) liternr--lagere mutatlcn assav, ara a¥ t3 nwo ra--jansucs assay, caaib ortha scrsenlngpiolDEScd rre? be fctna in Mldendi-llres. Dcictmmt PES1-1B63S4, avalabfe tr｡rn thB Nan｡nal Tecnntal Inr｡rmalbn serMce.　蒜蒜蒜

lg討u呼IS叩Pbヨtile arty to area a押l血ten to domesIC animals 85こ坪E68d tD d醜ry E叩凪J陀舶tl閤蜘I細.

表11輸入トレランスのための化学物質残留データ要求項目14

G uidsir瞭阻 S i山y n ぬ 叫 ｣.r由 ra rlm po止TD細 noa '

附 .300 N StU階or m臣観 山臣一一や(art s 良

850.13〕0 N吐lire ofth昏持…田山か- A nlira b CR一誌

660 1340 R 幽due An d沖田■触 れ∝8 - Pia i岳and A rt m d s R

階 ■1謝 M ulUr威 H e I*1馳 由 良

随. 13 90 蝕調野 由 lI晦 R■

敬 .1450 馳 gnliiri e ofRだ伽 卜 F由 ,M ilk, Fajlliy ,ard Eggs
C R }

860.19コ0 巳ー蝣op Ft削 Trials a

B≡沿.1520 Processing StLd 由 C R <

取 .1850 C m flnad RcislKru le n叩 M R

取 l1酎D 指 はR由itlon alC ra p N R +

'p. = ReqUred: CR - CcfidUcnElly Required; NR = Nat Required.2ReqdraS ir sibject ctop Is an anltnal ged ism, orir (te pSIfcHeサ1I3May rat be reqUrsd ir crcp Ie nal an animal r@Ed Item, ar ir llvasto^krnDJiies. Refer t｡ lad ｡t inis duEurreni fcrattdlil｡nal InlcnrHtlcn.遮ilted地怒既観監恕監- ,n -

b散not bs requiredif lrtsd｡eainent蕊謁.班.鰯監-56切望由叫1ロthe U.5., 0岬- -噛b nd岬b -s. Rarer

表12　輸入トレランスのために必要な野外試験の回数14

R 司ure d N o .o rFlaH T 伯旨[or a U .S .R町
ー舶 b n

鞄r釘 由野 d C耶 rrc d ty lm po佃 他 日息 {陶 帥 B asis)

0- 1PS, 0-36 * 3& -T5S

劫 5 帽 刀

16 (10 * 5 12 帽

次貢に続く
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表12　輸入トレランスのために必要な野外試験の回数(続き) 14

R eq d red N o .o r F fe U T佃 B ro t 3 ∪★S+ R町
l貞一d b n

P eー喋れ(a Q r Cf C Em ■ーⅧ 晦 trn po rl細 In to U 息 E馳 帥 由 sis)

0 - 1B % 1B -3 5 K 3 S -7S 騒

l2 3 8 12

β弼 ∋ 3 5 8

岩拘 2 3 】 3 占

3 2 3 3 3 3

ute number cf trials ditemilned icing Ink table may be reduced by 25% Tar acps resdhg B or more trtals If metabolism studies aid al hetrials Sum residues lass than lire Unit or quantHaUm of ire aiayta method. Crcps being used as representate commodte ld cdaln cmpgroup talarareias may net be ledusd ty an addHoral 2SS even ir metetEHtsm studfes and all lns trtats shew resWuas Dl fess thai lte Mirtt ofquanBlalicn.- Tha rurrcers Injarsrineses relsr ldthe nimter at trials requred ftr rspiesanlSIre craps being used burati a cmp graup tolerance. Ps de-salted In OFPrs aMmm ss0.1 500, ire number a teH bias reiiired far raaseentattre oomrnodllles that era beng use] ta suppoit a crapgroLp toterarea ls 25S less ttian Ins numbar requred to support: a la&snae of a srnie canmotfly. pro.iosd greslef lhan a trials ara reaiiredfertliB tafeiarBa　　'

3Fasar tlran Ifiree trials msiinto lha U.S. Four lndspendsntmreut ｡ppts QjdBirサaB｡.i鼠器ii intサhs盈;�"consunpllnn te tssv bw arti a relatively small amount of the ccurmctild torn each lesl pict n less man irraa trials are oanducbsd. Pallliorersbefdre piaceedng II Ifiey bal^ve mat fs^ar ｡Ids sre vi^ianted.組臨

表13　輸入トレランスのために必要な野外試験の回数

(輸入量の75%以上を占める場合) 14

…a slin u rn F唱和意r1:ロー N o . 0T T ria ls R白一
u▲S●ロlet s q u r組

D - O .O B 3 13

D. QS -Q一2 8

0 2 - 1.0 12

> i. a 16

'Tna number ol irias d由nrin細usl咽tMS

tjti'r nayir>g S or :rJll lhe ira監喜監護喜ミ買這註竃

撃憲沸
壁違背衛

0

cnia帽n
張neral
ants.隈悪蕊

冨【監監delm
nt野臨地rdn

3Fewerinanthree*IrtatBmaybeoarxluctedirthedietaryeonsurnp&ainIE蝣.Brylowandardairt'sjysmallarromtortnecommodltjlt>IrnporteamotheU.S.Rxrlodepencfentsam-pfesrnLEtbecslteriBdTrnmeachtest:plot;irleasinanthreetrialsareccrdLKled.Fell-

tbnヨrSiぬHem*ヨrcarsultOF4サ'TSGU由ihe
慧邑orcォr!actirc-ぽIe.v>=fIr誤p-0-
3r?

残留が認められている農薬のリスト

米国ではとくに輸入トレランスが設定されている農薬のリストは作成されていない｡現

在､登録の見直しが行われており､それにつれて､残留基準が取り消されるケースも多く

なるものと思われる｡その結果､輸入トレランスが設定される農薬も増加するものと考え

られるが､現時点においては､特にリストは作成されていない模様である｡
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(4)懸念事項

米国では有機リン農薬､カーバメート農薬､有機塩素農薬､発がん性農薬に対し､懸念

が持たれており､再登録作業においても､これらの農薬が優先的に評価されている｡

2004年7月時点に米国EPAは農薬の潜在的発がん性の評価結果を示している｡この情

報は平成16年度報告書の第一分冊別添に収載してある｡
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2. 1. 2　動物薬

(1)米副手おける動物薬に対する規制の概要

認可の概要

米国では動物薬は連邦食品医薬品化粧品法(FFDCA)の下で､食品医薬品局(Foodand

DrugAdministration, FDA)の動物薬センター(Center for Veterinary Medicine, CVM)により

所管されている　FFDCAの360b条は､新規の動物薬は､その使用法と使用目的に関して

認可が得られていない場合は､安全と見なされないことを記している15｡

承認申請の手順等については連邦規則集の21CFR514に記載されている16｡

21CFR514.1.仲)は提出すべき情報について規定しており､この(8)として､ ｢安全性および有

効性を確証する証拠｣について提出すべきことを記している｡この中で､安全性に関して

は､急性､亜急性､慢性毒性データおよび､臨床検査室データ(clinicallaboratorydata)を

提出すべきことを規定している｡

FDAは食用の動物に使用される動物薬等についての毒性試験のガイドラインを示して

いる17｡要求される毒性試験の詳しさは､用途およびヒトの経口暴露の可能性により異な

っている｡ガイドラインの概要は下記の通りである｡

一般にすべての化合物に要求される試験

･ ｢閥値の評価のためのガイドライン｣に記載されている一連の遺伝毒性試験

･音歯類(通常ラット)および非番歯類(通常イヌ)を用いた90日混餌試験

･催奇形性の評価を含むラットを用いた2世代生殖試験｡各世代について母動物あたり2

腹が得られなければならない｡低用量で高頻度に毒性が認められる場合､あるいは第

-世代に比較して第二世代でより強い毒性が認められる場合は､第三世代を含めなけ

ればならない｡

FDAが追加で要求する可能性のある試験

･  ｢開催の評価のためのガイドライン｣に記載された規準により指示される場合は､

2種の審歯類を用いる発がん性を調べる慢性試験｡ラットを用いた試験では発がん

性の他に慢性影響も評価できなければならない｡

･残留物-のヒトの暴露が25Mg此g/day (体重60kg､食事の固形分を1500gと仮定し
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たとき､ Ippmに相当)を超える琴合､あるいは対象動物に残留物が生物濃縮すると

いう証拠がある場合は､畜歯類(通常ラット)および非番歯類(イヌ)を用いた1

年の混餌試験｡

･化合物が既知の催奇形性物質に構造的に類似している場合､化合物がホルモン活性

を持ち胎児に影響を与える可能性がある場合､あるいは化合物が生殖/催奇形性試

験で有害影響を示し､催奇形性物質である可能性が示唆される場合は､別の種での

催奇形性試験｡

･化合物の生物学的影響を適切に評価するために必要な場合は､その他の特異的試験｡

例としては､神経毒性試験､免疫毒性試験､ホルモン活性試験等がある｡

FDAは発がん性が認められた場合は､一般に､低濃度で直線を仮定している数理モデル

(Farmer, Kodell and Gaylorモデル)を用い､ 95%上限信頼限界値を用いて定量的な評価を

行い､実験動物における生涯発がんリスクが10~6以下の場合を許容することとしている｡

その他の毒性エンドポイントについては､最も感受性の高い動物を用いた最も感受性の高

い研究結果のNOELを安全係数で除して許容1日摂取量(ADI)を求めている｡安全係数

の大きさは毒性エンドポイント毎に下記を採用している｡

慢性試験　　　　　　　安全係数: 100

生殖/催奇形性試験　安全係数MOO (母動物毒性が明確な場合)

1000 (上記以外の場合)

90日試験 安全係数: 1000

性ステロイドに対して要求される試験

すべての性ステロイドが発がん性を示しているわけではないが､ FDAはすべての内因性

の性ステロイドおよび同様の生物活性を持つ合成化合物は発がん性の疑われる物質と考え

ている｡一方､ FDAは内因性の性ステロイドについては適切な試験の結果に基づき､遺伝

毒性を持たない物質であると考えており､ある化合物に実験動物で発がん性が認められた

としても､がんは､その化合物とDNAとの直接的な反応によって生じるのではなく､ホ

ルモン系の持続的な過度の刺激の結果､ホルモン感受性の組織に過度の増殖が起こり､そ

の結果として腫癌ができると考えている｡従って､処理動物組織中の残留物によりホルモ

ン系の持続的な過度の刺激がない場合は､ヒトに発がんリスクの増加が生じることははい

44



と考えている｡

a.内因性性ステロイド

FDAは通常1日に体内で産生される量の1%以下であれば､安全と見なせると考えてお

り､通常､特段の試験を要求していない｡

b.合成性ステロイド

FDAは合成性ステロイドに関しては動物試験により安全性を確認することが必要であ

ると考えている｡ FDAは下記の試験を行うことを推奨している｡

･ ｢閥値の評価のためのガイドライン｣に記載されている一連の3種の遺伝毒性試

験

･催奇形性の評価を含むラットを用いた2世代生殖試験｡各世代について母動物あ

たり2腹が得られなければならない｡低用量で高頻度に毒性が認められる場合､

あるいは第-世代に比較して第二世代でより強い毒性が認められる場合は､第三

世代を含めなければならない｡

｡ 2番目の種を用いた催奇形性試験

･ラットを用いた90日混餌試験

.イヌを用いた90日混餌試験

･アカゲザルあるいはその他の霊長類を用いた180日試験｡試験では90日の投与期

間の前に90日の観察期間をおく｡試験によりホルモンに影響を与えない用量が確

立できなければならない｡被験物質が排卵､月経期間､生殖巣刺激ホルモン(黄

体ホルモン(LH)､ろ胞刺激ホルモン(FSH)､内因性ステロイド(エストラジオ

ール､エストロン､プロゲステロン)に与える影響を評価する　FDAはこれらを

最も感受性の高い試験と見なしている｡

FDAは遺伝毒性試験データが陽性の場合､あるいはその他のバイオアッセイでホルモン

感受性の高い組織にがんの前駆的障害が認められた場合は､ 2種の審歯類を用いる発がん

性を調べる慢性試験を要求する｡発がんが認められなかった場合､あるいはホルモン感受

性以外の組織のみに腫癌が認められた場合は､ FDAは最も感受性の高い種の最も感受性の

高い試験結果からADIを算出する｡ FDAは通常､前述のような安全係数を使用する｡ま

た､霊長類の試験に対しては安全係数100を使用する｡

ホルモン感受性以外の組織に発がんが認められた場合は､ FDAは前述のような手順に従
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って残留がないと見なせるレベル(生涯過剰発がんリスクが104以下)を求める｡

認可動物薬リスト

FDAが認可している動物薬は､その他の動物薬関連情報とともに､ウェブページ

(http://dil.vetmed.vt.edu/)で検索することができる｡また認可している動物薬のリストは

FDAのCVMのウェブページ(http:〟www.fda.gov/cvm/VMF/vmf.htm)からもダウンロード

することができる｡平成16年度の報告書第-分冊別添に2005年3月時点でのリストを収

載しているが､ 2006年3月時点で~のリストを本報告書第-分冊別添に収載する｡

残留基準

FDAはFFDCA346条の下で､食品に使用される動物薬に対して残留基準(tolerance)を

設定している｡個別の動物薬の残留基準は連邦規則集21CFRPart556に記載されている18｡

動物薬のADI情報

米国において認可されている動物薬のADI情報は基本的に残留基準を定めた21CFRPart

556に記載されているが､必ずしも全ての物質に記載されているわけではない｡それ以外

に動物薬のADIを記載したリストのようなものはインターネットでは入手できなかった｡

(2)動物薬の使用量

米国における動物薬の使用量についてFDAの動物薬センター(CVM)に問い合わせを

行ったが情報は入手できなかった｡

(3)輸入トレランス

動物薬については､米国では輸入トレランスは設定されていない19｡従って､米国で認

可されていない動物薬の輸入食品中-の残留は認められない｡すなわち､トレランスは｢ゼ

ロ｣である｡なお､ 1996年動物薬利用可能仕法(Animal DrugAvailabilityAct of 1996, ADAA)

の第4条は動物薬の輸入トレランスの設定について規定しており､ FDAは2001年､輸入

トレランスに関する規則作成について先行公示を官報に発表し､一般からのコメントを求

めたが20､ 2006年3月末現在､輸入トレランスに関する規則は作成されていない｡
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(4)懸念事項

ウェブページを調べた限りにおいて､米国でとくに懸念を呼んでいる動物薬は認められ

なかった｡
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2. 2　カナダ

2. 2. 1　農薬

(1)カナダにおける農薬に対する規制の概要

登録の概要

カナダでは農薬はカナダ厚生省(Health Canada)の農薬管理規制庁(Pest Management

Regulatory Agency)により､病虫害防除製品法(Pest Control Product Act)および食品医薬

品法(FoodandDrugAct)の下で規制されているlo同法の下では､ ｢病害虫｣は｢害を与

える､有害な､あるいは不快な昆虫､真菌､細菌､ウイルス､雑草､ネズミ､あるいはそ

の他の植物あるいは動物｣と定義されており､ ｢病害虫防除製品｣にはわが国でいう｢農薬｣

の他に､衛生害虫等の防除を目的とするものも含まれている｡

カナダにおいては､農薬は､登録を受け､規定の基準に従い､規定の包装および表示を

行わない場合は､販売あるいは輸入することができない｡登録を得るためには､広範囲の

情報を提出して審査を受けることとなっている1｡

カナダにおいて農薬の登録を得る際に要求される情報は米国環境保護庁のデータ要求と

かなり類似しており､調和が図られている2｡

カナダにおける毒性情報の要求項目を表17に示す｡

表17　農薬に対する毒性試験データ要求項目(必須のもののみ)

試 験 項 目 注

急性経 口毒性 (ラッ トが望ま しい) 気体および高挿発性物質では不要

急性経皮毒性 (ウサギが望ま しい) 気体および高揮発性物質､ 及び皮膚腐食性あるいは pH 2 未満ある

いは 11.5 超の物質では不要

急性吸入毒性 (ラッ トが望ま しい) 製品に吸入 され うる物質が含まれ る､ あるいは使用条件下でその

ような物質を生じる場合に必要

一次眼刺激性 (ウサギが望ま しい) 皮膚腐食性 あるいはPH 2 未満あるいは 11.5 超の物質では不要

一次皮膚刺激性 (ウサギが望ま し

い)

気体お よび高揮発性物質､ 及び皮膚腐食性あるいは pH 2 未満ある

いは 11.5 超の物質では不要

皮膚感作用性 (モルモッ トまたは

マ ウス)

モルモ ット:マキシマイでーシヨンあるいはビユうー法､ マウ女 :局所 リンパ

節アツセイ

皮膚腐食性 あるいはpH 2 未満あるいは 11.5 超の物質では不要

90 日経 口試験 (ラッ トが望ましい) 投与後の快復期間を含めることが望ましい
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90 日または 12 ケ月 (イヌ) 経口試 食品に使用されるか､ あるいは食品と接触する場合に必要

験 イヌの試験は12 ケ月であるが､ イヌが感受性が低いことが実証さ

れている場合は90 日でもよい○

【21 日経皮試験】 使用パターンによっては要求される

【90 日経皮試験】 使用パターンによっては要求される

[90 日吸入試験 (ラット) 〕 毒性を生じる濃度で繰り返し吸入暴露が起こりうる場合に必要

【90 日神経毒性試験 (ほ乳類) 】 急性経口､ 経皮､ 吸入試験で神経障害あるいは神経毒性を示した

場合に必要

慢性試験 (奮歯類､ ラットが望ま 食品に使用されるか､ あるいは食品と接触する場合は経口経路が

しい) 勧められる○試験期間は24 ケ月以上0

発がん性試験 (審菌類､ ラットが 食品に使用されるか､ あるいは食品と接触する場合は経口経路が

望ましい) 勧められる○ラットの試験期間は24 ケ月以上○

発がん性試験 (審歯類､ マウスが 食品に使用されるか､ あるいは食品と接触する場合は経口経路が

望ましい) 勧められる○マウスの試験期間は18 ケ月以上○

【慢がん併合試験 (宙菌類､ ラット ■食品に使用されるか､ あるいは食品と接触する場合は経口経路が

が望ましい) ] 勧められる○ラットの試験期間は24 ケ月以上0 ラットの慢性試験

と発がん性試験を本試験に併合して提出することができる

多世代生殖試験 (宙菌類､ ラット 食品に使用されるか､ あるいは食品と接触する場合は経口経路が

が望ましい) 勧められる○場合により世代あたり二腹の観察を検討する

未熟動物の他のエンドポイントの試験と併合することが勧められ

る○

出生前発生毒性試験 (菌歯類､ ラ 他の経路が琴露をより反映していることが明らかな場合以外は経

ツトが望ましい) 口経路 (経口挿管法) が望ましい

経口試験で被験物質が出生前の発生毒性物質であることが明らか

になった場合は､ 他の経路の追加の試験が要求されることがある

出生前発生毒性試験 (非番菌類､ 他の経路が暴露をより反映していることが明らかな場合以外は経

ウサギが望ましい) 口経路 (経口挿管法) が望ましい

経口試験で被験物質が出生前の発生毒性物質であることが明らか

になった場合は､ 他の経路の追加の試験が要求されることがある

遺伝毒性試験 =細菌復帰突然変異

試験

遺伝毒性試験 :in vitro ほ乳類細胞 マウスリンパ腫 L5178Y 細胞､ C H 0 又はチャイニーズハムスター

試験 繊維芽細胞､ CH 0 細胞 AS 52 株のいずれか

[遺伝毒性試験 ‥in vitro は乳類染色

体構造異常 (clastogenicity )試験】

上記の試験で観察されていない場合に必要

遺伝毒性試験 ‥in vivo 細胞毒性試

験

審歯類の骨髄細胞を用いて､ 中期分析あるいは小核試験を実施

実験動物での代謝/ トキシコキネ

テイクス (ほ乳類)

最適の動物種

【急性遅発性神経毒性 (メンドリ) ]一有機 リン化合物であるか､ その他の遅発性神経毒性を引き起こす

物質に構造的に似ている場合に必要

【28 日神経毒性試験 (メンドリ) 】 急性遅発性試験で神経障害､ 神経毒性を示す､ あるいはそのよう

場物質に構造的に極めて類似 している場合に必要
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【急性神経毒性試験 (ラット) 】 神経毒性の可能性がある場合に必要○特定の被験物質については

コリンエステラーセ○活性の測定等の追加の測定が要求される○暴露経路は

ヒトの主たる暴露経路○

【急性神経毒性試験 (ラット) 】 神経毒性の可能性がある場合に必要0 特定の被験物質については

コリンエステラIで活性の測定等の追加の測定が要求される○暴露経路は

ヒトの主たる暴露経路○ラットの90 日試験に追加動物を設定して

同時に実施することもできる○

【発生神経毒性試験】 他の試験で神経系への影響が観察された場合に必要○被験物質が

成獣に神経障害あるいは神経毒性を起こす､ あるいはホルモン活

性がある､ あるいは発生段階でその他の神経系への影響を示す場

合は検討すべき○二世代生殖毒性試験に併合することを検討する

ことが勧められる0

カナダにおいては農薬登録の有効期限は基本的に5年間とされている30

亘匿塵

現在､カナダにおいても農薬の再評価が行われている｡カナダでは2001年3月末の時点

で､約550の有効成分が登録されていた｡そのうち､ 1994年12月31日以前に登録された

有効成分について優先順位をつけた再評価が行われている｡再評価プログラムでは有効成

分が下記のように4つのプログラムに分けられている4｡

プログラム1 :外国におけるレビューがある

プログラム2:カナダ国内において詳細なレビューが必要

プログラム3 :カナダにおける再評価に米国のFQPAの下での再評価を考慮するもの

プログラム4:特に的を絞った再評価(特別レビュー)

プログラム1は挙国EPAによりリスク評価書あるいは再登録適格文書(RED)が公表さ

れているものである｡さらに､EUやオーストラリアの規制機関が最近行ったレビューも､

利用することとしている｡

プログラム2では､適切なレビュー文書がないもの､カナダでは特有の使用状況がある

もの､すでにレビューを開始しているものが含まれる｡

プログラム3には､ EPAの残留基準再評価プログラムで優先順位が高い有機リン､カー

バメート､発がん性物質(BlおよびB2)等について､カナダにおける使用状況をも勘案

して優先的にレビューが行われる｡

プログラム4は重大な有害影響の潜在性が認められるもの､国内および国際的に特に問

題とされているもの(例えば残留性有機汚染物質)､規制上のフォローアップを要する問題
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が生じているもの等が含まれる｡

カナダにおける再評価のプロセスを図3に示す｡

図3　農薬の再評価のフローチャート4

残留基準

PMRAは食品医薬品法(Food and Drugs Act, FDA)の下で､食品と接触する農薬につい

て､最大残留許容量(maximumresidueli血ts,MRL)を設定することになっている1｡ MRL

は食品医薬品規則(Food and Drugs Regulations)のPart B Division 15の表Ⅱに記載されてい

る｡食品医薬品法は第4条で､不良の(adulterated)食品を販売することを禁じており､表
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ⅡにMRLが設定されている農薬を､ MRLをこえて含む食品は不良食品であるとしている

50また､ MRLが設定されていない農薬については､農薬やその弼生物を0.1 ppmを超え

て含む食品は不良食品であるとしている6｡

カナダの残留基準(PartB Division 15の表Ⅱ)は下記のウェブページからダウンロード

できる｡

http : //www. hc - s c. gc. c a/fh -an/legislatioii/ac ts -l oi s/fdr-rad/in dex_e. h tml

なお､ PMRAは現在､ MRLが設定されていない農薬についての一律の残留基準0.1 ppm

を撤廃することを検討中である7｡この数値は､まだ農薬残留物の分析限界値が0.05 ppm

程度であった時に設定されたものであるが､現在の分析技術では0.01 ppmレベルまでの検

出が可能である｡一律の残留基準0.1 ppmを維持すると､高い残留を許容してしまうこと

になってしまう｡また一方で､現在は農薬の使用量が減少しているが､実際のモニタリン

グデータがない場合は､食品中-の残留量を上限である0.1 ppmに仮定することになり､

暴露量の精度がかなり落ちる事になりかねない｡これらのことから､ PMRAはこの一律基

準を撤廃し､国内および輸入食品に残留するすべての農薬に対して個別の基準を設定する

ように規則を変更することを考えている｡なお､このことはたやすくできることではない

ため国内に登録のある農薬については､移行期間中は0.1ppm未満の米国の残留基準をベ

ースとし､さらに､適切な場合は､ O.lppm以下のCodexのMRLも考慮することとし､移

行期間中に個別のMR上が改定できない場合は､定量できる残留は許容しないこととする

ことを検討しており､コメントを求めている7｡

また､ PMRAは2003年7月28日､残留量が検出限界以下であった時の数値の当てはめ

に関する方針を発表した8｡この文書では､検出されず(nondetects, ND)に対して､デフ

ォルトとして､検出限界(Limit of Detection, LOD)あるいは定量限界(LimitofQuantitation,

LOQ)の1/2の数値を使用することを勧めている｡さらに､ PMRAが感度分析を行って､

ND-LOD/LOQ､またはND-ゼロを用いた場合のインパクトを調べ､結果が変化する場

合については､さらに詳細な統計学的手法を使用する方針であることを述べている｡

農薬のADI情報

カナダにおいて登録されている農薬のADIおよび関連する毒性評価情報は､基本的には､

その農薬の新規の登録時に作成される評価書(Regulatory Decision D∝ume叫RDD) ､ある
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いは再評価の際の評価書(Re-evaluation Decision Document, RRD)に記載されているOカナ

ダにおけるこれらの文書のうち最近のものは下記のサイトからダウン.ロードすることがで

きる｡ ADIの数値をまとめたリストはウェブ上には見つからなかった｡

http ://www.pmra-arla.gc.ca/english/pubs/pubs-e.html

(2)農薬の使用量

カナダにおける農薬の使用量についてHeal也Canadaの農薬管理規制局(PMRA)に問い

合わせを行ったが､情報は入手できなかった｡

(3)輸入トレランス

2003年2月の文書におけるデータ要求

2003年2月､米国EPA､カナダPMRA､メキシコCICOPLAFEST (Comision Intersecretarial

para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas Sustancias Toxicas)は共同で､ ｢輸入農作物の

残留基準のためのデータ要求項目に関するNAFTA手引き書(NAFTAGuidance Document on

Data Requirements for Tolerances on Imported Commodities) ｣を公表した9.この文書は､米国､

カナダ､メキシコ(NAFTA加盟国)のいずれの国においても当該作物-の使用が登録され

ていない農薬について､NAm加盟国での輸入トレランスの設定に際して要求されるデー

タを示しているが､一方で､ NAm加盟国内でのデータ要求項目の調和を図ることも､ね

らいの一部と考えられる｡

この報告書に示されているデー.タ要求項目は基本的に米国におけるデータ要求項目と

同様であるが､若干異なっているところもある｡

毒性データ要求項目は下記の通りである｡

･急性経口毒性　ラット

･90日経口毒性　審歯類

･90日経口毒性　非番歯類

･発生毒性試験

･複数世代生殖毒性試験

･慢性毒性試験

･発がん性試験

･慢性毒性/発がん性併合試験
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･変異原性試験(Ames試験､ほ乳類培養細胞前進突然変異試験､ in vivo細胞遺伝学試

験)

･神経毒性スクリーニング試験

･代謝および薬物代謝試験

･場合により､有機リン化合物に対する急性暴露遅発性神経毒性試験､有機リン化合物

に対する28日反復投与遅発性神経毒性試験二　審歯類における神経毒性試験

また､残留試験については､下記が要求される

･植物中での残留物の性質

･動物中の残留物の性質(作物が動物飼料の場合及び米国に輸出される動物に直接使用

される場合に必要)

･植物および動物中の残留分析の方法

･複数農薬残留物の同時分析の方法

･貯蔵安定性

･肉､ミルク､鶏肉､卵-の残留レベル(作物が動物飼料でない場合､あるいは動物に

おける代謝試験で可食部-の残留の可能性がない場合は不要)

･作物の野外試験

･加工試験(米国-の輸出後加工されない場合､あるいは加工原料が米国に輸出されな

い場合は不要)

場合によっては､ 1つ以上の下記の試験が要求される可能性がある｡

･一時的残留試験(作物の大きさによっては要求される)

･施設内作物輪作試験(作物の大きさによっては要求される)

･野外作物輪作試験(作物の栽培法によっては要求される)

輸入トレランスのために必要な野外試験の回数については米国の場合と同じである｡

2005年11月の文書におけるデータ要求

その後､ 2005年11月､米国とカナダは共同で｢米国およびカナダにおける輸入農作物

の残留基準のためのデータ要求項目に関するNAFTA手引き書(NAFTAGuidance Document

on Data Requirements for Tolerances on Imported Commodities in the United States and Canada) ｣
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を公表した10｡この文書によると､当初は米国､カナダ､メキシコ三国を対象としたもの

であったが､メキシコにおいては新規の規則作成を伴い､そのための資源投資を必要とす

るため､現時点においては､二国間のものとした､とされている｡

文書の内容は､2003年時点のものに比較して簡単なものになっており､詳細については､

米国およびカナダのガイドラインを引用している｡

この文書によると､輸入トレランス設定のために必要な毒性データは､国内においてト

レランスを設定する際に必要なデータと同じである｡しかし､既存の毒性データがある場

合はこれを使用することができる｡

残留データについても基本的に国内用と同じであるが､野外試験からの残留データにつ

いては輸入トレランスの場合には､野外試験の回数に若干の軽減措置がある｡軽減の考え

方は米国における輸入トレランスの場合と同じである｡

その他､加工食品の場合は､加工食品における残留試験､飼料用の作物の場合は､家畜

における代謝試験および残留試験が要求される｡

CodexのMR上が設定されている場合には､米国､カナダにおける残留データのレビュ

ーは軽いものとなりうる｡

なお､現時点においては､カナダでは､残留基準が設定されていない農薬の残留基準は

一律に0.1ppmとされており､輸入食品-の農薬の残留についてもこれが適用されている

が､前述のように､この一律の残留基準の撤廃に関する検討文書が2003年1月に発表され

た｡この方針が採用されれば､カナダで登録されていない農薬の輸入食品-の残留に対し

てもこの方針が適用されることになる｡すなわち､カナダに登録のない農薬の輸入食品-

の残留については､移行期間中はCodeXのMRLを考慮するが､移行期間中に個別のMRL

が設定できない場合は､定量できる残留は許容しないこととなる｡移行期間後は永続的な

MRL (permaneふtMRL)が必要となるが､この設定には､完全な毒性データおよび残留デ

ータが要求される｡ 2003年1月の文書は､これには完全な評価モノグラフあるいはレビュ

ーあるいは輸出国における毒性および残留データの評価文書､あるいはPMRAあるいは米

国EPAの評価書と同等の質の､ 5年以内に作成されたEUあるいはJMPRのモノグラフの

提出が必要である7としている｡また､輸出国における登録がなくなった農薬については､

カナダにおけるMRLは撤廃され､定量可能な残留は認められないこととしている7｡
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(4)懸念事項

米国と同様､有機リン､カーバメート､発がん性農薬は優先的に再評価されている｡リ

ンダンについては特別レビューの結果､フェーズアウトが決定された11｡
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2. 2. 2　動物薬

(1)カナダにおける動物薬に対する規制の概要

登録の概要

カナダでは動物薬はカナダ厚生省(Health Canada)の動物薬部(Veterinary Drug Directorate,

VDD)により食品医薬品法(FDA)の下で規制されている｡カナダでは新規動物薬は食品

医薬品規則のPart C Division 8の下で適合の通知を受けた後でないと販売することができ

ない｡適合の通知を受けるためには､事前に安全性および有効性を判断できるデータを提

出することが必要である】2｡

データ要求項目

新規の動物薬の申請にあたって提出すべき書類は､具体的には下記の4つのパートに分

けられる13｡

パート1:マスター文書

パート2:製造及び品質管理

パート3芋,実験動物を用いた毒性試験

パート4 :薬理試験および残留試験

パート5 :対象動物種に対する安全性試験

パート6:有効性試験

ここで､実験動物に対する毒性試験として要求される試験は下記の通りである｡

急性試験(経口毒性試験､皮膚感作試験､急性経皮毒性試験､一次皮膚刺激性試験､

一次眼刺激性試験)

亜慢性経口毒性試験

慢性毒性試験

発がん性試験

生殖毒性試験

催奇形試験

変異原性試験

その他の試験

動物薬の適合申請における技術的な要求事項に関係した手引きは下記のウェブページか
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らダウンロードすることができる｡

http : //ww w. hc - s c. gc. ca/dhp -mp s/vet/app bc -deman de/gui de-ld/vi ch/index_e. html

このサイトには､ヒトに対する安全性に関係して､下記の試験等の手引きが示されてい

る｡

試験のための一般的アプローチ

微生物学的ADI決定のための一般的アプローチ

生殖毒性試験

遺伝毒性試験

反復投与毒性試験

発生毒性試験

反復投与慢性毒性試験

登録動物薬リスト

カナダにおいて登録されている動物薬(有効成分)のリストは､下記のウェブページで

みることができる｡

http ://www.hc-sc.gc.ca/vetdrugs-medsvet/vet_drug_hst_e.html

残留基準

VDDは食品医薬品規則のPart B Division 15.003 TableIHに､食品中の動物薬に対して最高

残留限界値(Maximum Residue Limit, MRL)を設定している｡食品-の動物薬の残留レベ

ルがこの値以下であれば､食品医薬品法第4条(d)の下での不良食品とはならない｡

動物薬に対する残留基準は下記のウェブページからダウンロードすることができる｡

http : //www. hc - s c. gc. ca/dhp - mp s/vet/mrl-l mr/mrl -l mr_versu s_new -nou veau_e. htm]

動物薬のADI情報

カナダにおいて登録されている動物薬のADI情報は基本的に残留基準を定めた時の評

価書に記載されているはずであるが､ウェブ上には公開されていない｡また､ ADIのリス

トのようなものもない｡カナダ厚生省の動物薬部に問い合わせを行ったところ､スルホン

アミド､ブキノレート､ハイドロコーチゾン､ポリミキシンについては､ ADIは設定され

ていないとのことであった14｡以下にADIの数値について回答のあったものをかっこ内に
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示す｡

アンプロリウム(50Mg此g'bw/day)

ナラシン(5〃 g/kg'bw/血y)

ピルリマイシン(10/zg収g'bw/day)

モネンシン(12.5fi gfl(g�"bw/day)

ロべニジンハイドロクロライド(140ixg此g-bw/day)

マデュラマイシンアンモニウム(l〟g/kg-bw/day)

(2)動物薬の使用量

カナダにおける動物薬の使用量について､カナダ厚生省の動物薬部(VDD)に問い合わ

せを行ったが､情報は入手できなかった｡

(3)輸入トレランス

カナダにおける動物薬の輸入トレランス設定の有無について､カナダ厚生省の動物薬部

(VDD)に問い合わせを行ったが､情報は入手できなかった｡インターネットによる検索

の範囲内では､カナダにおける動物薬の輸入トレランスに関する情報は入手できなかった｡

(4)懸念事項

カナダでは抗生物質の動物-の使用が懸念を呼んでいるようである｡カナダでは食品医

薬品法の下で､抗生物質を有効成分とする動物薬の販売および流通は規制されているが､

｢使用｣は規制されていない｡このため､ヒトの疾病治療法の抗生物質が食用動物にも使

用される事例があるようである　2002年6月に｢抗生物質の動物-の使用と耐性-のイン

パクトおよびヒトの健康に関する諮問委員会｣の報告書が提出され､特に食用動物に用い

るための抗生物質の販売と規則に関して､12の勧告が出された｡この勧告を下記に記す15｡

･抗生物質に対する規制(ランセンス付与､販売､流通､使用､規制適合)において､

抗生物質耐性の人の健康へのインパクト-の配慮を含めるようにすること

･可及的速やかに､抗生物質耐性に関して､動物薬の､ヒトおよび動物の健康-の安全

性評価のための特別な方法および規準を作成すること

･認可後のサーベイランスのために､耐性の開催レベルを明確にし､開値を超えた場合

に取る修復措置について､認可の変更や市販の停止も含めて規定すること
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･　可能であり､カナダの国民の利益に適合している場合は､動物薬の規制アプローチお

よび規準を他の国､とくに米国のものと調和させるよう努力すること

'抗生物質耐性およtF関連事項について､定期的に独立した助言を求めることoしかし､

カナダ厚生省は規制に関する意思決定責任は保持すること

･抗生物質の使用及び耐性管理に関して､連邦および地方の政策の適切な調和を確保す

ること｡また全ての関連規則の厳格な執行を確保すること｡

･食用動物に使用されているすべての抗生物質を評価､登録し､これに医薬品同定番号

(drug identification number, DIN)を付与すること｡これには多量に輸入される抗生物

質(active pharmaceutical ingredient, API)も含め､許可なしではカナダ-の導入は許容

しないこととすべきである｡この勧告の意図は､食用動物-のAPIの直接使用を止め

ることである

･　抗生物質の処方毒薬化や価格設定は､抗生物質の使用をやめる誘因にはならないであ

ろう｡ケベック州のアプローチをモデルとして研究すること｡

･抗生物質耐性に関し､医薬品広告における宣伝文句やプロモーションに適切な注意を

払い､言い分の裏付けが確認で､きるようにすること｡

｡　疾患治療や防除に用いられるすべての抗生物質を処方隻によってしか入手できないよ

うにすること｡

･　ラベル外使用がヒトの健康を害することがないように､ラベル外使用に関する方針を

策定すること｡このような方針にはヒトの健康に決定的に重要な特別の医薬品のラベ

ル外使用を禁止できることも含める｡

上記の報告書に応えてVDDは2005年6月､ ｢食用動物-の抗生物質使用に伴う抗生物

質耐性に対応するためのリスク管理措置に関する現在の考え方｣という報告書を発表した

16　VDDはこの中で､抗生物質耐性に対する行動計画､新規動物薬申請に際する微生物学

的安全性試験要求に関する手引き､抗生物質医薬品のカテゴリー分けに関する提案､を示

している｡
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2. 3　　　∪

2. 3. 1　農薬

(1) EUにおける農薬に対する規制の概要

登録の概要

EUにおいては､農薬の認可､販売､使用､管理は｢植物保護剤の販売に関する1991年

7月15日の理事会指令(91/414侶EC)｣の下で規制されているl｡この指令において､農薬

は植物保護剤と呼ばれており､我が国の場合と同様､農業用のもののみが含まれており､

衛生害虫等の防除用のものは含まれていない｡同上指令は､ EU加盟国における農薬の認

可制度の調和を図り､農薬および農業産品の流通の円滑化を図ることを意図したものであ

り､有効成分としては､加盟国共通のリスト(AnnexI)に掲載されているものしか使用す

ることができない｡一方､ AnnexIに掲載されている有効成分を含む農薬製剤については､

各国独自に登録を行うこととなっている｡

指令第5条において､有効成分は､下記の(a),仲)の条件を満たす時に､ AnnexIに記載さ

れる｡

(a)　その残留がヒトや動物の健康あるいは地下水に有害な影響を及ぼさず､環境に

許容できない影響を及ぼすことがなく､また､毒性学上あるいは環境に間鹿が

ある物質である場合には､その残留が一般的な方法により測定できる

O))　その使用によりヒトや動物の健康に有害な影響を及ぼさず､環境に許容できな

い影響を及ぼすことがない

この場合､ヒトに対する許容1日摂取量(ADI)､許容できる作業者の暴露レベル､環境

中での挙動や分布および非標的生物種-の影響が考慮されるo農薬の有効成分の認可の有

効期限は10年間と定められている0

本指令の下で､加盟国は､新たな有効成分を含む農薬の認可申請を受けた場合は､申請

書類一式を欧州委員会および加盟国に送り､欧州委員会はこれを｢植物健康に関する常設

委員会(Standing Committee on Plant Health, SCPH)｣に送付する｡有効成分をAnnexlに記

載するかどうかの最終判断は｢食物連鎖および動物健康に関する常設委員会(Standing

Committee on the Food Chain and Animal Health, SCFCAH) ｣の助言の下に欧州委員会が行う

事となっている｡

指令第3条は､加盟国が自国における農薬の販売に関して本指令に従った認可制度を設
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けるべき事を規定している｡また､第4条は加盟国に対し､本指令のAnnex Iに記載され

た有効成分を含み､通常の使用条件下で有効であり､植物や植物製品､環境､ヒトおよび

動物の健康に有害な影響を与えず､農産物-の最大残留レベルが暫定的に設定されている

場合以外は､農薬を認可してはならないことを規定している｡

ただし､本指令第8条(2)の下に､本指令の公表後12年(すなわち2003年7月)までは､

加盟国は本指令の公表後2年(すなわち19993年7月)までの間に自国内で販売されてい

た農薬に限り､ Annex Iに記載のない有効成分を含む農薬の自国内での使用を許されてい

る｡これらの有効成分については欧州委員会が漸次評価を行うことになっている｡

情報要求項目

上記指令の下で有効成分がAnnexIに収載されるためには､申請者はAnnex nに記載さ

れている情報を提出しなければならない　Annex IIは提出すべき情報について詳細に記載

している｡ ｢毒性学的試験および代謝に関する試験｣として要求されている試験を表18に

示す】｡

表18　毒性学的試験および代謝に関する試験データ要求項目

日は条件付き要求項 目

試 験 項 目 注

ほ乳 類 にお け る吸 収 ●分 布 ●

排 壮 ●代 謝 に関 す る試 験 (過

常 ラ ッ ト)

急性経 口毒性試験

急性経皮毒性試験

【急性吸入毒性試験】 有効成分が気体あるいは液化ガス､ 薫蒸剤に使用､ あるいは使用

条件下でそのよ うな物質を生 じる場合に必要

皮膚刺激性試験 強い皮膚刺激を生 じる可能性 がある場合は不要

眼刺激性試験 眼に対す る強い刺激を生 じる可能性がある場合は不要

皮膚感作用性試験 被験物質が既知の感作性物質である場合は不要

[28 日経 口毒性試験】 試験濃度域決定のために実施 した場合は報告すること

90 日経口試験 (ラットお よびイヌ) イヌの感受性が有意に高いとい う証拠がある場合は12 ケ月の毒性

試験が必要

【28 日経皮試験】 作業者暴露の評価のために有用である○拝発性物質については経

口吸入暴露試験が必要かどうか､ 専門家の判断が必要

In vitro 遺伝毒性試験 細菌を用いた遺伝子突然変異試験､ ほ乳類細胞を用いた染色体障

害 (clastogenicity) 試験､ ほ乳類細胞を用いた遺伝子突然変異試験
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[体細胞を用いたin vivo 試験】 In vitro 遺伝毒性試験全てで陰性の場合は代謝系の異なる系で試験

するO は乳類細胞の細胞遺伝学的試験で陽性の場合時マウス骨髄

細胞細胞分裂後期分析あるいは審歯類小核試験を実施する〇m

vitro のいずれかの遺伝子突然変異試験で陽性の場合は不定期

DN A 合成あるいはマウススポット試験を実施する○

[生殖細胞を用いたin vivo 試験】 体細胞を用いたin vivo 試験のいずれかで陽性の場合に実施する○

慢性毒性および発がん性試験 (ラ

ット)

生殖毒性試験 (ラット､ 2 世代) 必要に応じて補助的試験が必要となる (雌雄別の試験､3 セグメン

ト試験､ 雄性稔性を調べるための雄性致死試験､ クロス交配試験､

精子形成への影■響､ 卵形性への影響､ 精子運動性等の試験､ ホル

モン活性試験等)

発生毒性試験 (ラットおよびウサ

ギ)

経 口経路で実施する○奇形と変異を別に報告する○

【遅発性神経毒性】 有機リン化合物のように遅発性神経毒性を示す物質に構造的に似

ている場合に必要

【その他の毒性試験】 代謝物を用いた試験､ 神経毒性試験､ 免疫毒性試験等の補助的試

験が場合により要求される

【医学的データ】 場合により中毒症状の認知､ 救急措置や治療の有効性等の情報が

要求される0

毒性のまとめと全体的評価 各試験でのN 0 A牢L の根拠､ A D I の設定案とN O A E L を提出する0

2005年12月1日現在､ EUにおいて登録されていた(Annex Iに収載されている)有効成

分は103物質(内6物質は微生物農薬)であった1｡その後､さらに6物質が加わり､現

時点では103物質(微生物農薬を除く)が有効成分として登録されている2｡これらの物質

を本報告書の別添に示す｡

有効成分の評価作業

上記の指令の公表2年後までにEUにおいて流通していた有効成分は多数に上っていた

ため､有効成分の評価はいくつかの段階に分けて行われることとなり､ 1992年､最初の有

効成分グループの評価作業に関する規則が公表された3｡最初のグループには90の有効成

分が含まれており､それぞれに対してレポーター国が指定された｡その後評価がすすみ､

2005年4月6日現在､第一ステージの90物質のうち､47物質がAnnex Iに含められてい

るOまた､28物質がAnnex Iに含まれないこととなっている｡残りの15物質については､

まだ決定が行われていない4｡

第二および第三ステージの有効成分の評価に関する規則は2000年2月29日に公表され

た5｡第二ステージの物質としては､ 148の物質がリストされた｡また第三ステージの有効

成分としては､ 1993年7月25日までに販売されていたもので､第-ステージおよび第二
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ステージの農薬を除き､さらに微生物農薬､食品や飼料に使用されていたもの､植物抽出

物､動物由来の物､リベラントやトラップ等に用いられるもの､殺鼠剤､貯蔵植物等に用

いられるもの等を除いた物質とされた｡その後､ 2001年4月6日の委員会規則により､第

二ステージの物質の評価対象が63物質(有機リン23物質､カーバメート12物質､その他

28物質)に絞られ､その手順の詳細が公表された6｡

また､第三ステージの物質については､ 2002年8月21日､その評価の手順が再度公表

され､ 188物質について書類の提出期限が明確化された7｡一方､第二ステージおよび第三

ステージの物質で期限までに届出のなかった320物質は､ 2002年11月20日の委員会規則

により､ AnnexIには載せないことが決定された8｡

第四ステージには微生物農薬､食品や飼料に使用されていたもの､植物抽出物､動物由

来の物､リベラントやトラップ等に用いられるもの､殺鼠剤､貯蔵植物等に用いられるも

のが含まれている｡このうち､微生物農薬､殺鼠剤､貯蔵植物等に用いられるものについ

ては､指令のAnnexI (有効性成分リスト) -の掲載を求めるために､完全な届出を規則

発効(2002年8月1日)から6ヶ月以内に提出し､それ以外の物質については規則発効後

3ケ月以内に簡易な届出を提出することとされた9｡その後､ EUには新たにチェコ､エス

トニア､キプロス､ラトビア､リトアニア､ハンガリー､マルタ､ポーランド､スロベニ

ア､スロバキアの10ヶ国が加わった｡これに伴い､これらの国で使用されていた71の農

薬も評価の対象となり､第四ステージに加えて評価が行われるようになった】 2004年12

月3rPの委員会規則では､これらも含めて第四ステージにおける評価の手順を明らかにし

ている11｡これによると､第四ステージにおいて評価の対象となる物質の数は295に上る｡

また､上記の既存の有効成分の評価作業に加えて新規の有効成分の評価作業も行われて

いる｡

経過措置

指令第8条(2)は､ Annex Iに収載されていない有効成分を含む農薬の販売期限を指令公

布の12年後まで(2003年7月まで)としている｡しかし､既存の有効成分の評価作業が

遅れたため､ 2002年11月20日の委員会規則(2076/2002)により､この期限が延長され､

第一ステージおよび第二ステージの農薬については2005年12月31日まで､第三ステージ

の農薬については2008年12月31日までに延長された｡また､ 2003年7月25日の委員会

決定により､第四ステージの農薬についてもこの期限は2008年12月31日までとされた12｡

66



欧州委員会はさらに､この一連の評価により安全以外の理由により有効成分リスト

(AnnexI )に含まれないこととなった農薬について､代替品がない場合の特例として､

特定国の特定作物について､2007年6月30日までの使用を認めているS｡この特例措置も､

Annex Iに含まれないようになった農薬の増加に伴って､拡大している｡

以上に示した有効成分の評価作業に関連した動きについては下記のウェブページから情

報を得ることができる｡

http : //ec. europa. eu/fo od/p lant/p rotection/ev alu ati on/index_en.h tm

残留基準

EUにおける農薬の登録に関する指令91/414侶ECは有効成分の登録の際にADIが考慮に

入れられるべきこと､および加盟国が農薬製品を認可する場合に､最高残留レベル(MRL)

が暫定的に設定されているべき事を記している1｡

2005年3月16日､ ｢食品および飼料植物中の､および動物油外の､農薬の最高残留レベ

ル､および､理事会指令91/414侶ECの改定に関する2005年2月23日の欧州議会及び理辛

会規則(396/2005)｣が欧州官報に公示され､ EUにおけるMRLの調和が図られることと

なった13｡この規則によりEUにおいては統一的なMRLのリストを持つことになった｡2006

年2月2日､この規則に規定されている､ MRLが適用されるべき作物等のリスト(Annex

I)が公表された14｡一方､ EUにおいて登録されている有効成分に関するMRLリスト

(Annexn)､ EUにおける認可をうけていない有効成分に関する暫定的なMRLのリスト

(AnnexHI)､ MRLの設定が除外される有効成分のリスト(AnnexIV)は2006年3月末現

在､作成されていない｡しかし､現時点においても150の有効成分について､ EUでの統

一的なMRLのリストが作成されている｡これらのMRLは下記のウェブページからダウン

ロードすることができる｡

http : //europa. eu. int/c omm/fo o d/pl ant/pro tec tion/p e stic ide s/index_en. htm

なお､欧州議会及び理事会規則(396/2005)第18条は､ AnnexII､ AnnexHIにMRLが設

定されていない製品､およびAnnexIVにリストされていない有効成分については､別の仮

の値が設定されていない限り､ 0.0lmg/kgが残留許容限界値となることを記している'3｡
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農薬のADI情報

農薬(有効成分)のADIおよび関連する毒性評価情報は基本的に､その有効成分が登録

されたときの評価書に記載されている｡ EUにおいて理事会指令91/414侶ECの下で評価さ

れた有効成分の評価書は､既存の有効成分については下記のウェブページでダウンロード

することができる｡

http : //europa. eu. int/comni/food/pl an t/p rotecti on/evalu ation/ex i st_s ub s_rep_en. htm

また､新規の有効成分については下記のウェブページでダウンロードすることができる｡

http : //europa. eu. int/c omm/fo o d/pl an t/p rotec tion/evalu ation血ew_su b s_rep_en. htm

EUは現在､精力的に有効成分の評価を進めており､これらのウェブページからダウン

ロードできる評価書も次第に増加していくものと考えられる｡

(2)農薬の使用量

EUにおける農薬の使用量について､欧州委員会健康消費者保護局の食品安全ユニット

に問い合わせを行ったが､回答を得ることはできなかった｡

(3)輸入トレランス

埋室

EUにおいては2005年2月23日の欧州議会及び理事会規則(396/2005)により､ EUに

おける農薬の残留基準(MRL)の設定およびレベルの調和が図られた13｡この指令は輸入

トレランスもカバーしている｡すなわち､ EU域外から輸入される食品や飼料において､

EUの登録有効成分リストにはないが輸出国において合法的に施用された農薬が残留する

場合､あるいはEUにおいて認められているも`のとは異なる残留が認められる場合につい

て､国内産品と同じ規準の下で製品の安全性が示される限りにおいて､輸入産品に対する

MRLを設定することが適切であることを認めている｡

この規則において､ ｢輸入トレランス｣は下記のように定義されている｡

｢輸入トレランスとは､下記の場合に､国際貿易の必要に対応するために､輸入された

製品に対して設定されるMRLである｡

-その製品上の農薬中の有効成分の使用が､特定の製品および特定の使用に関して､

人の健康以外の理由により､共同体において認可されていない場合

一既存の共同体におけるMRLが､特定の製品および特定の使用に関して､人の健康
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以外の理由により設定されているため､異なるレベルが適切である場合｣

MRLの設定の手順は､国内における場合と輸入トレランスの場合で基本的に同じである｡

申請書は指令91/414侶ECに指定されている加盟国､あるいは指定がない場合は､申請者の

申し出により委員会に諮り､その決定に従って欧州委員会が指定する加盟国に提出する｡

申請は､域内での申請と同様､指令91/414偲ECの第7条に従って行うことになる｡

情報要求項目

輸入トレランスの申請時に要求される情報は､基本的に域内の場合と同様である｡すな

わち､指令91/414のAnnexnおよびⅢにリストされているデータのうち､ MRLの設定に

必要なデータ(毒性データ､日常的な分析法に関するデータ､及び植物および動物におけ

る代謝データ)を提出する｡

なお､欧州委員会は輸入トレランスの申請のための手引き書(WorkingDocumentGuidance

NotesonECImportTolerancesl )を1999年に作成しているO　これによると､下記のデータ

が要求される事になっている｡

(D　残留物の定義および分析方法

②　優良農業規範

③　監督の下に実施された散布試験からの残留データ

④　残留物の挙動データ

⑤　提案される輸入トレランス/MRL

⑥　毒性データ

最新の完全な毒性データパッケージおよび全ての関連する残留物に関して毒性学的

サマリー(特に鍵となるエンドポイント)の提出が必要である｡これには下記が含

まれる｡

･長期暴露試験に関して､毒性学的評価のまとめとADIの根拠および根拠文献

･短期暴露試験に関して､毒性学的評価のまとめとARfDの根拠および根拠文献｡

ARfDが不適あるいは不要である場合は､ArfDを提案しないことの根拠を示す｡

⑦　消費者摂取量の評価

⑧　その他の関連情報
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MRUこ関する上記の規則(396/2005) 49条は､本規則に基づく申請手続きの発効(Annex

i, n, in, ivの全てが公表されてから6ヶ月後)までは､合法的に生産された製品または

輸入された製品に対しては､申請手続きが適用されないことを記している｡

(4)懸念事項

ウェブページで調べた限りにおいては､ EUにおい七､特に特定の農薬に対する懸念が

示されている､という様子は認められなかった｡
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2. 3. 2　動物薬

(1) EUにおける動物薬に対する規制の概要

認可の概要

EUにおいては､動物薬は2001年11月28日に官報公示された｢動物医薬品に関係する

共同体規約に関する2001年11月6日の欧州議会および理事会指令2001/82侶C｣の下に規

制されている16｡本指令は動物薬の製造､販売､帝通､使用について規定しており､その

後､ 2004年5月30日に官報公示された改定指令2004/28侶C)により改定されている】70

食用動物に使用される動物薬の有効成分(active substance)は､最高残留限界値(MRL)

を規定している｢動物に由来する食品中の動物薬の最高残留限界値(MRL)を設定する共

同体手順を定める1990年6月26日の理事会規則(EEC) No2377/90｣｣ 】8のAnnex I ､ Ⅱ､

Ⅲに記載されている場合に限り､認可が与えられる｡認可を受けていない動物薬は､試験

目的を除き､動物に投与することはできない｡また､その動物薬の有効成分がMRLを規

定している上記の理事会規則((EEC) No2377/90およびその修正)のAnnexI ､ II､ Ⅲに

記載されていない限り､動物薬を食用動物に投与することはでき年い17.

認可の申請は､ 2004年3月31日に官報公示された｢人および動物用医薬品の認可およ

び監督のための共同体手順を定め欧州医薬品庁を設置する欧州議会および理事会規則申C)

No726/2004J 19に従って行うことになっている｡

情報要求項目

EUにおいて動物薬の認可を受ける場合は､安全性に関係して､安全性試験および残留

試験の結果および前臨床および臨床試験の結果を提出しなければならない｡また､食用動

物に用いる場合には､中止期間を示さなければならない17｡

提出すべき具体的な情報については､指令(2001/82)のAnnexIに規定されている｡こ

れによると､食用動物に用いる動物薬については､毒性試験として下記の試験が要求され

ている16｡

･単回投与毒性試験

･反復投与毒性試験(2種:審歯類および非番歯類)

･標的動物における耐性(トレランス) (臨床試験で観察して報告)

･生殖毒性試験(2世代生殖試験､通常審歯類)

･腔毒性/胎児毒性影響試験､催奇形性含む(2種以上のほ乳類､通常審歯類とウサギ)
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･変異原性試験

･発がん性試験(既知の人発がん性物質に化学構造がよく似ている場合､変異原性試

験において発がん影響が示唆された場合､毒性試験において疑わしい徴侯が見られ

た場合に必要)

･免疫毒性試験(反復投与試験の際に､リンパ系器官の重量､組織の変化や､-リンパ

系器官､骨髄､末梢白血球に変化が認められた場合に実施)

なお､ 2003年に発表された｢動物由来の食品中の動物薬の最高残留限界値(MRL)設定

のための手引書｣ 20によると､上記の試験の他に､有機リン､ピレスロイド､カーバメー

ト､およびアバメクチンについては神経毒性試験が要求されることになっている｡

EUにおいて認可されている動物薬の有効成分は､ MRLの設定について規定している上

記の理事会規則(EEC) No 2377/90のAnnexI ､ Ⅱ､ Ⅲに記載されているものであるとい

うことができる｡ EUにおける､動物薬の認可状況に関する情報は､ EUにおけるMRLの

評価状況を記載している報告書や､認可に関する官報から得ることができる｡ 2005年9月

5日付けの報告書21､およびその後の認可に関する官報を本報告書の別添に収載する｡

残留基準

EUにおいては動物薬の残留基準は｢動物由来食品中の動物薬の最高残留限界値を設定

する共同体手順を定める1990年6月26日の理事会規則(EEC) No2377/90｣ 22に従って設

定されているO同規則のAnnexIにはMRLが設定されている有効成分がリストされてい

る｡また､ AnnexIIには､ MRL設定の対象とならない物質がリストされている　Annexin

には暫定的なMRLが設定されている有効成分がリストされている｡ AnnexIVにはMRLが

設定できない物質がリストされている｡

MRいま個別の有効成分ごとに､順次､上記規則の改定として作成されており､全体のリ

ストは特別には作成されていないようであるが､規則改定の総合版のAnnexには､総合版

が作成された時点におけるMRLの情報が記されている｡従って､その時点以後のMRLの

設定状況はその後の改定を官報から追跡すればよいことになる｡

現時点で最も最近作成されている総合版は2005年11月19日のものである23｡その後､

上記の規則は2006年3月未までの間に3回にわたって変更されている｡これらの官報は下

記のウェブページからダウンロードできる｡

72



http ://eur-lex.europa.eu/en/repert/035030.htm

一方､ EUにおいて設定されている動物薬の残留基準は各物質についてのサマリーレポ

ートの中に記載されている｡したがって､サマリーレポートからこれらの情報を得る方法

もある　MRLのサマリーレポートは下記の､医薬品庁の動物薬のウェブページからダウン

ロードできる｡

http ://www.emea.europa.eu/index/indexv l.htm

動物薬のADI情報

EUにおいて認可されている動物薬のADI情報は､基本的に､残留基準を定めた各物質

のサマリーレポートに記載されている｡上述のようにサマリーレポートは､医薬品庁の動

物薬のウェブページ(http://www.emea.europa.eu/index/indexvl.htm)からダウンロードでき

るO　なお､上記のウェブページのMRLs Summary Reportsには簡単なまとめがあるが､フ

ルレポートはAuthorized ProductsのList ofProductsのページから､物質の名前をクリック

することにより､アクセス可能になる｡

(2)動物薬の使用量

EUにおける動物薬の使用量について､医薬品庁の動物薬担当部署に問い合わせを行っ

たが､情報は入手できなかった｡

(3)輸入トレランス

EUにおける動物薬の輸入トレランスについて､医薬品庁の動物薬担当部署に問い合わ

せを行ったが､情報は入手できなかった｡

(4)懸念事項

ウェブページで調べた限りにおいては､ EUにおいて､特に特定の動物薬に対する懸念

が示されている､という様子は認められなかった｡しかし､モニタリングの対象となって

いる動物薬(例えば抗コクシジウム剤､カーバメート､ピレスロイド､鎮静剤等)につい

ては､懸念を持っているということができよう｡
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2. 4　オーストラリア

2. 4. 1　農薬および動物薬

(1)オーストラリアにおける農薬および動物薬に対する規制の概要

オーストラリアにおいては､農薬はオーストラリア農薬･動物薬庁(AustralianPesticides

& Veterinary Medicines Authority, APVMA)により所管されている･o　オーストラリアではす

べての新規の農業用および動物用化学物質製品は供給､流通､販売に先立ってAPVMAの

登録を受けなければならない｡また､有効成分は製品の登録に先立って､あるいは同時に

APVMAの認可を受けなければならない1｡

APVMAによる認可および登録の手続きは､ 1994年農業及び動物用化学物質規約法

(Agricultural and Veterinary Chemicals Code Act 1994 [No. 47 of 1994])および農業および動

物用化学品規約規則((No27of1995))の下に規定されている2｡

1994年農業及び動物用化学物質規約法の第4部(Section 4)のAgricultural and Veterinary

Chemicals CodeのScheduleは農薬および動物薬の有効成分の評価､認可および供給の管理､

および農業及び動物用化学物質製品の評価､登録､製造及び供給の管理の詳細について記

載している｡具体的には､このPart2に認可あるいは登録の申請について記載している｡

認可の申請について要求される情報については､ガイドラインが作成されている4｡これ

らのガイドラインは､農業用化学物質(農薬)および動物薬について､それぞれ下記のウ

ェブページからダウンロードできる｡

農薬: http ://www.apvma.gov.au/MORAG_ag爪/IORAG_ag_home. shtml

動物薬: http://www.apvma.gov.au伽ORAG vet/MORAG vetJlome.shtml

上記のガイドラインのPart3ははそれぞれ､農薬または動物薬の認可の際に要求される

毒性試験について記している｡これらは､農薬または動物薬の別なく同じである｡オース

トラリアにおける農薬および動物薬の有効成分の認可の際に要求される毒性試験要求項目

を表21に記す5･6｡
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表21農薬および動物薬の有効成分の認可の際の毒性試験情報要求項目

項目 備考

急性経口毒性試験 (1種のほ乳類0 ラットが望ましい)

急性経皮および吸入毒性試験 (各 1 種のほ乳類)

皮膚刺激性 (ウサギが望ましい0 評価済み代替法も可)

眼刺激性 (ウサギが望ましい○評価済み代替法も可) 物理化学的性状から毒性が予測される場

令 (例えばpH が 2 以下又は 11.5 以上) は

免除

短期 (90 日未満) 皮膚又は吸入反復投与試験 (ラット) 人でこのような暴露が予測される場合に

必要

短期経口反復投与試験 コリンエステラーで阻害剤の頃合､実施が望ましい

亜慢性 (90 日～12 ケ月未満) 経口毒性試験 (2 種､ 1種は

ウサギ以外の非番歯類)

長期 (12 ケ月以上) 経口毒性試験 (ラットおよびイヌ)

発がん性試験 (2 種､ ラットおよびマウス又はハムスター) 有効成分あるいはその代謝産物が生物学

(通常は混餌) ♂
的に有意なレベルで残留する場合は必須

慢性/ 発がん性試験 発がん性試験､慢性毒性試験の代わりに実

施してもよい

生殖毒性試験 (2 世代) (ラットまたはマウス)

発生毒性試験 (2 種のほ乳類)

点突然変異誘導試験 (例えば A m es試験)

in vitro 染色体損傷誘導試験 (例えば CH 0 細胞)

小核試験 点突然変異誘導試験または in vitro 染色体

損傷誘導試験が陽性の場合に必要

U D S 試験又は DN A アダクト形成試験 点突然変異誘導試験または in vitro 染色体

損傷誘導試験が陽性の場合に必要

その他の毒性データ 化合物に特異的な毒性影響 (免疫毒性､神

経毒性､ 精巣異常等)

ヒトにおける毒性データ ヒトでの経験を提出する

オーストラリアで現在認可されている有効成分のリストは下記のウェブページで入手す

ることができる,2006年4月時点における有効成分のリストを本報告書の別添に収載する｡

http : //www. ap vma. gov. au/ac tive s/subp age_ac tive s. shtml
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ft整.重

オーストラリアでは認可ずみの有効成分のレビューを行っている7･8｡このレビューは認

可ずみの有効成分について､その後の新たなデータも含めて現在の基準に照らして安全か

どうかのレビューを行うものである｡レビュープログラムでは､一般社会､産業界､農業

者に対して情報を公開して意見を求めることとしており､これらの意見に基づき80物質か

らなる優先リストを作成している｡この中から5-7物質が､各レビューサイクルにおいて

レビューされることになっている｡またレビューレポートは完全に公開される｡

現在までにレビューレポート(またはその草稿)が公表されている物質は､下記の43

物質であり､レポートは下記のウェブページで入手することができる｡

http : 〟w w w. ap vma. gov. au/chemrev/chemrev. shtml

2,4-D､ 1080､アルジカルブ､ヒ素(木材処理用)､アトラジン､アポパルシン､べノ

ミル､カルバリル､二硫化炭素､クロルフェンビンホス､クロルビリホス､ジアジノン､

ストレプトマイシン/ペニシリン､ジメトエートおよびオメトエート､ジメトリダブL-ル､

ジウロン､ EDB､エンドスルフアン､フェナミホス､フェニトロチオン､フェンチオン､

フイプロニル､グリホサート､ホルモン性成長促進剤､マクロサイックリックラクトン､

マルジソン(マラチオン)､メタミドホス､メタンソジウム･ダゾネット･メチルイソチオ

シアネ-ト､メチダチオン､メチオカルブ､メビンホス､モリネ-ト､モノックロトホス､

パラチオンメチル､エチルパラチオン､ピンドン､プロシミドン､フルオロ酢酸ナトリウ

ム､スルホナミド､トリブホス､トリホリン､ピンクロゾリン､ビルジニアマイシン

残留基準

オーストラリアにおいては､食品中に残留する汚染物質は､ ｢オーストラリア･ニュージ

ーランド食品基準規約(Australia New Zealand Food Standards Code)｣ 9のPaH 1.4の下に規

制されている｡ Part 1.4のStandard 1.4.2は最高残留限界値について記しており､食品中の

存在が許容される農業用および動物用化学物質(農薬および動物薬)の最高許容限度をリ

ストしている｡このリスト中に食品中の農薬および動物薬の最高残留限界値が示されてい

ない場合は､その食品中に当該農薬および動物薬の残留が検出されてはならない｡また､

Schedule lに農薬および動物薬がリストされていない場合は､食品中にその化学物質およ

び代謝物の残留が検出されてはならない｡

Schedule 2には､特定の食品における外来の農薬の限界値を示している｡ある農薬につ
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いて食品中の外来の農薬の残留レベルがSchedule 2にリストされていない場合は､当該食

品に当該農薬が検出できるレベルで残留してはならない　Schedule 3は化学物質のグルー

プ､ Schedule4は食品および食品のクラスを記載している,0

Standard 1.4.2のSchedule 1-4は下記のウェブページからダウンロードすることができる｡

h ttp : //www. foo ds tandards. go v. au/thec ode/foodstandardsc ode. c fm

また､オーストラリアにおける農薬および動物薬の残留基準は下記のウェブページから

も入手することができる｡

http :〟www.apvma. gov.au/residues/mrl standard, shtml

農薬および動物薬のADI情報

オーストラリアにおいて認可されている農薬および動物薬のADI情報および関連する

毒性評価情報は､基本的には､その農薬が認可されたときの評価書およびレビューを行っ

た時の報告書に記載されている｡これらの報告書は､前述のように､下記のウェブページ

から入手できる｡

h ttp : //www. ap vma. gov. au /ch emrev/chemrev. shtiiil

一方､オーストラリアでは農薬および動物薬のADIおよびARfD (急性RfD)のリスト

も公表されている｡これらを本報告書の別添に収載する｡これらの情報は下記のウェブペ

ージからダウンロードすることができる｡

h∝p ://www.tga.gov.au/chemicals/index.htm

(2)農薬および動物薬の使用量

オーストラリアにおける農薬および動物薬の使用量について､ APVMAの化学物質担当

者に問い合わせを行ったが､回答を得ることはできなかった｡

(3)輸入トレランス

墜室

オーストラリアにおいては､特に輸入トレランスは設定されていない｡ APVMAのウェ

ブページにおいてもオーストラリアにおける輸入トレランスの設定に関する記述はなかっ

た｡むしろ､農産品の輸出国として､オーストラリアにおいては農薬のラベルに､輸出相

手国において､輸入トレランスが設定されていないこともありうることを記述することを
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指導しているようである10｡

(4)懸念事項

オーストラリアでは農薬や動物薬の使用に関連して有害な事象が兄いだされた場合には

当局に報告することになっている11 1995年から2003年までにヒトに関して報告があった

動物薬のうち､フイプロニルを含む製品については､報告件数が多いことから､登録の見

直しが検討されている｡また､イバメクチンを含む動物薬(モキシデクチン､オラキンド

ックス)については､報告件数が多いことから､ラベルに救急措置および安全に関する指

示事項が書き加えられた12｡

農薬に関しては､ 2004年の年報がウェブページからダウンロードできる13｡これには下

記の有害事象の事例が報告されているが､使用事例に対して報告事例が少ないことから､

規制措置は不要であるとされている｡
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h ttp : //w ww. ap vma. gov. au/regi s tration/chemre g. shtml

http ://www.apvma.gov.au/about_us/legislat. shtml

http :〟scaleplus. law.gov.au爪tml/comact/8〟3 35/0/CM000 1 20.htm

http :〟www.apvma. gov. au/guidelines/MORAGJlome. shtml

http :〟www.apvma.gov. au/guidelines/rrequirements3 ag. shtml

National Registration Authority for Agricultural and Veterinary Chemicals: Part 3 of

Veterinary Requirement Series. Toxicology. November 1 997 (updated for web publication

December 2000)

h ttp : //ww w. ap vma. gov. au/chemrev/chemrev2. shtml

名: Information Sheet. Review of Agricultural and Veterinary Chemicals. March 2004

仲ttp://www.apvma.gov.au/chemrev/ chemrev2.shtmlからダウンロード)

h ttp : //w ww. foodstan dards. go v. au/thec ode/foo dstandardsc ode. cfm

13

例えばhttp :〟www.apvma.gov.au/gazette/gazette0 1 09p25. shtml

h ttp : //w ww. ap vm a. g ov. au/qa/aerp_ag_vet. shtiiil

APVMA : Annual Report of Adverse Experience 1995-2003.

(http://www.apvma.gov.au/qa/aerp.shtmlからダウンロードできる)

http ://www.apvma.gov.au/qa/aerp2004_pesticides.pdf
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2. 5　-=l-V-7>K

2. 5. 1　農薬および動物薬

(1)ニュージーランドにおける農薬および動物薬に対する規制の概要

登録の概要

ニュージーランドにおいては､農薬および動物薬は､農業用化学品および動物薬法

(Agricultural Compounds and Veterinary Medicines Act, ACVM Act)の下で､ニュージーラン

ド食品安全局(New Zealand Food Safety Authority, NZFSA)の農業用化学品および動物薬

(Agricultural Compounds and Veterinary Medicines, ACVM)グループにより所管されている1｡

同準第8条は､農業用化学品は､登録を受けない限り､ニュージーランドにおいて使用､

販売することはできないことを記している20なお､同法の下で､農業用化学品(agricultural

compounds)は､下記のように定義されている｡

｢農業用化学品とは､下記を目的として､植物や動物の直接的管理あるいはこれを意図し

て使用される､あるいは､植物や動物がそこで管理されるところの土地､場所あるいは水

に使用される､物質､物質の混合物､あるいは生物学的化合物である｡

(a)脊椎動物である病害虫も含め､病害虫を管理あるいは撲滅する

仲)植物あるいは動物の生産性あるいは能力あるいは生殖を維持､促進あるいは調整す

る

(C)特別は栄養学的要求を満たす

(d)動物の操作､捕獲､不動化する

(e)動物の状態を診断する

(f)動物の状態を予防あるいは治療する

佃)植物および動物の処理に用いる農業用化学品の有効性を高める

Ol)動物をマークする｣

従って､農業用化学品には農薬の他に動物薬をも含んでいる｡

同法第9条は､農業用化学品の登録を受けるためには､登録の申請を行うべきことをし

るしている｡申請書には､ 10条の下で､要求される情報を提出しなければならない｡農薬

および動物薬の登録に関する情報は､それぞれ､下記の文書に記載されている｡

ACVM Registration Information Requirements for Plant Compounds in New Zealand (2

ACVM ll/03)-1
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�"　ACVM Registration Information Requirements for Veterinary Medicines in New

Zealand (1 ACVM 01/04)4

情報要求項目

新規の農薬有効成分を登録申請する場合は､化学物質情報､製造情報､毒性情報､およ

び残留情報(食用/飼料用作物の場合)を提出しなければならない3｡また､新規の動物

薬有効成分を登録申請する場合には､化学物質情報､製造情報､毒性情報､標的生物-の

安全性情報､有効性および残留情報(食用動物の場合)を提出しなければならない4｡

提出することが要求される毒性データについては､明示的には示されていないが､ACVM

グループで毒性評価を行っていたChris Geering氏の作成した文書｢ニュージーランドの農

薬における新規有効成分についての最大残留限界値(MRL)設定-のは乳類毒性データの

適用(The application of Mammalian toxicological Data to Establish Maximum Residue Limits

(MRL) for NovelActive Ingredients in New Zealand Pesticides)｣ 5によると､ OECDのガイドラ

インに従っているとされている｡要求されている毒性データは概略下記の通りである｡

｡　急性経口試験

.　急性経皮試験

.　急性吸入試験

･皮膚刺激性/腐食性試験

･　眼刺激性/腐食性試験

･皮膚感作性試験

.　亜慢性毒性試験

●　生殖試験

･発生毒性試験

●　発がん性試験

.　遺伝毒性試験

.　長期毒性試験

･代謝/トキシコキネテイクス試験

･　その他の標的生物試験

.　職業暴露

.　ヒト毒性データ
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また､毒性データのレビュー書式においても同様の試験項目が記載されている6｡

ニュージーランドでは､農業用化学品および動物薬法第24条の下で､すべての登録され

ている農業用化学品の登録簿を維持することになっている｡登録されている農業化学品は､

下記のウェブページで検索することができる｡また､このサイトからリストをダウンロー

ドすることもできる｡

http :〟www.nzfsa.govt.nz/acvm〟egisters-lists/acvm-register血dex.htm

残留基準

ニュージーランドでは､輸入される食品および国内で生産される食品はいずれも､食品

法(Food Act 1981)の下に設定されているニュージーランド食品基準(Maximum Residue

Limits of Agricultural Compounds)に適合しなければならない. MRLが設定されていない農

薬または動物薬と食品との組合せについては､他に具体的な規定がない場合は､デフォル

ト値として､ O.lmg/l(gが適用される.また､輸入食品については､コーデックスのMRL

-の適合が､また､オーストラリアからの輸入食品についてはオーストラリアの食品基準

規約`(Part 1.4) -の適合が要求される7｡

ニュージーランドでは､ MRLの琴定の責任はACVMグループにあり､ニュージーラン

ド食品安全庁(NZFSA)全体からの情報提供を受けてMRtが設定される　MRLの設定プ

ロセスはWHOおよびコーデックスの方法と同じである｡毒性データの評価は､環境リス

ク管理庁(Environmental Risk Management Authority, ERMA)が実施し､ ADIあるいは許容

1日暴露量(Acceptable Daily Exposure, ADE)を設定する　ADEは体重ベースで表した､

明らかな健康リスクを生じない全1日暴露量である8,9

ニュージーランドでは農業用化学品は､適切なMRLが設定されるまでは登録できない｡

ニュージーランドではMRLが個別に設定されていない場合には､MRLは前述のように0.1

ppmとされており､登録に際して､このデフォルトのMRLの妥当性が検討される｡デフ

ォルトの値が許容できない場合には､登録に際して､個別のMRLが設定される8｡

ニュージーランドにおける農薬および動物薬に対するMRLは下記のウェブページから

ダウンロードできる｡

http : //www.nzfs a. govt. n z/polic y-law/legi slation/fo od- s tan dards/index. htm#inrl
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農薬および動物薬のADI情報

農薬や動物薬の有効成分のADIおよび関連する毒性評価情報は基本的に､その有効成分

が登録されたときの評価書に記載されている｡ニュージーランドにおいては､多数の農業

化学品が登録されており､ MRLが設定されているが､ NZFSAおよびERMAのウェブペー

ジ上には評価書およびADI情報を兄いだすことができなかった｡

(2)農薬および動物薬の使用量

ニュージーランドでは､抗生物質耐性菌の発生に関連して､抗生物質の動物-の使用に

ついて懸念が持たれている｡このため､ 2003年から､すべての登録されている抗生物質に

ついては､年間の販売量を報告することが義務づけられた10｡

この報告書より､2003年における抗生物質薬の対象動物種ごとの販売量を表22に示す｡

表22　2003年における抗生物質薬の対象動物種ごとの販売量】0

Tab le 3: S ales by active in g red ie ntb aP≡p rov ed speciモS
Fam ily Total C om panion C atte Pig/ M ufti- O ther

kg anim a s
tkqー

kg POultry
fkqー

species
tkqt

(kg)

M acrolide

incosam ide

50 11 9 44 5 16 444 3 0

P enicillin 13708 46 9 49 15 18 8307 0
C lavuーonic
A Cid

14 1 97 23 0 2 1 0

C ephalos porin 1076 249 688 0 139 0
T etracycline 3458 22 96 0 3330 10
S u lphonam ide
T rim ethoprim

4429 83 66 200 4080 0

A m inoqlycosicJe 2 134 7 556 78 1487 5

Fーuoro quinolone 28 17 0 0 ll 0
N ovo biocin 6 0 6 0 0 0
N itro-im idazo le 10 5 ■13 0 8 1 l l 0
N itrofuran 111 0 0 110 0●5 0●5
B acitracin 27264 0■5 0 27263 0 0
B am berm ycin 0 0 0 0 0 0
V irqiniam ycin 28 0 0 13 0 +16

O rt hosom ycin 0 0 0 0 0 0
Fucid ic acid 2 2 0 0 0 0

｢ 56 0 0 48 8 0
T O TA L 5 7557 969 + 6394 1064 4 7896 12 32

m



また､ 2002年の集計(集計方法が2003年と異なる)結果を表23に示す｡

表23　2002年における抗生物質薬の対象動物種ごとの販売量ll

Reg山atory ControJ of Antibiotics to Manage Antibiotic Resistance:

Progress Report Decehber 2003 (Appendix)

: TOtal2002 sales ofantim icrobiatis foragricultural& horticutturalindustries -A LL CO M PA NIES

Cattle C a ves Pias POultra Other

Species

unknow n ort

otalin

●
moxycilhn 16.00 4.27 93.52 33.79

m picillin 79.62 .00 84.62

pram ycin sulphate 2.50 32.50

vilam vcin 53.00 0.02 3.02

Bietracin 77.00 6002.00 6579.00

aquiloprim

enzylpenicillin Na+/K+ ●90 二27 16.75 6.92

eftiofur 119.00 119.00

efuroxim e 1.92 1.92

ephalexin 135.00 15.80 134.78 62.80

ephalonium 01.03 01.03

ephapirm 1.50 1.50

hlortetracycline 0.00 10.00 0.00

indam ycm 6.50 ■50

ーoxacillin 1598.84 1598.84

Dihydrostreptom vcin 87.48 987.48

im etndazDJe 19.15 19.15 7.60 .90

DOxycycline 2.00 2.00

EnroflOxacin ■20 17.60 2■80

F■○鵬nicol 13.41 13.41

Fram ycetin 18.50 1.00 .01 19.51

Furazohdone ■30 ■19 110.66 166.15

Fusidic acid 1.00 1■00

G entam ycin 18.83 18.83

Lasalocid 60.00 960.00 0.00 680.00

Lincom ycin 3.00 0.80 0.30 8.00 132.10

onensin 4778.00 579.00 11875.00 2232.00

etro m dazo e 13.72 13.72

Nafcillin 0.80 0.80

arasin 46.00 746.00

Neom ycin 1.40 0ー19 107.30

40■ナ2
900x15m l

ubes

itrofurazone 0.38 1.50 ■85

ovobiocin ●00 ■00

O leandom ycin ●00 ■00

O rbifloxacin

Oxytetracyhne 80.61 ■60 7.60 ■80 92.73 451.34

Penetham ate hrdrochloride 75.00 75.00

Penicillin bentham ine 59.80 9.80

Pirlim ycin hydr○Chtoride 0.50 ○■50

Bezathm e penicillin 133◆00 5.18 58.60 26.78

Procam e benzvlDenicillin 74.76 4.20 709.81 228.77

ahnom ycin 1449.00 1449.00

pectinom ycin .30 2.00 ●50 0.80 106.60

piram ycin 5.40 5.40一
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treptO m yc in 4.00 160.20 194.20
u m s oxazo le

u tp had azine & salts 1.20 2.00 9.62 33.42
u lp had m ethox ine N a+ 172.00 172.00
u lp hagu and m e 7.00 ●00
u lp ham e raz n e 193.20 19 3.20

S u lph am ethaz in e/
S ulph adim id ine 3.00 90.70 1001.40 127.40 1442 .50
ulph am ethoxy pyridazin e 2.60 2 .60
ulpham eth oxazo le 56▲40 56 .40
ulpha m lam id e 5.20 8.60 3.80
ulphapy ridine 193.20 193.20
ulphat azo le & salts 7.50 7.50
etracyc m e ●00 ▼ 6.00
iam u lin hy drog en

m ara te 1.95 ■55 .50
ilm icOSjn ●60 2.60
n m ethop rim 63.62 2.48 16.10
y losin 30.00 50.32 3206.00 0 86.32
irginiam vc in

ニュージーランドにおける農薬および動物薬の使用量について､ ACVMグループに問い

合わせを行ったが､回答を得ることはできなかったため､それ以外の農薬､動物薬の使用

量については明らかにならなかった｡

(3)輸入トレランス

盈室

前述のように､ニュージーランドにおいては､個別のMRLが設定されていない農薬お

よび動物薬と食品との組合せについては､他に具体的な規定がない場合は､デフォルト値

としてO.lmg/l'gが適用されている｡また､輸入食品については､コーデックスのMRLへ

の適合が､また､オーストラリアからの輸入食品についてはオーストラリアの食品基準規

約(Partl.4) -の適合が要求される7｡従って､輸入トレランスは設定されていない｡

(4)懸念事項

ニュージーランドにおける農業用化学品のうち､一般的に懸念を持たれているのは､抗

生物質のようである｡動物薬としての抗生物質の多用が抗生物質耐性菌を生じ､ヒトの健

康に有害な影響を与えることが懸念されている｡

ニュージーランドでは1999年に動物薬委員会(Animal Remedies Board)が方針をまとめ､

餌中の成長促進を目的とした抗生物質に規制をかけることを勧告した12｡その後､抗生物
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質耐性の転移､あるいは直接的な耐性発生が確認されている抗生物質､■あるいは起こりそ

うな抗生物質から､下記のように優先的にレビューを行うことが決定された】3｡

第-グループ

●　フノレオロキノロン

･　アポパルシン､ビルジニアマイシン､アビラマイシン

●　マクロライド

第二グループ

●　バシトラシン

●　イオノフォラ

･　フラボホスホリポール､オラキンドックス､キノキサリン

その後､フルオロキノロン､ビルジニアマイシン､アポパルシン､アビラマイシンのレ

ビューが2000年12月に14､ジンクバシトラシンおよびマクロライドのレビューが2001年

の8月に15発表されている｡

2005年7月にアップデートされたウェブページによると､ニュージーランドにおいては､

成長促進目的での抗生物質の使用は､抗生物質耐性を生じないことが明らかである場合を

除いて認められていない16｡
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h ttp : //www. n zfsa. govt. nz/ac vm/publicati on s/informati on-p apers/pty -fin al. p df

6 : h坤://www.nzfsa.govt.nz/acvm/publications/forms/dpr.htm
http ://www.nzfsa.govt.nz/acvm/registers-lists/nz-mrl/index.htm

h ttp : //ww w. nzfs a. govt. nz/acvm/public ati on s/informati on -p ap ers/mrl s 0 9 03. p df

9 : http ://www.ermanz.govt.nz/news-events/archives/presentationsAVarren%20Hughes.pdf

10
Regulatory control of Antibiotics to manage antibiotic Resistande Annual Report: 2004.

(http://www.nzfsa.govt.nz/acvm/subject/antibiotic-resistance/tr.htrnからダウンロード)

: Regulatory Control of Antibiotics to Manage Antibiotic Resistance: Progress Report December

2003 (Appendix)

(h ttp : //ww w. nzfs a. g ovt. nz/ac vm/public ation s/informati on -pap ers/an tibiotic -sales - surve y-20

02.htmからダウンロードできる)
12

3

14

15

6

Animal Remedies Board Policy Decisions. 20 October 1999

(http://www.nzfsa.govt.nz/acvm/subject/antibiotic-resistance/sg- 1999.htmからダウンロー

ドできる)
4 February 2000. Animal Remedies Board Update on Antibiotic Resistance Actions

(http://www.nzfsa.govt.nz/acvm/subject/antibiotic-resistance/sg-1999.htmからダウンロー
ドできる)

Antibiotic Resistance Review

(http://www.nzfsa.govt.nz/acvm/subject/antibiotic-resistance/tr.htmからダウンロード)

Animal Remedies Board (http ://www.nzfsa.govt.nz/acvm/subject/antibiotic-resistance/tr.htm

からダウンロード)

h叩:〟www.nzfsa.govt.nz/consumers/food-safety-topics/chemicals-in-food/antibiotic-resistanc
e/in dex.htm
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2. 6　中国

2. 6. 1　農薬

(1)中国における農薬に対する規制の概要

登録の概要

中国においては､農薬の製造､販売､使用は1997年5月8日に発効した農薬管理規則

(Decree No. 216 0f the State council of the People's Republic of China)の下で規制されている｡

同規則はその後､ 2001年11月29日に改定が行われている｡

同規則の下で､農薬とは主として農業目的に使用されるものであるが､蚊､ノミ､ゴキ

ブリ等の衛生害虫やネズミ等の有害生物の駆除に用いるものも含まれている｡

同規則は､農薬の製造および輸入に先だって登録証明を得ることを求めている｡農薬の

登録と監視は国務院の農業部が所管しており､県の農業所管部局は各県における登録につ

いて国務院農業部を補佐し､各県における農薬の監視および管理の責任を負う｡

農薬の登録は下記の3段階で行われる｡登録は一定の期限についてのみ有効である｡

①　野外試験:登録申請に当たって､野外試験の申請が必要である｡申請が承認され

た後に野外試験の実施が可能である｡野外試験段階の農薬を販売してなならない｡

②暫定的登録:野外試験の後に､野外での実証試験や試験販売を行う場合は､暫定

的登録の申請を行う｡この場合､実証試験や試験販売は暫定的農薬登録証明を得

た後に特定の地域でのみ実施することができる｡

r　③正式登録:野外試験および試験販売後､販売に先立ち､正式登録が必要である｡

農薬登録証明を得た後､製造と販売が可能になる｡

農薬登録証明を得るためには､農薬の化学的毒性学的性質､有効性､残留､環境影響お

よびラベルに関するデータを提出しなければならない｡農薬登録に必要なデータについて

は2001年4月12日に発表された｢農薬登録文書の要件(Requirement of血e Pesticide

Registration Document)｣ (農業部文書(2001) No.8)に詳述されている｡この中で､毒性

データとしては､下記が要求されている｡

急性毒性試験(原体)

･経口､経皮､吸入､眼刺激性､感作性

亜慢性毒性試験(原体)

a



･ラットを用いた90日混餌試験によりNOELを求める｡

･必要に応じて､ 21日あるいは28日の経皮､吸入試験が必要である｡

変異原性試験(原体)

Ames試験

･骨髄細胞を用いた小核試験あるいは染色体異常試験

･優性致死試験あるいは生殖細胞を用いた染色体異常試験

･上記のいずれかで陽性の場合はさらに2つの変異原性試験が追加される

生殖毒性試験(原体)

催奇形性試験(原体)

慢性毒性および発がん性試験(原体)

暴露集団に対する毒性(原体)

動物における代謝(原体)

許容1日摂取量(ADI)あるいは暫定的ADI (TADI) (原体)

中毒症状および救急措置(原体)

経口､経皮､吸入毒性試験(製剤)

眼および皮膚一次刺激性(製剤)

感作性(製剤)

中国において登録されている農薬は中国農業部農薬検定所のウェブページ

( http://www.chinapesticide.gov.cn/ )　中　の　有　効　成　分　の　ペ　ー　ジ

(http://www.chinapesticide.gov.cn/sjzx/yxcf.htm)で英文で検索することができる｡また｢農

薬電子ハンドブック｣というCDにも収録されている｡このCDは販売されており､ ｢農薬

電子ハンドブック｣のウェブページ(http://www.chinapesticide.gov.cn/epm/xiazai.htm)から

購入を申し込むことができる｡

残留基準

中国における農薬の最大残留許容量(MRL)は2001年出版の中華人民共和国農業部農

薬検定所編の農産品農薬残留基準集に記載されている3｡この文書によれば､強制基準が

205物質に､また国家標準｢農薬の合理的使用準則｣中の推奨基準が354物質に設定され

ている｡
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MRLは厚生省(Ministry of Health, MOH)の衛生監督局(Department of Hygiene

Supervision)で提案され､厚生省の衛生監督検査研究所(Institute of Hygiene Supervision and

Inspection)および農業省(Ministry of Agriculture)の農薬検査所(Institute of Pesticides

Inspection)によってドラフトが作られる｡ドラフトは国家技術監督局(State Bureau for

Technical Supervision)に評価を認定のために提出される｡ここで認定されると国家技術監

督局は新しい基準に番号をふりあてる4｡

中国における農薬の最大残留許容量(強制基準および推奨基準)は平成16年度報告書

第-分冊の別添10に示す｡

輸入製品の検査は国家出入検疫庁(State Administration for Entry-Exit Inspection and

Quarantine)管轄下の省(provincial)または地方事務所で行われる｡中国の農業産品検査

法(CommodityInspectionLaw)により国内の基準値が定められていない場合､また､販売

者と購入者の契約で一定の基準値が決められていない場合には､通常の農薬にはCODEX

または輸出国の基準値を適用することとしている4｡

農薬のADI情報

中国において登録されている農薬のADI情報は入手することができなかった｡

高毒性農薬に対する対応

中国農業部は､ 2002年4月12日に発表された農業部公告194において､高毒性農薬規

制について発表している5｡これによると､下記の11種の高毒性農薬の新規登録は中止さ

れている｡

phorate, omethoate, isocarbophos, terbufos, phosfolan-methyl, sulfotep, isofenphos-methyl,

demeton, aldicarb, carbofuran, methomyl.

また､ 2002年6月1日より､下記の農薬およびこれを含む混合剤の下記分野-の使用は

禁止された｡

ome也oate :キャベツ(wild cabbage)

isofenphos-methyln :果樹

aldicarb :リンゴ

m



『　carbofurann :柑橘

terbufos :サトウキビ

さらに､リンゴについては｢無公害食品　卒果*生産技術規定〝 (NY/T5012-2002) :農

薬使用基準｣が農業部から公布されている5｡この情報によると､リンゴ-の使用が禁止

されている農薬は下記の通りである｡

BHC, DDT, camphechlor, DCIP.chlordimeform, phorate, me血amidophos, para血Ion-me血yl,

parathion, monocrotophos, phosphamidon, isofenphos-methyl, terbufos, phosfolan-methyl,

sulfotep, demeton, carbofuran, aldicarb, ethoprophos, phosfolan-methyl, coumaphos, fonofos,

isazofos, fenamiphos,isocarbophos, omethoate, methomyl, asomate

なお､リンゴによく用いられている農薬は下記の通りであるO

殺虫剤: azocyclotin, bifenthrin, chlorpyrifos, clofentezine, bromopropylate, cyhalothrin,

cypermethrin, deltamethrin, esfenvalerate, fenpropathrin, fenvalerate, imidacloprid,

carbosulfan, propargite

殺菌剤: iprodione, iminoctadine triacetate, fenarimol, chlorothalonil, carbendazim,

thiophanate-methyl, sulfur, lime sulfur, Bordeaux mixture, HA-Cu

(2)農薬の使用量

中国における農薬の使用量に関する情報は入手できなかった｡

(3)懸念事項

中国では食品の安全性-の懸念から､生産地の水･土壌環境や農薬･肥料の制限を含む､

一定の基準のもとに作られた食品に対して､ ｢緑色食品｣ラベルをつけることが許されてお

り､これらはより安全な食品として推奨されている｡この基準は｢緑色食品基準｣として

1995年に発表され､ 'AA"と"A…の2段階に分かれている｡ "AA"においては植物･動物由

来の農薬や天敵農薬等の使用は許されているが､人工的に合成された有機化合物の農薬の

使用は許されていない｡一方"A…においては､下表の毒性及び残留性が高いとされる農薬

の使用は許されておらず､さらに59農薬については強制基準､および推奨基準よりも厳し

いMRLが設けられている6.
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Varieties of chemical pesticides forbidden to use in the production of Class A

Green Food
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2. 6. 2　動物薬

中国における動物薬の規制制度､登録に際するデータ要求項目､登録動物薬リスト､残

留基準､ ADI､使用量､懸念事項等に関する情報は入手できなかった｡

JE



文　献

･ Regulation on Pesticide Administration (http ://www.chinapesticide.gov.cn/en/regulation.htmか

らダウンロードできる)

Ministry of Agriculture, PRC : Requirements of the Pesticide Registration. Document. Issued

2001. (http://www.chinapesticide.gov.cn/en/regulation.htmからダウンロードできる)

3 :中華人民共和国農業部農薬検定所編(2001)農産品農薬残留基準集.中国農業出版社
USDA Foreign Agricultural Service (2001) GAIN Report. China, Peoples Republic of.

Sanitary/Phytosamtary作ood Safety. Pesticide Residue Limits Update. 2001. GAIN Report

#CHIOIO.
5 :住友化学上海公司からの入手資料による｡
USDA Foreign Agricultural Service (1999) GAIN Report. China, Peoples Republic of. Food

and Agricultural Import Regulations and Standards. 1999. GAIN Report #CH9010.
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2. 7　タイ

2. 7. 1　農薬

(1)タイにおける農薬に対する規制の概要

登録の概要1

タイにおいては､農薬(農業局が監督する危険化学物質)は1992年に制定された危険

化学薬剤法(Hazardous Substance Act. B.E.2535)の下に農業共同組合省(Minisky of

Agriculture and Cooperatives)の農業局(Department of Agriculture)によって規制されている｡

危険化学薬剤法は危険化学物質を下記の4種類に分類し､管理の原則を定めているヶ

第1種危険化学物質:

厳しく管理されず､政令で定めた規則と方法に従うように監督されるもの

第2種危険化学物質:

第1種より管理が厳しく､上記に加えて下記が要求されるもの｡

｡　登録

･製造､輸入､輸出､所有(販売､保管､輸送等)に先立つ通知

第3種危険化学物質:

厳しく管理され､第1種の規定に加えて下記が要求されるもの｡

●　登録

･　製造､輸入､輸出､所有に先立つ許可

第4種危険化学物質:

製造､輸入､輸出､所有が禁止されているもの｡

農業局が監督する危険化学物質は合計646種類であるが､その内訳は下記の通りであり､

すべての農薬について登録が必要である｡

第1種危険化学物質:なし

第2種危険化学物質: 12種類

第3種危険化学物質: 540種類

第4種危険化学物質: 94種類

製造･販売等が禁止されている農薬を表24に示す｡
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表24　タイにおいて､製造､輸入､輸出､所有(販売､保管､輸送等)が禁止されてい

る農薬1

化 学 薬 剤 名 ● 告 示 年 月

1 2 ,4 ,5 -T 1 9 8 3 年 9 月

2 2, 4,5 -TCB (2,4 ,5- 2 00 1 年 12 月

trich o rop h en ol)

3 2,4,5 -TP 2 00 0 年 5 月

4 ■ 4てarm n o d ip h en y l 20 0 1 年 1 2 月

5 4 -n itro dip h en yl 20 0 1 年 1 2 月

6 一 aldr ill 19 8 8 年 9 月

7 ■ am in oca rb 19 9 4 年 9 月

■8 a m ltro le 2 0 0 1 年 1 2 月

9 ■ a ra皿 ite 2 0 0 0 年 5 月

1 0 a sb e sto s-a m osite 2 0 0 1 年 12 月

l l a zim p h o s eth y l 2 0 0 0 年 5 月

1 2 a zm p h o s m e th y l 2 0 0 0 年 6 月

1 3 b en zid in e 2 0 0 1 年 12 月

1 4 B eta -H C H (1 ,3 ,5 ′2 , 4 , 6 - 2 0 0 1 年 12 月

h e x ach lorocy clo h ex a n e)

1 5 B H C 1 9 80 年 3 月

16 b in a p 年cry l 2 0 00 年 2 月

1 7 B is (ch lotm eth y D eth er 1 99 1 年 12 月

18 b rom op h o s 19 9 4 年 9 月

19 b rom op h o s e th y l 19 9 4 年 9 月 ▲

2 0 C ad m iu m an d 20 0 1 年 1 2 月

ca d m iu 皿 com p ou n d s

2 1 C a lciu m a rs en a te 2 0 0 0 年 6 月

2 2 C a rb on te tra ch lorid e 2 0 0 1 年 1 2 月

2 3 C a p tafo l 19 8 7 年 4 月

2 4 C h lor d an e 2 0 0 0 年 5 月

2 5 C h lor d eco n e 2 0 0 0 年 5 月

2 6 C h lor dim e form 19 7 7 年 4 月

2 7 C h loro b en zilate 2 0 0 1 年 1 2 月

■2 8 C h loro p h e n o ls 2 0 0 0 年 5 月

2 9 C h lorth iop h os 2 0 0 0 年 6 月

3 0 C op p er a rsen a te 2 0 0 1 SB 12 8

h y d rox id e

3 1 C y cloh ex im id e 2 0 00 年 6 月 一

3 2 C yh ex a tin 1 9 88 年 5 月

3 3 血m in o zid e 1 9 89 年 4 月

3 4 D B C P 2 00 0 年 5 月

3 5 D D T 1 9 83 年 3 月

3 6 d em ep h io n 2 00 0 年 6 月

化 学 薬剤名 告 示 年 月

37 d e m eto n 1 9 9 4 年 9 月

3 8 d iel血in 1 9 8 8 年 5 月

3 9 dim efo x 20 0 1 年 6 月

4 0 din osob 19 86 年 1 1 月

4 1 血 ote rb 2 0 0 0 年 6 月

4 2 disu lfotOD 2 0 0 0 年 6 月

43 D N O C 2 0 0 0 年 6 月

4 4 E D B 19由 年 7 月

4 5 e n d rin 19 8 1 年 7 月

4 6 e tu h ex yle n eg ly col 2 0 0 1 年 1 2 月

(e th y l h ex an e diol)

4 7 E th y len e d ichloride 1 9 9 4 年 9 月

4 8 eth y len e ox id e 2 0 0 1 年 12 月

▼(1 ,2 -e p ox ye仏 an e )

4 9 F en su lfo th io n 2 0 0 0 年 6 月

5 0 fen tin 1 9 9 4 年 9 月

5 1 F lu oro acetam id e 1 9 8 7 年 7 月

5 2 ▼ fbn o fos 2 0 0 0 年 6 月

5 3 h e pta ch lor 1 98 8 年 9 月

5 4 h ex a ch lorob e n zen e 2 00 1 年 1 2 月

5 5 lea d ar sen ate 2 0 0 1 年 1 2 月

5 6 le ptop h o s 19 7 7 年 4 月

5 7 lin da n e (> 9 9 % g a m m a . 2 0 0 1 年 1 2 月

H C H or g am m a-B H C )

5 8 M C P B 2 0 0 0 年 5 月

5 9 m e copr op 2 0 0 0 年 5 月

60 m ep h osfola n 2 0 0 0 年 6 月

6 1 m ercu ry co m p ou皿d S 1 9 9 3 年 8 月

6 2 m eth a m id op h os 2 0 0 3 年 ■3 月

6 3 m ev rn p lio s 2 0 0 0 年 5 月

6 4 M G K rep e llen t-ll 2 0 0 1 年 12 月

6 5 m rrex 2 0 0 1 年 12 月

6 6 m on ocr oto p h os 2 0 0 0 年 5 月

6 7 n ap h th y ain in e 2 0 0 1 年 12 月

6 8 m trofen 1 9 9 4 年 9 月

6 9 0-d iclorob en z en e 2 0 0 1▲年 1 2 月 ◆

7 0 p ar ath ion ethy l 19 88 年 5 月

7 1 p an s gre en 2 0 00 年 6 月

7 2 p en ta ch lorop h en a te 19 9 3 年 8 月

sod iuエn
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表24　タイにおいて､製造､輸入､輸出､所有(販売､保管､輸送等)が禁止されてい

る農薬(つづき) 1

化学薬剤名 告示年月

7畠 p 由Lta ch lorop h e n ol 1 99 3 年 8 月

74 p b e n oth io l 20 0 0 年 与◆月

75 ph o sp h am id on 20 0 0 年 5 月

76 p h o sp h oru s 20 0 1 年 12 月

77 p h ora te 2 0 0 0 年 6 月

78 P oly b rom in ate d b ip h en yls 2 0 0 1 年 12 月

(P B B s)

7 9 P oly b ro m in ated 2 0 0 1 年 12 月

trip h enシIs (P C T s)

8 0 p roth o ate 2 0 00 年 6 月

81 p yrin ur oii (pirim in il) 2 0 0 1 年 12 月

82■ safrole 2 0 0 1 年 12 月

83 S ch ar d an 1 9 00 年 6 月

84 sodiu皿 ai-se n ite 1 9 8 1 年 1 月

85 S od iu m ch lora te 1 9 86 年 10 月

86 S od iu m fi u oroa ceta te 1 9 8 7 年 7 月

化学薬剤名 告示年月

87 Strob an e 20 0 1 年 12 月

(polyc hloroterp en es)

88 S u lfotep 2 0 0 0 年 6 月

89 T D E or D D D 【1,1- 20 0 1 年 12 月

dich lo ro-2 ,2 -b is (4 -

chlorop h en yl) eth an e]

90 T E P P 19 8 4 年 6 月

91 th alliu m su lfa te 2 0 0 1 ｣f 1 2 M

9 2 ■ tox a p h en e 1 9 83 年 3 月

93 tri (2, 3 -d ib rom op rop y l) 2 0 0 1 年 12 月

ph osp h ate

9 4 v m y l ch loride m on o m e r 2 0 0 1 年 ■12 月■

(m on o ch loroeth en e)

農薬の登録については､危険化学薬剤法の下に1998年に告示された｢農業局が担当し

ている危険化学薬剤の登録の原則および方法｣に規定されている｡農薬登録証明書取得の

ためには下記のデータの提出が必要である｡

主成分の物理化学的性状

急性毒性試験結果

亜慢性毒性試験結果

生殖毒性試験結果

遺伝毒性試験結果

神経毒性試験結果

発がん性試験結果

郵物代謝試験結果

残留性試験結果

薬効試験結果

慢性毒性試験結果
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残留基準

残留基準(Residue Limit, MRL)については官報(Ministerial Notification)のB.E. 2538. No.

163 (1995年)に詳細が示されている1,2｡この規則によると､食品中の残留毒素は下記の

基準に従わなければならないことになっている1｡

①不可避的な原因(外部的要因)により生じた外来残留物(Extraneous Residue)の

上限値(ERL)

②最大残留基準量上限値(Maximum Residue Limit, MRL)

①については､アルドリン､ディルドリン､クロルデン､ DDT､ -ブタクロールの5物

質について設定されている｡

一方②の基準はCodexの基準を参考にして定められたものであり､モノクロトホス､メ

チルパラチオン､メタミドホス､ジメトエート､マラチオン､メソミル､メビンホス､ジ

コホール､オメトニート､シベルメトリン､アセフェートの11物質について設定されてい

る｡

これらは食物中の毒性物質基準値(Toxic Substance Limits In Food)として､下記のウェ

ブページにも示されている3｡

http : //www. deqp. go. th/engli sh/greendata/en v_s tan dard/1 264. html

タイにおける農薬の残留基準については平成16年度報告書第一分冊別添に収載されて

いる｡

タイ政府はMRL (こ関する新たな指令を準備中であり､ 2004年には最終化される予定で

あるとされている1･2｡

なお､ JETROの報告書1によると､タイにおいては､我が国や米国､ EU等に輸出する

野菜や果物について､残留農薬検査が革務づけられており､これらに対してはCodex基準

が採用されているとのことである｡検査対象作物および農薬は下記の通りとされている｡

検査対象作物(日本向け､全33種) :

竜眼､ドリアン､レイシ､マンゴスチン､タマリンド､マンゴー､ポメロ､アスパラガ

ス､ショウガ､ロゼル､ベビーコーン､唐辛子､芹菜､ケール､オオバコエンドロ､ディ
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ル､スイートバジル､コリアンダー､ホーリーバジル､パックカイェ-ン､ウイキョク､

-アリーバジル､ミント､ナンバンルイソク､陸ハス､サヤインゲン､キャベツ､ソムポ

イ､コブミカンの葉､水オジキ草､レモングラス､モモクビユ､オクラ

検査対象残留農薬等

.　有機塩素系殺虫剤: 13種類

アルドリン､ディルドリン､エンドリン､ αエンドスルフアン､βエンドスルフアン､

硫酸エンドスルフアン､ -ブタクロール､ -ブタクロルエポキシド､リンデン､

p,p'-DDE､ p,p'-TDE､ O,p'-DDT､ p,p -DDT

.　有機リン系殺虫剤: 15種類

クロルビリホス､ジアジノン､ジクロホス､ジメトエート､フェニトロチオン､マラ

チオン､メビンホス､メタミドホス､モノクロトホス､パラチオンメチル､ピリミホ

スメチル､ピリホスメチル､プロフェノホス､プロチオホス､トリアゾホス

･　ピレスロイド系殺虫剤: 6種類

シベルメトリン､シハロトリン､シフルトリン､デルタメトリン､フェンバレレート､

ラムダシハロトリン

●　カーバメート系殺虫剤:4種類

メソミル､ BPMC､カルポフラン､カルバリル

｡ジチオカー/ミメート系殺菌剤:4種類

マンゼブ､マンネブ､プロピネブ､ジネブ

｡　ベンズイミダゾ-ル系殺菌剤:3種類

ベノミル､カルベンダジム､チオフアネ-トメチル

.　その他の殺菌剤:2種類

キャブタン､メタラキシル

｡　除草剤:4種類

2,4-D､パラコート､アメトリン(またはアトラジン､またはプロマシル)､ジウロン

ADI情報

タイで登録されている農薬のリストおよびADIに関する情報は入手できなかった｡
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(2)農薬の使用量

JETROの報告書はタイにおける農薬の輸入量等に関する資料を収載している1｡しかし､

タイにおける農薬の使用量に関する情報は入手できなかった｡

(3)懸念事項

タイでは上述のように極めて有害な農薬94種が第4種危険化学物質として使用が禁止

されている｡また､禁止されてはいないが､危険であるため､農業局が監視を行っている

農薬が14種ある1｡これらを表25に示す｡

表25　タイにおいて農業局が監視している農薬1

危険化学薬剤名 商品名

1■ aldicarb Tun ic1 0% GR, All dic arb 10% G

2■ carbofu ran F urat且n 3% G , C uratair 3% G , C am ira 3% G , C arbofuran 3% G ,

A . B. t an 3 %G , C ar b o3 % G

3● dicrotoph os Bi t 血2 4 %E C , Ca ∫bi c r on 2 4% S CW , Dy n ac r o n2 4 %S C W,

B igreen 24% S C W , M icrow ave 24% S CW , Pincron 33% SC W ,

D icrotop hos 33% S C W

4● E P N C um iphos 45% E C ,M im on a 45% E C ,E P N 45% E C , 甘D M 4 5% E C ,

T am oph os 45% E C

5● eth oproph os M ocab 10% G

6● form eth an ate D icarsol2 5% E C

7. m eth idathion S upraxyde 40% E C ,S uprath ion 42% E C

8● m ethom yl La n na t e4 0 % SP , La n na t eL 1 8% L C

9■ oxam yl W y date L 24% L C

lot p arath ion m ethyl P holydol E 005, P anath on 50% E C , M ethylparathion 50% E C ,

P holytox 50% E C ,C abidon 50% E C ,A .B .don 50% E C ,

Pa ra ma te 50 %E C, Pa ra g re en 50 %E C

11● endosul払n J P at o do n 35 %E C ,T hi od a n3 5 %E C, N a- ng am 3 5% E C,

So ni da n3 5% EC ,E nd os u lf an 35 %E C, No cd yn e5 %G

12■ blasticidin e - S B la - S 2% E C ,B abas 2% E (コ,N oblas 2% E C

出所 ‥農業局

注: 1-11の危険化学薬剤は殺虫または夢虫駆除軌12は殺菌剤
~注2 :注視する理由

l -10､ 12の危険化学東都は人およ.び動物に非常に有毒であるため｡

11の危険化学襲剤はスクミリンゴガイを駆除するために利用されているが､魚､水棲生物の生息東境に霧影響
与える毒素を含むため｡
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2. 7. 2　動物薬

タイにおける動物薬の登録､登録に際するデータ要求項目､登録動物薬リスト､残留基

準､ ADI情報､使用量､懸念事項に関する情報は入手できなかった｡
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2. 8　ブラジル

2. 8. 1　農薬

(1)ブラジルにおける農薬に対する規制の概要

登録の概要

ブラジルにおいては､農薬は農務省､保健省､環境省により､1989年7月1日の法No.78021

により規制されている｡この法律は､その後､ 2000年6月6日の法No.9974により改正さ

れている2｡この法は､農薬の製造､実験､輸送､貯蔵､販売､廃棄､分類､登録等につい

て規定しており､この法の下で､農薬は登録を得なければ製造､輸出､輸入､販売､使用

することができない｡

この法の下に制定されている2002年1月4日の条例No.4074'の第3章1条は農薬の登

録について規定している｡ブラジルにおいて農薬を登録しようとする者はこの規則に従い､

付属資料Ⅱに規定されている情報を添えて申請を行わなければならない｡書類は農務省の

家畜食糧局(Mini叫y of Agriculture, Livestock, and Food Supply, MAPA)に提出することとな

っており､ついで､その書類が環境省に回付され､環境的側面についての評価を受ける｡

その後､書類は保健省に回付され､ヒトの健康に関する側面についての評価を受け､農務

省に戻される4｡上記の付属資料IIは､.健康-の影響に関して､物理化学的性質､残留デー

タ､分析方法､急性および慢性毒性データ､中毒の際の治療法等に関するデータを提出す

べきことを規定している3｡.より詳細なデータ要求項目については､情報を入手すること

ができなかった｡

残留基準

ブラジルにおいては､農薬(有効成分)の残留基準は2003年8月29日の決議No.165

に基づきモノグラフとして公表されている5｡また､ブラジルにおいて基準値を定めていな

い物質についてはCodexの残留基準に従うこととしている4｡

ブラジルにおける残留基準は､モノグラフに記載されており､これは国立衛生監視局

(National Agency for Health Monitoring)の農薬に関する　ウェブページ

(http://www.anvisa.gov.br/toxicologia/monografias/index.htm)からダウンロードすることがで

きる｡

107



農薬のADI情報

農薬のADI情報も上記のモノグラフに収載されている｡また､このモノグラフにはブラ

ジルにおける登録状況についても記載している｡平成16年度報告書第-分冊別添に､ 2005

年3月末時点におけ18モノグラフを収載してある｡

(2)農薬の使用量

ブラジルにおける農薬の使用量に関する情報は入手することができなかった｡

(3)懸念事項

ブラジルにおいても過去に登録された毒性の強い農薬に対し､懸念が持たれており､現

在､ 2002年5月17日の決議6に従い､いくつかの農薬について再評価が行われている｡国

立衛生監視局のウェブページによると､アラクロール､ベノミル､ガブタン､フォルペッ

ト､カルベンダジン､クロルビリホス､ジコホル､フェニトロチオン､ -ブタクロール､

メタミドホス､モノクロトホス､ MSMA､メチルパラチオン､プロクロラズ､メチルチオ

フアネ-ト､ピンクロゾリンについて再評価が行われているようである7｡
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2. 8. 2　動物薬

(1)ブラジルにおける動物薬に対する規制の概要

堂昼

ブラジルにおいて動物薬を所管しているのは､動物衛生省(Department of Animal Health,

DDA)である｡動物薬はDDAにより登録される4｡

ブラジルにおける動物薬の登録に際するデータ要求項目､登録されている動物薬リスト

については､情報は入手できなかった｡

残留基準

動物薬の残留基準については､ブラジルにおける基準値が設定されていない物質につい

ては､ Codexの残留基準に従うとされている4｡しかし､残留基準､ ADIに関する情報は

入手することができなかった｡

(2)動物薬の使用量および懸念事項

ブラジルにおける動物薬の使用量および懸念事項に関する情報は入手することができ

なかった｡
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2. 9　韓国

2. 9. 1　農薬

(1)韓国における農薬に対する規制の概要

登録の概要

韓国においては韓国で使用されるすべての農薬は農林水産省(Ministry of Agriculture and

Forestry, MAF)の下にある地方開発局(Rural Development Administration, RDA)により登

録を受けなければならない｡これまでに韓国では1182の農薬が登録されている｡これらの

農薬のリストは韓国作物保護協会(Korean Crop Protection Agency)から入手することが可

能である｡また､韓国作物保護協会は韓国において登録されている農薬の名称等を収載し

た｢農薬ハンドブック｣を英語で出版している】｡

RFDはデータをレビューし､サンプルを分析すると同時に､データを厚生省(Ministryof

Health and Welfare, MHW)および環境省(Ministry of Environment, MOE)に回付する｡厚

生省および環境省は､健康および環境-の影響についてレビューする1｡

韓国における登録に係る法制度および登録に際するデータ要求項目については情報を入

手することができなかった｡

残留基準

韓国において農薬の残留基準を所管しているのは､韓国食品医薬品局(KoreanFoodand

DrugAdministration, KFDA)である　KFDAは食品衛生法の下で残留基準を設定する｡設

定された残留基準は食品規約(FoodCode)に記載される　2004年7月の時点で､ 157の作

物に使用される農薬347物質について最大残留許容量(MR⊥)が設定されている｡

MRL te"Korea MRLs for Pesticides"に記裁されており､韓国食品医薬品局の下記のウェブ

ページで入手可能である(http://www.kfda.go.kr/open_content/english/policy/pesticides.php) t

韓国における農薬の最大残留許容量を本報告書の別添に収載する｡

韓国では韓国においてMRLが設定されていない場合はCODEXの基準をデフォルトと

して使用している　CODEXの基準値がない場合は､類似の作物に対するMRtの最低値が

適用される｡この値もない場合は､その作物におけるMRLの最低値が適用される2｡
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農薬のADI情報

韓国において登録されている農薬のADI情報は入手することができなかった｡

(2)農薬の使用量

韓国での農薬使用量は急速に増加しつつあり､ 1999年の使用量は価格にして6.7億US

ドルである｡現在13社以上の農薬メーカーがあり､それらはDongbuHannongChemical(マ

ーケットシェア28%)､ Novartis (15%)､ Kyung Nong (14%)､ HanKook Samgong (8%)である｡

韓国の農薬メーカーで開発された物質には､殺虫剤のフルビラゾホス､水稲用除草剤の

ピリベンゾキシム､殺菌剤のエタボキサムなどがある3

(3)懸念事項

韓国での農薬に関する懸念事項については､情報を入手することができなかった｡
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2. 9. 2　動物薬

韓国における動物薬の規制制度､登録に際するデータ要求項目､登録動物薬リストに関

する情報は入手することができなかった｡

米国の海外アタッシェ報告によると､残留基準を記載しているFoodCodeには食肉生産

に使用できる抗生物質および成長ホルモンもリストされており､それぞれに対してMRL

がリストされているとのことである1｡しかし､これらの基準も含めて､動物薬に対する､

最大残留許容量､ ADI､使用量､懸念事項等に関する情報は入手できなかった｡
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2. 10　フィリピン

2. 10. 1　農薬

(1)フィリピンにおける農薬に対する規制の概要

登録の概要

フィリピンでは農務省の肥料･農薬庁(Fertilizer and Pesticide Authority, FPA)が農薬の

登録および製造､製剤設計､ラベル表示､販売､輸入､流通､保管､使用､廃棄を管理し

ている｡新規の毒性のある農薬の登録に際しては､ FPAによるリスクーベネフィットの評価

が行われる｡また､取扱者と農業医療従事者の教育､訓練､認証もFPAにより行われてい

る1才｡

フィリピンにおいては､農薬の登録に際して以下の提出が義務付けられている3o

a.登録申請書(有効成分の場合は様式P-012､製剤の場合は様式P-022)

b.ガイドラインのセクションⅢ､とくに表3.3に示された要求データ｡試験はGLPで

実施することが要求される｡

C･データの要旨および申請者による評価

d.他の国で登録されている場合はその証明

e.ラベルの提案.

f.サンプル

g.他の国や国際機関によるレビュー(ある場合)

h.登録申請費用

i.申請者のデータでないデータを使用する場合にはデータ使用許可

bにおいて提出が求められる試験データのうち､毒性データ要求項目を表26に示す｡
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表26農薬登録に際する毒性データ要求項目4

要求項 目 用途 試験動物 備考

農業 家庭

●0 毒性

●1急性経 口 LD 50
○ ○ ラット

農薬の蒸気圧が高いあるいは

気体 ､ 霧､ 煙霧､ 噴霧剤 とし■

て使用する､ あるいは吸引さ
れる粉塵を含む場合にのみ必
要●

PH が 3 未満あるいは 11.5 超

の場合､ あるいは皮膚腐食性
の場合は不要

製剤に対 して要求される

●2 急性経皮 LD 50 ○ ○ ウサギ

●3 吸入 LC 50

●4 皮膚刺激/ 腐食性

△

○

△

○

ラッ ト

ウサギ

●5 眼刺激性

●6 皮膚感作性

△

△

△

△

ウサギ

モルモッ ト

窟歯類

審歯類

奮歯類

ウサギまたはラット

●7 アレルギー感作性

■8 亜慢性毒性試験 (2 1

△

Ⅹ

○

△

○

△

△

△

△

○

4 . 6 . で陽性の場合に要求され
る

重大な皮膚暴露が予測 される
日､ 経皮)

●9 亜慢性毒性試験(90

場合､ 家庭用農薬に要求され

る

食用作物では 2 種､ 非食用作
日､ 経 口)

■10 亜慢性毒性試験(90

物では 1種､ 暴露が大きい場
合は家庭用農薬にも要求 され

る

特別な暴露がある場合に必
日､ 経皮)

.11 催奇形性

s .

2 世代試験が望ましい

同上

●12 生殖毒性

■13 慢性毒性

○

○

△

△

ウサギまたはラット

ラッ ト

●14 発がん性 ○ △ ラッ トおよびマウス 併合 してもよい

■15 変異原性 ○

△

△

○

○

○

△

△

△

○

一連の複数試験 点突然変異､ 染色体異常､ in

VIVO は乳類試験を含む

コルエステラ】での低下が予測 され
●16 急性遅発性神経毒 メンドリ

メン ドリおよびほ乳

性 る場合に必要

●17 亜慢性神経毒性

●18 薬物動態 (吸収､ 貯
蔵 ､ 代謝 ､ 排壮) )

●19 ヒトでの観察 (ある
蝣*ォa.

4.16 あるいはは乳類の急性
類

適切な動物種

試験で影響がある場合に必要

○:必要､ △:場合により必要､Ⅹ:不要
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フィリピンにおいて2003年12月の時点で登録されている農薬は､製剤808剤(原体と

して212物質)であり､これらぽ'PesticideProducts as ofDecember2003." (下記からダウン

ロードできる)に示されていた5｡このリストは平成16年度報告書第-分冊の別添に収載

されている｡

2006年1月に新たに登録農薬のリスクが公表された(http://fpa.da.gov.ph/からダウンロー

ドできる)｡

残留基準

フィリピンにおいては､農薬の残留基準について､ Codexの残留基準に従うこととして

いる6｡

フィリピンにおける農薬のADIの評価に関する情報は入手できなかった｡

(2)農薬の使用量

フィリピンにおける農薬の明確な使用量の情報は得られていないが､ Fertilizer and

PesticideAuthorityの情報を基に､ Dioquino (2001)は2000年では以下の農薬製剤の使用量

が多いとしている7｡

殺虫剤　(製剤名:原体名)

Cymbush :シベルメトリン(Cypermethrin)

Karate :シハロトリン(Cyhalo山血)

Decis :デルタメトリン(Deltamethrin)

Brodan :クロルビリホス､ BPMC (Chlorpyrifos+BPMC)

Magnu m

殺菌剤

Dithane :マンゼプ(Mancozeb)

Benlate :べノミル(Benomyl)

Vitigran Blue :塩基性塩化銅(Copper Oxychloride)

Funguran :水酸化第二銅(Cupric Hydroxid占)

Kocide :水酸化第二銅(Cupric Hydroxide)

除草剤
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2,4D : 2,4D

Machete :ブタクロール(Butachlor)

Sofit :プレチラクロール(Pretilachlor)

Advance :ブタクロール､プロパニル(Butachlor+/-propanil)

Ronstar :オキサジアゾン(Oxadiazon)

殺鼠剤

Zinc phosphide :りん化亜鉛(Zinc phosphide)

Racumm :クマテトラリル(Coumatetralyl)

Dora :クマテトラリル(Coumatetralyl)

Ratoxin :ワーフアリン(Warfarin)

Klerat :プロディフアコウム(Brodifacoum)

線虫駆除剤

Furadan :カルポフラン(Carbofuran)

Diafuran :カルポフラン(Carbofuran)

Relest

Dignon

Supergran :カルポフラン(Carbofuran)

Regent :フイプロニル(Fipronil)

軟体動物駆除剤

Snailkill :メタアルデヒド(Metaldehyde)

Bayluscide :ニクロサミド(Niclosamide)

Porsnail :メタアルデヒド(Metaldehyde)

Metabait :メタアルデヒド(Metaldehyde)

Metaflo

(3)懸念事項

フィリピンにおいては､表27に示す農薬の持ち込みおよび使用が禁止されているS｡
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表27　フィリピンにおいて持ち込みおよび使用が禁止されている農莱

1. Para血ion-ethy1

2. Copper Aceto-arsenite (Paris Green)

3. DDT containing mosquito coils

4. DBCP

5. Nitrofen

6. Leptophos

7. EPN

8. End血

9. Mercuric fungicides

10. Toxaphene

ll. Elemental phosphorous (White　&

Yellow)

12. Thalium sulfate

13. I Nap血ylthiourea (ANTU)

14. Gophacide

15. Sodium Flouroacetate

16. Sodium Flouroacetamide (1081)

17. Stryobhine

18. 2,45-T

19. Aldrin

20. Deild血

21. Heptachlor

22. Chlordimeform

23. EDB

24. HCHノBHC

25. Brestan

26. Aquatm EC

27. Telustan 60 WP

28. Torque 50% WP

29. Gusathion 400 EC

30. Marsathion 10 EC

31. Bionex lOEC

32. Telothion lOEC

33. Folidol M 50EC

34. Memyl Fosfemo 50EC

35. Methion 50EC

36. Meptox 50EC

37. Parapest M 50 EC

38. Penncap M (ENCAP)

39. Wofatox 50EC/80EC

40. Wofatox Konzentra "1" 50EC/80EC

41. Thiocarb 17EC

42. Thiodan 35WP

43. Thiodan 35EC

44. Endosulfax 35EC

45. Endox 35EC

46. Thiodan 2.5G

47. Endosulfax 35EC

また､下記の農薬の使用が制限されている8｡

(D　緊急時に当局の許可がある場合のみ使用が許されるもの:

アリディカルブ､クロロベンジレート

②　シロアリの駆除のみに使用が許され卑もの:

クロルダン(建築前にのみ使用可)
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③　特別の制限があるもの:

DDT　(厚生省によるマラリア駆除)

･クロルダン､エンドスルフアン(水系生態系の近傍での使用禁止)

･パラコート､フェナミホス､エントロプロップ､メイダチオン､三酸化批素､リ

ンダン､ペンタクロロフェノール(一般の使用禁止)

④　薫蒸業者のみが使用できる薫蒸剤:

臭化メチル､二硫化炭素､ホスフィン､シアン化水素､四塩化炭素､クロロホル

ム､エチルホルメート

⑤　ェンドスルフアン(5%以下の場合のみ使用可)

⑥　モノクロトホス(マメ類のbeanflyの防除のみ使用可)
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2. 10. 2　動物薬

フィリピンにおける動物薬の規制制度､登録に際するデータ要求項目､登録動物薬リス

ト､ ADI､使用量､懸念事項に関する情報は入手できなからた.

なお､フィリピンにおいては､動物薬の残留基準もCodexの残留基準に従うものと考え

られるが､詳細は把握していない｡
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